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業務上疾病の 認定に当たっては、 昭和 5 6 年 7 月 3 1 日付け 基発 第 4 9 1 号 

に基づき迅速・ 適正な事務処理を 図ってきたところであ るが，その後の 関係通 

達の改正等及び 実務上の取扱いを 踏まえ、 標記職業性疾病の 補償事務手引の 内 

容 を一部改めた 別添の「業務上疾病の 認定事務手引」を 新たに作成したので、 

事務処理に遺憾なきを 期されたい。 

なお・昭和 5 6 年 7 月 3 1 日付け 基 登第 4 9 1 君 通達は廃止する。 

また・廃止される 手引と新設される 手引の主な相違点は 別紙のとおりであ る。 



別 紙 

0  改正の要点 

Ⅰ 「職業性疾病」という 言葉は、 一般に酸欠や 有害物による 急性中毒等を 

含んでいないため、 必ずしも労災補償の 対象となる疾病全体を 示していな 

いので、 本手引では法律で 使用されている「業務上の 疾病」という 用語に 

合わせる意味で「業務上疾病」という 言葉を用いた。 

2  前回の手引作成以降に 発出された以下の 通達について 掲載した。 

(1) 保険給付に関する 処分の通知等に 係る事務処理について 

( 昭 6 3 . 1 0 ・ 9  基 発 第 6 7 9 号 フ 

(2) はり・きゅう 及びて ソ サージの施術に 係る保険給付の 取扱いについて 

( 昭 5 7 . 5 . 3 1  基 発 第 3 7 5 号 ) 

(3@ 第三者からの 文書の開示等の 要請に対する 取扱いについて 

( 昭 5 7 . 2 . 2 2  基登第 1 2 8 号 ) 

@4) 診断書等に要する 費用の支出科目の 変更について 

( 昭 6 0 ・ 4 . 5  基光 第 1 8 2 号 ) 

3  参考として脳血管疾患及び 虚血性心疾患等の 業務起因性判断のための 調 

査実施要領及び 眼精疲労に係る 業務起因性判断のための 調査実施要領を 追 

加 した。 

  

4  その他、 必要に応じ改正した。 



ま え が き 

業務 止 疾病の認定件数は 年々減少する 傾向にあ るものの、 最近における 疾病 

に係る労災請求事案をみると、 脳 ・心臓疾患等のように 特定の職種や 業種によ 

らす。 業務と発症原因との 因果関係 及ひ 発症原因と疾病との 間の因果関係の 判断 か 

困難な請求事案 か 増えてきており、 今後ともこの 傾向は継続するものと 考えられる。 
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性 な処理により 労働者保護に 努めることが 強く要請されているところであ る。 

C のため・業務上疾病の 認定を中心とした 補償事務に関して、 事務担当者の 

法令上及び取扱い 上の理解を深め、 より適正な事務処理を 期するため、 従来の 

手引きの内容を 改定し 、 新たにこの手引を 作成したものであ る。 

この手引は、 業務上疾病に 係る法令解釈及び 運用の基本的事項を 冒頭に掲げ、 

さらに事務処理に 当たって特に 留意すべき事項を 収録することとした。 

したがって、 この手引は業務上疾病に 係る労災保険の 給付事務に関する 事務 

処理のうち主として 業務上疾病の 認定に必要な 事項を中心としたものであ るか 

ら 、 給付事務に関する 一般的事項については 労災保険給付事務手引等に 示した 

ところに基づき 処理することとなる。 
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Ⅰ 業務上疾病の 基本問題 

l. 業務上疾病の 定義と類型 

㈲ 業務上疾病の 定義 

この手引で業務上疾病とは、 労働基準法 ( 以下「労基法」という。 ) 第 7 5 条第 2 項に基づ 

  労働基準法施行規則 ( 以下「 労基則 」という 0 ) 別表第 1 の 2 に掲げる疾病を いう 。 これを 

災害的出来事の 有無により分けると 次のように整理できる。 

業務づ災害的出来事 づ 負傷 づ 疾病 

業務づ災害的出来事 づ 疾病   
これらのいずれの 場合にも、 災害的出来事や 非災害的な原因は、 労働者が使用者のために 行 

う業務を介在して 起こるものであ り・業務に内在する 危険性 ( 有害性 ) に労働者が遭遇 ( 接触、 

吸入、 嚥下等を含む。 ) して、 はじめて疾病発生の 原因となるものであ る。 

すなね ち、 業務上疾病についても、 業務上の負傷と 同様に、 労働者が疾病発生の 原因となり 

得る業務に従事していること 又は従事していたことが 必要であ る ( これを「業務遂行性」とい 

う 。 ) 。 さらに。 業務に内在する 危険性に遭遇しても、 その危険性の 程度が人の健康を 害する 

程度に達しなければ 疾病は起こらず、 また、 危険の受け方によって、 身体上の異常の 起こり方 

が異なるが、 現実に発症した 疾病の原因として 医学経験則上特定の 業務に内在する 危険性を挙 

げ うるかどうか．さらに．その 疾病を発症させるに 足ると納得しうる 危険負荷があ ったかどう 

かが業務上外の 判断の決め手となる ( このような関係を「業務起因性」という。 ) 。 

以上のことから、 業務上疾病とは・ 労働者が健康上有害な 業務に従事し、 その業務に内在す 

る危険性 ( 有害性 ) を突発的又は 慢性的に受けたことにより 病的異常 ( 負傷から続発したもの 

を含む n ) が生じたものと 定義することができる。 

なお、 C の手引は主として 非災害性の疾病について 解説することとしている。 

(2) 業務 止 疾病の類型 
  

業務上疾病には、 職業的原因以外の 原因が競合する 民病友 ぴ 職業的原因の 付加による 私病 

( 既往症、 基礎疾患 ) の増悪も含まれる。 

これを類型化すると、 4% 一原因型、 ロ 共働原因型、 ハ私病 増悪型の 3 つの型に大 8@@ れる " 

なお、 併発疾病は、 この 3 つの類型と別に 考えるものであ るが、 便宜この項において 解説す 

る。 
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ィ 単一原因型 

脳の挫傷から 中枢神経性の 障害が生じたり、 虜 lJ 毒物の吸入や 摂取により中毒が 起こるよう 

に、 その有害因子へのぱく 露により必然的にその 疾病を引き起こすという 医学経験則 止 明ら 

かな因果関係が 認められる．疾病については、 事故の存在又は 特定の有害因子への 一定量以上 

の ぱく露の事実、 発病の経過及び 病 像から業務と 疾病との間の 因果関係の存在を 比較的容易 

に把握することができる。 

この場合、 罹病者本人の 身体的条件はあ まり問題とはならない 0 その理由は、 職業的原因 

たると他の原因たるとを 問わず・疾病はその 原因に対する 耐性が弱いか、 反応性が過敏な 者 

から発病し、 その原因が大となれ ば 、 さらに、 耐性の強い者に 及ぶものであ り、 疾病を職業 

的原因によるものと 認めるためには、 発病の経過や 病態に特異性があ るか又は自然発生的な 

罹病率を業務上の 有害因子によって 著しく増大させているという 医学的な条件が 整っている 

ものであ るから、 それらの条件の 中に個体差や 身体的条件が 吸収されているとみることがで 

きるからであ る。 

ロ 共働原因型   
労働者が罹患する 疾病の中には、 業務上の有害因子と 業務以外の有害因子が 競合して発症 

するものがあ る。 ここでいう業務以外の 有害因子には、 遺伝的因子や 環境的因子があ り・さ 

らにこれらによって 形成される素因等が 含まれる。 

業務上の有害因子と 業務以外の有害因子の 両方が認められる 疾病であ っても、 業務上の有 

害因子がその 疾病発症に相対的に 有力となっている 場合には業務上疾病として 取り扱われる 

ものであ るが、 C のような考え 方を示すと次のとおりであ る。 

㈲ 当該疾病の発生原因となることの 医学的知見が 得られている 特定の有害因子が 労働の場     

に 相応に存在すること。 

㈲ その有害因子によって 引き起こされることが 知られている 疾病の特徴を 示しているもの 

であ ること。 

㈹ 業務上の有害因子へのぱく 露が相対的に 有力な発症原因と 認められる状況があ ること。 

素因については 一般的には条件として 作用したものと 考えられる場合が 多いが、 素因の賓、 

程度等からこれが 職業的原因と 共働原因となって 作用したと認められる 場合においては 業務 

上であ る。 すな ね ち、 業務との相当因果関係が 認められる疾病は、 素因の有る場合でも 業務 

上 となる。 

ハ 私病 増悪型 

労働者が業務とは 関係のない基礎疾患又は 既存疾病を有していた 場合で、 当該基礎疾患 又 
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は 既存疾病が労働に 支障のない程度の 状態にあ ったときに、 何らかの原因で 発症し 、 又は増 

悪することがしばしぱあ るが・発症若しくは 増悪が労働を 契機として又は 労働に従事してい 

るときに起こったとしても・ 自然的な経過又は 加齢等の現象によるものであ ると考えられる 

場合は・業務起因性はない。 

          上記の場合において ，その発症又は 増悪の経過若しくは 病態が、 当該基礎疾患 又 

は既存疾病の 自然的経過や 他の原因によるものとは 明らかに異なり、 業務上の有害因子にば 

    露 したことにより・ 基礎疾患若しくは 既存疾病の自然的経過を 超えて発症し 、 又は明らか 

に 増悪したと医学的に 認め得る場合には、 その発症し 、 又は増悪した 部分について、 発症又 

は増悪前の状態に 回復するまで ( 発症又は増悪前の 状態に至らず、 症状が固定する 場合はそ 

の症状固定まで ) の間は芙 務 上疾病として 取り扱われる ぺ きものであ る。 

二 業務上疾病に 付随する疾病 ( 併発疾病 ) 

業務上疾病に 付随する疾病、 すな ね ち、 業務上の原疾患が 原因となって 発症した疾病につ 

いては、 概ね当該 原 疾患 と 一体のものとして 取り扱われる 0 この業務上疾病に 付随する疾病に 

は次のような 疾病があ るか・個々の 事例において、 業務上疾病てあ る 原 疾患に合併した 疾病 

が 業務上疾病に 付随する疾病てあ るか否かについては、 医学経験則により 業務と相当因果関 

係があ るか否かによって 判断す へ きものてあ る。 

① 業務上疾病の 経過中又はその 進展により当該業務上疾病との 関連 て 発症するもの 

② 業務上疾病を 母 地 として細菌感染等の 外因が加わって 発症するもの 

③ 業務上疾病に 有意な高率て 合併するもの 

④ 業務上疾病の 治療の際の薬剤による 副作用等を原因として 発症するもの 

しかし、 一般人か通常罹患するような 疾病がたまたま 業務上疾病と 同時に又は後発して 合 

併してもその 合併症に係る 部分については、 一般に業務起因性は 認められない " 

2, 業務上疾病の 法令上の根拠 

業務災害に関する 保険給付は・ 労働者災害補償保険法 ( 以下「労災保険法」という 0 ) 第 1 2 

条の 8 第 2 項において労基法に 規定する災害補償事由が 生じた場合に 行うとされているところか 

ら 、 補償事由が生ずる 前提としての 業務災害は 、 専ら労基法の 規定及びこれに 基づく命令に 定め 

るところによるものとされる。 

Ⅲ 労基法上の業務上疾病 

労基法は、 遵守すべき事項とこれに 違反した場合の 罰則 か 明確に定められており、 刑罰法規 

としての性格をも 有するものであ るか・ こと災害補償条項に 関しては、 事業主が当然に 補償 義 
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務を負うべき 業務災害の範囲について、 後で述べる業務上疾病に 係るものを除いては 特段の定 

義的規定を置いていない。 これは、 一般に業務災害が 労働者の業務遂行中の 特別の出来事によ 

って生ずるものてあ って，事故の 存在とその原因及び 結果とを被災者 及ひ 補償義務者 ( 事業 

主 ) 双方が客観的かつ 容易に認識し 得るの て 、 この認識をもって 使用者に補償義務を 課しても、 

その履行に格別の 支障はないの て 省略しているものと 解される。 

しかるに、 業務上疾病については、 一般の業務災害と 同様に時間的、 場所的に明確にし 得る 

出来事に由来して 生ずるもののほか、 業務に内在する 危険性 ( 健康 止 有害な種々の 因子 ) を徐 

徐に受けて慢性に 進行する疾病に 罹り ・又は有害な 作業環境を離れて 相当期間経過後に 発症す 

るという疾病もあ って、 労使双方に危険性の 認識又はその 危険性に起因する 疾病であ ることの 

認識かないため・ともすれは 災害補償に関する 権 利義務の存在 か 不明確となり 使用者の補償義 

務の賦課と罰則の 適用によるその 履行の確保 か 困難となるの て ・かかる事態を 避けるため男茎 

法 第 7 5 条においては 業務上疾病を 命令て定めることとし、 これを受けて 労基別別表 第 1 の 2 

において業務上疾病め 具体的に定められている。 

男茎 則 第 3 5 条の規定は昭和 5 3 年 3 月に抜本的に 改正されたが、 規定の趣旨は、 現時にお 

ける医学的知見と 医学経験則 止 労働の場における 健康上有害な 因子が解明され、 その有害因子 

に業務上の事由でぱく 謁 したことによって 生ずる疾病 像 が臨床医学、 病理学、 疫学等の医学的 

研究により解明されたものを 可能な限り類型化して 具体的に列挙されたものであ る。 

(2) 労基 別別表第 1 の 2 の内容等 

業務上疾病については、 労基法第 7 5 条第 2 項の規定を根拠として 労基 則 第 3 5 条、 別表 

第 ] の 2 及び同規則に 基づく告示によって 示されている。 

男茎 貝 @J 別表 第 1 の 2 は、 疾病の具体的列挙規定、 将来列挙疾病として 追加することを 想定し 

た追加規定及び 包括的救済規定によって 構成されているが、 C の趣旨は以下のとおりであ り、 

全体として例示列挙であ ることを示している。 

具体的列挙規定 ( 労基 別別表第 1 の 2 第 1 号から第 7 号までの規定 中 ・下記包括的救済規定 

に 該当するもの 以外のもの ) ……人の健康を 害することの 医学的知見が 得られている 有 

害因子とその 有害因子によって 引き起こされることが 明らかとなっている 疾病を網羅し 

ているもので、 C の規定に該当することの 一定の要件 ( 5 頁参照 ) を満たしていれば、 

それが他の原因で 生じたものであ ることの積極的な 反証がない限り・ 法令上、 業務上疾 

病と推定されるという 立証責任の一部転換の 効果があ る。 また，実際面においてはこれ 

を法定化することにより 事業主の災害補償責任の 一層の具体化が 図られる ど 同時に被災 

労働者における 補償を受ける 権 利の認識が容易化される 効果をもっ。 
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追加規定 ( 労基 別別表 第 Ⅰの 2 第 8 号の規定 ) … -. 列挙されていない 疾病であ って具体的列 

挙規定に係る 疾病と同程度に 解明をみたものについて、 規則の改定をまたずに 労働大臣 

か 随時指定するという 簡易な手続きにより 具体的列挙規定と 全く同一の法的効果を 与え 

るために設けられたものてあ る。 

包括的救済規定 ( 持碁別別表 第 Ⅰの 2 第 2 号 ] 3 、 第 3 号 5. 第 4 号 8 、 第 6 号 5 、 第 7 号 

1 8 及び第 9 号の各規定 )  我か国の業務上疾病を 定める労基別別表 第 ] の 2 の表示 

か 全体として例示列挙主義によるものてあ ることを示し、 具体的に列挙された 疾病と同 

程度以上に業務起因性の 存在 か 明確化したものについては・ 具体的列挙規定の 改正ヌ は 

追加規定による 労働大臣の指定の 有無にかかわらず．事業主に 補償責任を課すために 設 

けられたものてあ る。 なお、 現に発症している 疾病 て個月 l@ 例 としての業務起因性の 存 

在は明白てあ るか、 有害業務集団及 び 疾病集団としての 類型化か困難てあ る等の事由に 

より法令上の 列挙又は指定になしまないものもこの 規定によって 救済か図られるもの て 

あ る。 

  イ 具体的に列挙された 疾病 

持碁別別表 第 1 の 2 において具体的に 列挙された疾病及び 同規則に基づく 告示により表示 

された疾病は、 医学経験則上、 業務と疾病との 間に医学的な 因果関係か確立されているもの 

てあ り、 また、 労基法 か 列挙疾病に含まれる 疾病について 事業主に災害補償義務を 課してい 

る c とから、 次の一定の要件を 満たしているものについては、 それが他の原因によって 生じ 

たものてあ ることの反証を 挙げない限り、 業務に起因して 生じたものとみなされる。 

    労働者の従事する 業務に法令 ( 告示を含む。 ) 止 列挙されている 有害因子か存在するこ 

と 。 

      労働者の従事期間、 ぱく 露 条件等からみて、 業務上の事由により 発症原因に足る 当該 有 

善 因子にぱく 露 されていること。 

い 労働者に発症した 疾病が、 病像 として当該有害因子へのぱく 露により発症する 疾病の徴 

候を示し、 かつ、 ばく露の時期と 発病の時期及 び 発症経過とに 医学的に矛盾かな い こと。 

ロ 具体的に列挙されていない 疾病 

持碁別別表 第 ] の 2 の規定が業務上疾病の 例示列 挙 てあ ることを 示 ずため，国表第 2 号 ]3 、 

第 3 号 5 、 第 4 号 8 、 第 6 号 5 度 ぴ 第 7 号 1 8 には、 それそれの有害因子 群 のなかての列挙 

疾病以覚の疾病を 並びに第 9 号には列挙のどの 有害因子 群 にも属さない 疾病 て 業務 @c 起因し 

て生じたことの 明らかなものを 包括する規定が 置かれている 0 これらの疾病は、 具体的に列 

挙された疾病に 付随して生ずる 続発症的な疾病を 除き、 業務上疾病としての 評価が未確定 て 
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あ るか又は特殊な 発症形態等のため 有害因子と疾病とを 類型化して法定化することが 困難な 

疾病であ るため個別事例ごとに 業務起因性の 考察を行い、 業務と疾病との 間に相当因果関係 

が明らかにされたものが 業務上疾病として 取り扱われる。 

以上のように、 労基法においては、 具体的に列挙された 疾病については、 一定の要件の 具備 

を 条件として、 特段の反証がない 限り事業主に 災害補償義務が 課されるのに 対して、 包括的 救 

清 規定による疾病については 明らかに業務上の 事由によって 生したものてあ ることの立証かあ 

ったものについて、 事業主に補償義務か 課される仕組みになっている ( 労災保険の取扱いにつ 

いては 3 の (3) の「立証責任」 ( 9 頁 ) を参照 ) 。 

3. 業務上疾病の 認定の基本的な 考え方 

およそ労働者に 生ずる疾病については。 一般に多数の 原因又は条件か 競合しており、 単にこの 

ような広義の 条件の一つとして 労働・業務か 介在することを 完全に否定し 得るものは極めて 稀れ 

てあ ると考えられる 0 しかしながら、 単にこのようないわゆる「条件関係」にあ ることをもって 、 

業務と疾病との 間に因果関係が 認められるのではなく、 業務と疾病の 間にいわゆる「相当性」が 

認められてはじめて 業務と疾病の 間に因果関係が 認められるのであ る 0 また、 前述のように、 業 

務上疾病に関しては 労基法において 無過失の補償責任が 事業主に課され、 その履行が罰則を 

もって強制されているものであ る点からみれば、 業務とその結果として 生じた疾病との 関連は適 

正に解されなければならず、 さらに。 業務上疾病による 損失の補てんは 労働者の過失の 有無にか 

かわらず、 専ら事業主にのみ 負担が課せられ、 業務上であ る限りにおいては、 原則として．画一 

的に法定補償額の 支払を義務付けているのであ ることからも、 業務が原因であ ることの明確性が 

要求されることから、 労働・業務が 疾病の発生及び 経過の過程において 単に広義の条件の 一 とし 

て 介在していることをもって 業務上の事由によって 生じた疾病とすることはできない 0 

したがって、 業務上疾病とは、 業務が当該疾病の 発症の相対的に 有力な原因であ ると認められ 

る疾病をいうものと 解され・業務がこのような 関係にあ ることを業務と 疾病との間にいわゆる 

「相当因果関係 ( 業務起因性 ) 」が認められるものとして 取り扱っているものであ る。 

一般に、 疾病については、 次の要件か満たされれ ば 、 業務と当該疾病との 間に相当因果関係か 

あ るものとして 取り扱われる。 

Ⅲ 業務遂行性 

業務上疾病は、 労働者か労働の 場において業務に 内在する有害因子 ( 例えば、 作業環境、 施 

設、 原材料、 作業の性質等 ) に遭遇 ( ぱく 露 ) して引き起こされるものであ るから， C れるの 

有害因子を受ける 危険にさらされている 状態、 すな ね ち、 労働者が労働契約に 基づいて事業主 
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の 支配下にあ る状態を「業務遂行性」という。 

たたし・この 業務遂行性は 、 単に労働者が 事業主の支配下にあ る状態において 疾病か発症す 

ることのみを 意味しているものてはなく、 事業主の支配下にあ る状態において 有害因子を受け 

ることを 青抹 しているものてあ る 0 したがって例えば、 労働者小事業主の 支 酉 已下において 発症 

したとしてもその 発症原因たり 得る業務上の 有害因子へのはく 露か 認められない 限り・当該疾 

病と業務との 間には相当因果関係か 成立しない C> ま - た ，事業主の支配下を 離れた場合における 

発症てあ っても、 業務上の有害因子へのぱく 露によるものと 認められる限り、 当該疾病と業務 

との間に相当因果関係か 成立する。 

㈲ 業務起因性 

業務上疾病の 発病形態は ， ] の㈹の「業務上疾病の 定義」 ( @ 頁 参照 ) でも述べたよ う に、 

災害的出来事が 原因となっている 場合と否とに 拘らず、 業務そのものが 持つ危険性の 個体への 

接触、 侵入により疾病の 原因が形成され、 発病はその危険が 具体化されたものであ るから、 こ 

こて い う 業務起因性とは、 業務と発病原因との 因果関係及びその 原因と結果としての 疾病との 

間の因果関係の 二重の因果関係を 意味する。 そして、 それそれの因果関係は、 単なる条件関係 

ないしは関与てはなく、 少なくとも、 業務か発病原因の 形成に、 また・その発病原因か 疾病 形 

威に、 それそれ相対的に 有力な役割を 果たしたと医学的に 認められ得るものてなけれはならな 

(.@ 

業務上疾病については、 一般に次の 3 つの要件が満たされれは、 業務起因性か 肯定さ 

れる。 

ィ 労働の場における 有害因子の存在 

この場合の有害因子は、 業務に内在する 有害な物理的因子、 化学物質・身体に 過度の負担 

のかかる作業態様、 病原体等の諸因子を 指すものであ り、 一般的環境の 場において同一の 条 

件で発症の原因となるもの ( 例えば、 大気・水質汚染、 流行性感冒・ 肝炎等の感染源 等 ) 及 

び 入の健康障害を 引き起こすことの 知見が得られていないものは、 一般に労働の 場における 

有害因子とはされない。 

人の健康障害を 引き起 C す 因子であ るかどうかの 知見とは、 某孝経験 貝 lJ 上 、 人に対して 

有害因子であ ることが実証されているものをいい・ 例えぱ 、 動物実験において 有害性又はそ 

の疑いが認められる 因子であ っても． 人 と動物との間には 遺伝因子や環境因子の 相違・個体 

間の均一性の 相違・当該因子へのぱく 露量の相違等があ るため、 直ちに当該因子が 入に対し 

ても有害であ るとすることはできない。 
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ロ 有害因子へのぱく 露 条件 

健康障害は、 人の有害因子へのぱく 露によって起こり、 また・ぱく露の 形態、 量 及 び 期間 

によって身体上の 反応及びその 結果として起こる 疾病の形態 ( 病名、 発症の部位、 症状の程 

度・疾病の経過等 ) が異なるので・ 有害因子にどのような 形で・どれだけの 量、 どれだけの 

期間ぱく 露 されたかの把握が 重要であ る。 

この場合、 物理的因子であ れば、 ェ ネルギ一の性質・ 大きさ・発生源からの 距離、 c れ そ 

受ける身体の 部位、 ] 作業当たり、 1 日当たり及び 全労働期間を 通してのぱく 露 時間等・ま 

た・化学的因子てあ れば、 その取扱形態、 作業環境内の 有害物質濃度、 接触する部位又は 侵 

入経路、 作業時間等が 主として問題となるが、 いずれの場合ても、 有害因子の抑制・ 緩衝、 

接触・侵入の 防止等の措置の 有無・事故的高濃度ぱく 露の有無等もぱく 露 条件を把握するた 

めの重要な要素てあ る。 

なお，健康障害の 予防対策の観点から 定められた有害物質の 許容濃度、 抑制濃度及び 管理 

濃度は労働者の 健康障害の一般的な 予防を目的としており、 この水準以下の 労働環境下 て 疾 

病が生しないという 保障はなく、 また・ C の水準以上のぱく 露があ れば疾病が生ずるという 

ことを表わしているものてもな い の て 、 現実に生した 人の健康障害の 評価の基準とはならな 

い 場合があ る。 

八 発症の経過及び 病態 

業務上疾病は、 業務に内在する 有害性 ( 有害因子 ) に労働者が遭遇、 接触し、 それらが労働 

者の身体へ接触し、 侵入することによって 起こるものてあ るから，少なくともその 有害因子 

へのはく 露 開始後の発症てなけれはならないことは 当然のことてあ るか、 有害因子の性質又 

はばく露の形態によっては、 ぱく 露後 短時日に発症するもの、 あ るいは、 相当長期間の ぱく 

露の累積ないしは 潜伏期を経て 発症するものもあ るの て 、 疾病の業務起因性の 判断に当たっ 

ては・有害因子へのぱく 露朝 づ 反応 期 ( 潜伏期 ) づ 発症 期 ( 症状完成 期 ) のそれそれの 間に 

医学的な納得 か 得られるものてなければならないことに 留意する必要があ る 0 したがって 、 

発症の時期は、 有害因子へのばく 露中 又はその直後にのみ 限定されるものてはないが・ 有害 

因子の性質又はぱく 露の形態からみて、 反応 期 ( 潜伏期 ) としての医学経験則に 反する早期 

発症や遅発発症 ( ぱく 露 中止後相当期間経過後の 初発 ) については、 一般に業務起因性は 認 

められない。 

吹に、 業務上疾病は、 有害因子の性質，ぱく 露 条件等によって 異なるか、 接触した身体の 

部位及びその 関連臓器、 吸収・蓄積・ 排泄を行う臓器、 標的臓器 ( 臨界臓器ともい う 。 ) 等 

に 症状・障害を 起こすことによって 生ずる。 業務上疾病の 症状・障害は、 一般に有害因子の 
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性質、 ぱく 露 条件等に対応する 特徴を有するので、 臨床医学・病理学、 疫学等の分野におけ 

る医学的研究によって 確立された知見に 基づいて業務起因性の 判断がなされることとなる。 

(3) 立証責任 

労働災害の補償の 理念は、 財産上の損害賠償に 由来するものであ るが、 労基法において・ 法 

定の災害補償事由に 該当するものについて 事業主に当然の 補償責任を課していることは、 被災   

労働者においては 補償事由の存在の 立証を行えば、 一般民事損害賠償における 責任要件 ( 不法 

行為の要件・ 行為者の責任能力、 事業主責任、 土地工作物等の 占有者・所有者の 責任等 ) の存 

在の立証を要せず 補償を受ける 権 利が生ずることとなり、 これが事業主の 無過失賠償責任とい 

われるのえんであ る。 このように、 労働災害においても 補償事由に係る 立証責任は被災労働者 

にあ るものであ る。 

          業務上疾病の 立証には多くの 困難な問題があ り、 文字どおりの 立証責任を被災労働 

者 に課すとすれ ば 補償を受ける 権 利の実態を損 ぅ おそれがあ ることから、 現実の問題としては、 

法令で具体的に 規定されている 疾病については、 前記のとおり 一定の要件を 満たしている 限り、 

特段の反証がなければ 業務上疾病とみなされる 仕組みになっており、 その限りにおいては 立証 

責任の軽減が 図られている。 法令上に具体的に 規定されていない 疾病についても 労災保険によ 

る保険給付を 受けようとするときは、 雇用関係、 作業歴、 疾病の発症状況等請求事由に 係る最 

小限度の疎明があ れば、 行政機関において 補足的な調査を 行うほか医学的な 事実の解明に 努め 

結果的に業務起因性が 認められれ ば 補償が受けられることとなるので 事実上立証責任は 軽減さ 

れている。 しかし、 因果関係を肯定し 得る材料が得られないものについては 仮に因果関係を 否 

定 できないものであ っても保険給付を 受けることができない。 これに関して「 蕪 しきは補償せ 

よ 」とか「業務科の 疾病であ ることの立証ができないものは 業務上とせよ」といった 主張が一 

部 @c 見受けられるが、 前述したとおり、 こと補償事由に 関しては労基法の 規定によって 律せら 

れており、 業務外の事由によるものも 含めて補償することは 同法の趣旨とするところではない 

し。 また、 同法が刑罰法規としての 性格をも有すること 等をかんがみれば、 このような考え 方 

に立った解釈運用はできない。 
  

(4) 時効の取扱い 

労災保険法第 4 2 条に労災保険給付を 受ける権 利の消滅時効の 規定が設けられているが、 法 

文王消滅時効の 起算日の取扱いが 明建 されていないので、 民法の時効に 係る総則の規定が 準用 

されるものと 解される。 

民法第 1 6 6 条 第 I 項 @C 「消滅時効 ハ 権 利 ヲ 行使スル コトヲ 得ル 時ョリ 進行 ス 」と規定され、 

この権 利を行使することを 得る時とは、 権 利の行使に法律上の 制約が存する 場合を除き、 事実 
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関係の発生の 時と解するのが 通説となっているの て 、 労災請求権 については、 業務上の事由に 

よる負傷、 疾病又は死亡の 事実が生し、 労基法上の災害補償事由 か 発生した日か 権 利を行使し 

得る時に当たり・その 翌日から消滅時効は 進行するものと 解される。 

災害補償の対象となる 疾病の発生とは ，一般的には 診断によって 疾病の発生が 確定した日と 

なる ( 力碁 則 第 4 8 条 ) か 、 当該疾病か業務に 起因して生したものであ ることの診断を 必ずし 

も 要件としているものとは 解されない。 それは、 医師が職業に 由来する疾病であ ることの説明 

を行わなくても、 法令に具体的に タ 1 挙 されている疾病又は 具体的に タ ll 挙 されていない 疾病で医 

学的に業務との 相当因果関係が 生じることの 知見が確立されているものに 該当するものであ れ 

ぱ 、 罹病者自身がその 自己の業務に 業務 止 疾病を起こさせるどのような 有害因子があ るか、 

その有害因子にぱく 露 した場合にどのような 症状・障害を 主 徴 とする疾病が 起こるかの判断を 

し得る場合があ り、 医師の診断から 労災請求権 の存在を認識し 得るので、 医師の説明不足又は 

自己の法令の 不知の故をもつて 請求権 行使の制約があ ったとすることはできない。 

4. 業務上外の認定基準 

Ⅲ 認定基準の性格 

業務上疾病については、 労基法第 7 5 条第 2 項の規定に基づく 労基 則 第 3 5 条の規定を根拠 

として、 同規則別表 第 1 の 2 及びこれに基づく 告示に定められており、 C れるの規定は、 法令 

上、 各疾病についての 発症の条件等を 詳細に成文化することは 困難であ るため、 一定の簡単な 

表現がとられている。 そこで、 この法令の解釈又は 運用に当たり 必要とされる 内容、 すな ね ち、 

この規定では 明らかにされていない 発症の条件等、 業務上疾病と 認定される疾病の 医学経験則 

に 立脚した発症条件 ( 有害因子・ぱく 露 条件、 症状及び発症経過等 ). 病 像の解説、 診断及び 

鑑別の方法等通達で 補足したものが、 いわゆる「認定基準」であ る。 したがって、 この基準の 

要件に該当するものについては、 特段の事情がない 限り、 業務上疾病と 認定される。 

(2) 認定基準の効果 

認定基準は・ 本来行政上の 通達であ るが、 事実上公表されており、 医療機関における 診断や 

産業医学の分野の 研究の参考とされることがあ るとともに、 認定基準が示されている 疾病に係 

る 労災保険給付を 受けようとする 者にとっては、 当該疾病について 認定基準の要件を 満たして 

いることの疎明を 行えば足りることとなり、 事実上請求人が 負っている立証責任の 軽減の効果 

があ る。 

また、 労災保険における 保険給付に係る 行政処分は、 保険者であ る国 ( 労働基準監督署長， 

以下「監督署長」という。 ) が行 うが 、 その判断は法令及びその 解釈並びに医学経験則に よ る 
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こととなるので、 認定権 者であ る行政機関に 対して業務上疾病についての 認定要件、 認定に 姥 、 

要な医学的知見を 示すことにより 行政事務の促進と 芳一化を図ることができる。 

(3) 認定基準の運用 

上言己 (1@ とおり・認定基準の 要件を満たしている 疾病については 原則的に業務上疾病とし 

て取り扱われるが ，形式的には 認定基準の要件を 満たしている 疾病であ っても・当該疾病につ 

いて、 医学的に明らかに 他の疾病であ ると判断し得る 場合，業務以外の 原因が主たる 原因であ 

ることが立証し 得る場合等においては 業務起因性が 否定されることとなる。 

なお、 認定基準が設定されていない 疾病については、 3 の「業務上疾病の 認定の基本的な 考 

え方」 ( 6 頁参照 ) 等の基本原則にのっとり、 それぞれの事案ごとに、 業務起因性を 判断する 

こととなる。 

(4) 認定基準の改定とその 適用 

認定基準は、 その根拠となっている 法令の規定とともに 医学上の経験則ないしは 知見がその 

基盤となっているものであ るから、 医学の進歩 ( 疾病の原因の 解明、 臨床検査手法の 開発等 ) 

に 対応、 して改定されるべきものであ ることはい う までもない。 

したがって、 認定基準の改定は、 従来解明されていなかった 疾病の原因の 解明、 発症の機序 

等に関する最新の 医学的知見等に 基づいて行われるものであ るから，新旧認定基準の 上 ヒ 較にお 

いて、 有利，不利あ るいは厳しい・ 緩やか等の議論は 妥当でな l,bo 

なお、 改定後の認定基準の 適用に当たって 次の点に留意する 必要があ ること。 

ィ 認定基準が改定された 日以後に監督署長が 業務上科を半Ⅱ断のうえ 決定を行 う 事案について 

は 、 当該事案の災害発生の 日又は診断によって 疾病の発生が 確定した日に 関係なく、 新認定 

基準によって 判断すべきものであ る。 

ロ 認定基準が改定されたことにより・ 従来の検査方法が 変ったり、 新しい検査方法が 追加さ 

れたりする場合があ るが・疾病によっては、 発症後あ る程度の日時が 経過してしまうと 新検 

査方法によって 検査を行っても、 過去の症状等を 正確に把握し 得ない場合もあ るので、 この 

ような場合は、 従前の方法によって 提出された諸検査の 数値を可能な 限り評価し直して、 新 

  
認定基準によって 判断すべきこととなる。 

(5) 認定基準に示された 臨床検査結果の 判断等 

ィ 業務上疾病は・それぞれの 疾病に特徴的な 症状・障害を 示すことが比較的多いが・ 職業が 

んや 脳 ・心臓疾患等のように、 業務起因性の 認められない 同種の疾病との 間において、 症状 

。 障害、 臨床経過等の 病 像 に差異の認められない 疾患もあ る。 

ィヒ 単物質等による 中毒では、 有害因子の種類ごとに 特徴的な症状・ 障害を呈するものが 多 
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いが、 これらの中毒の 場合でも、 特に初期段階の 中毒においては・ 業務以外の多くの 原因て 

呈し得る中枢神経性急性刺激症状 ( 主に着、 性症状として 疾病の初期に 現われる頭重、 頭 

痛、 悪心、 嘔吐、 倦怠感、 めまい等の自覚症状をいう。 ) が現われることがあ るので、 この 

ような場合の 業務起因性の 判断に当たっては、 認定基準に示された 各種の臨床検査結果に 関 

する基準値が 極めて重要な 要素となり・ぱく 露 条件の評価とも 併せて慎重な 判断が必要であ 

  
る 。 

口 認定基準に示された 臨床諸検査の 数値は、 国内外の調査、 研究結果等に 基づく医学知見に 

のっとったものであ る。 また、 その数値は、 疾病として医学上療養を 必要とする程度のもの 

は 把握しうるような レ ヘルのものてあ る。 

ハ 収集した東証における 臨床諸検査結果の 数値については、 検査の手抜か 認定基準に示され 

たものと異なった 場合は，一般的に 数値も異なるものてあ るから、 単に結果の数値のみによ 

つて判断することなく、 必要に応し、 専門医等の意見を 聴く等により、 いかなる検査手技に 

よったものてあ るかを確認したうえて 判断を行うよう 留意する必要かあ る。 

(6) 認定基準と健康管理区分との 関係 

ィ 労働者の健康の 保持・増進を 図るため，労働安全衛生法においては、 事業者に雇入れ 時及 

び定期の一般健康診断のほか・ 有害業務 ( 有機溶剤、 鉛、 四 アルキル 鉛 、 特定化学物質等、 

高気圧、 電離放射線等の 業務 ) に従事する労働者に 対する医師による 特別の項目についての 

健康診断 ( 以下「特殊健診」という。 ) を義務づけている。 

さらに、 C れら健康診断の 結果に基づく 健康管理については・その 指針 ( 労働基準局長道，・   

達 ) を示し、 事後措置の適切を 期すこととしている。 

特殊健診結果に 基づく健康管理区分及 び 事後措置の例示 ノ l Ⅰ ll 

昭和 3 5 年 8 月 1 9 日付け蒸発第 939 号によって示された 原則的な区分及び 事後措置 

区 分   原 Ⅱ 貝   事後措置 

管 理 A 
第 1 次 健康診断のすべての 検査項目に異常が 認められ 
ない者 

措置を要しない 

  
第 Ⅰ 次 健康診断のあ る検査項目に 異常を認めるが、 医 医師が必要と 認める検査 

管理 B   師が第 2 次健康診断を 必要としないと 判断した者 を 医師が指定した 期間 ご 

とに行い、 医師の意見に 

2  第 2 次健康診断の 結果、 管理 C に該当しない 者 より就業制限 

管 理 C  第 2 次健康診断の 結果・治療を 要すると認められる 者 就業禁止及び 治療 
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結果を招く一因として、 診断の目的か 特殊健診においては 予防てあ るの @c 対して、 業務起因 

性の判断においては 補償責任の有無にあ ることかあ げられる。 

なお、 振動障害については、 その決定の根拠となった 症状等に関する 健康診断結果を 確認 

のうえ・当該健康診断の 結果を用いて 認定し得ることとなっている。 ( 昭和 5 2 年 5 月 2 8 

日付け 基発 第 3 0 7 号、 昭和 5 2 年 5 月 2 8 日付事務連絡第 2 3 号参照 ) 

(7) 認定基準の周知 

認定基準は行政内部はもとより、 広く関係者に 正しく理解されることが 重要てあ ると考えられ 
  

るの て 。 常日頃 からその周知を 図るよう努力する 必要があ る。 

なお、 周知の対象 及ぴ その方法はおおよそ 次のものか考えられる。 

ィ 周知の対象 

㈲ 医療機関 ( 指定・非指定を 問わない。 ) 及 び その関係団体 

㈲ 事業主及びその 関係団体 

㈹ 個別企業における 労働組合及びその 関係団体 
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㈲ 地方公共団体等 

㈱ その他 

ロ 周知の方法 

㈹ 各種会議の活用 

@ 式 関係団体の広報誌・ 機関誌等の活用 

け 業界新聞や労働関係新聞、 雑誌等の活用 

㈲ その他 ( パンフレソトの 配布、 説明会の開催等 ) 

一 1 4 一 



Ⅱ
Ⅱ
 
廿
 

業務上 外 認定の実務 

1. 事実の調査 

Ⅲ 調査の定型化 

イ 疾病の業務上覚の 認定に当たっては、 明確な医師の 診断や意見等医学的な 判断 か 不可欠て 

あ るが、 そのためには、 職歴、 有害作業の内容・ 程度 ( 強度 ) 、 有害因子へのぱく 露の程度、 

ばく 露 開始から発病まての 期間又はぱく 露 離脱から発病まての 期間、 発症前の身体の 状況等 

を 明らかにする 必要かあ る。 

調査事項を具体的に 例示すると次のとおりてあ る。 

㈹ 職 歴 

就労した事業場ことの 雇用期間、 その間の従事業務、 有害業務への 従事期間・有害業務 

に 従事した最終事業場における 臨時又は随時の 有害業務への 従事状況等 

( 口 ) 業務量 

所定労働時間、 夜勤又は交替 制 勤務の有無及 び そのシステム・ 所定休憩時間、 所定休日、 

時間外労働、 休日労働、 有害業務への 従事時間、 有害因子へのぱく 露が断続的てあ る等変 

動あ る場合はその 具体的内容、 労働密度等 

い 作業内容 

作業工程の全体、 作業方法、 使用設備機械、 取扱い原材料、 中間生産物、 副産物、 製 

月並ひにこれらの 物の有害性の 有無及び程度等 

㈲ 作業環境 

有害物の空気中の 濃度、 暑熱。 寒冷、 有害光線、 電離放射線、 異常気圧、 振動、 照度、 

騒音等 

㈹ 予防措置の状況 

設備の密閉化、 局所排気装置、 全体換気装置， 陳 じん装置等の 設置の有無、 C れるの設 

備の設置時期及び 稼動状況、 適切な保護具 ( 送気 マスク、 防 じんマスク、 防毒マスク、 空 

気 呼吸器等の呼吸用保護具・ 保護 衣 、 保護眼鏡、 保護手袋等 ) の着用状況等 

 
  

 

㈹
 

 
 

業務以外の原因 

素因、 基礎疾患、 既存疾病、 その他 ( 嗜好、 家庭歴、 身体の状況、 自覚症状等 ) 

疾病の発生状況 

災害性疾病の 場合・災害的な 出来事が発生した 状況等、 同僚等の同一疾病の 発症の有無等 
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口 調査を実施するに 当たっでは、 まず、 疾病の種類に 応じて調査項目を 確定する必要があ る。 

疾病別にいえば、 

け ) 鉛中毒、 有機 溶斉 l@ 毒等 のいわは ィヒ 学的な原因によるもの 

@ 司 頸肩腕症候群や 非災害桂の腰痛のように 作業態様等が 原因とみられるいわば 物理的な原 

因に よ るもの 

け その他 

0 3 種類が考えられる。 

このように疾病の 種類に応じて 調査項目を設定しておけば・ 調査項目の脱落を 防ぎ、 調査 

の偏りや無駄な 調査をなくす 等調査を効率的に 実施することができる。 

ハ 主な疾病については、 調査項目を設定し、 様式化したので．当該疾病に 係る調査には 原則 

として、 参考に掲げた 様式を使用ずること。 

二 前記 ハに 掲げる疾病以覚の 疾 矧 C ついて調査項目の 定型化を図るうえで 留意しなければな 

らないことは、 定型化の目的が「最小の 調査で最大の 効果」をあ げるこ主にあ るので、 調査 

項目も必要最小限にすべきであ るし、 当該労働者の 業務量・業務内容、 作業環境や症状を 把 

損 するに当たっては、 適正な調査期間を 決定する等により、 効果的な調査に 心がけること。 

(2) 調査前の準備 

調査を行 う 場合には、 次のような事項について 事前に検討し、 再調査を要するような 事態に 

ならないよう 留意する 泌 、 要があ る。 

イ 調査ポイントを 決定するに当たっては、 およそ次のような 手 @ によること。 

け ) 提出されている 資料 て 不足しているものは 何か、 リストをつくる。 

睡 ) 提出されている 貸料てさらに 確認又は裏 付けを要するものは 何か、 リストをつくる。 

い リストかできたら 調査対象を決める。 

すなね ち、 誰に対し、 い つ、 何について調査を 実施するかを 明らかにすることてあ る。 

一般的に調査対象として 考えられるのは、 請求人本人、 事業主、 同僚労働者及び 上司、 主 

治医等てあ るが、 請求人の家族ゃ 産業医等も対象となる 場合があ る。 

Ⅱ ) どんな手法 て 行うかを決める。   

す な む ち、 貸料提出によるものか、 実地調査によって 調査官自ら確認し ，復命書の形に 

しておくのか、 写真撮影をするのか、 さらには、 聴取書 れ，う 形にするのか、 等であ る。 

また、 聴取書を作成する 場合、 呼出すのか、 労働基準監督署 ( 以下「監督署」という。 ) 

から出張するのかの 問題もあ る。 

㈲ 上記の調査ポイントに 応じた計画を 策定する。 なお・計画の 進捗状況に応じ 逐次計画の 
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  見直しを行うとともに、 組織的な検討を 加えることも 重要であ る。 

口 調査のポイントを 決定するに当たっては、 およそ次のような 点 @c 留意すること。 

イ ) 脳 ・心臓疾患等については、 素因、 基礎疾患。 既存疾病等の 有無、 家族歴、 嗜好等につ 

いて把握を必要とする 場合があ り、 また当該請求事案の 内容によっては・ 災害性及 び 非災 

害性のいずれについても 調査対象となることに 留意することが 必要であ る。 

@  頸肩腕症候群等作業態様が 重視されるものにあ っては、 作業態様の調査は 、 単に、 座位 

で 手指を使用するというだけではなく、 上肢の位置、 頭部の位置を 明確にし、 写真又は図 

をもって作業状態がわかるようにすることが 必要であ る。 

パ 化学物質等による 疾病では、 特に有害物の 種類・有害物へのばく 露の程度が問題となる 

ので、 作業環境中の 有害物の濃度はもちろんであ るが・突発的あ るいは事故的ぱく 露の有 

無のほか、 特に本人が、 いっ、 どこで、 どのような状態で・どの 程度の時間、 作業をして 

いたかということを 把握することが 必要であ る。 

口業務量なり、 健康診断状況なりの 調査は、 請求人の発症双の 一定期間のものが 必要であ 

る。 入社時から 1.0 数年にわたって 調べること等が 無意味な場合もあ る。 しかし、 逆に、 

入社前の職歴、 業務内容、 健康状態までを 必要とする場合もあ ることに留意することが 必 

要 であ る。 

ハ 最近では、 認定の問題の 解決に不可欠な・ものとして、 特に、 作業環境、 労働条件の問題が 

クローズアノ ブ されており、 業務上疾病問題は、 従来にも増して、 単に労災主務課のみの 問 

題ではなく、 労働基準行政全体の 問題として把握し、 対処していかなければならない 場合が 

多い。 そのため、 都道府県労働基準局 ( 以下「地方局」という。 ) 及び監督署においては 部 

内の連携を密接にし、 資料の交換等を 行うとともに・ 調査に当たっても ，次のような 点につ 

いて協議、 協力できる体制を 整えておく必要があ ること。 

    調査項目や調査方法についての 協議・筋力 

㈹ 監督 ( 方面 ) . 安全衛生担当課で 持っている資料の 提供 

㈹ 専門官等との 合同調査の実施 

㈲腰痛、 頸肩腕症候群等のほか・ 新たな業務上疾病となるなぞれのあ る健康障害の 発生事 

業場 等に対する監督指導実施の 必要性の検討   

(3) 調査上の留意事項 

調査に当たっては、 公正性に留意して、 少なくとも調査に 疑惑をもたれることのないよう 特 

に 8F 煮 する必要があ る。 

特に次の点に 留意すること。 
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イ 調査中に関係者に 対して、 業務上外の判断に 係るような言動は、 調査の公正性を 疑われ・ 

予断をもった 調査との非難を 受けるの て 、 十分に   頃 しむこと。 

口 調査内容にもよるが、 調査の実効性を 確保するためにできる 限り相手方に 対し予め用件を 

告げ・ 日時を約束すること。 

    資料調査等に 当たっては、 事業場の事務所等を 使用することとし ， 例 えは、 事業主の自宅 

等私生活の便に 供している場所等は 好ましくないこと。 

ニ 調査時間は 、 少なくとも・ 当該事業場の 終業時文 @j を 過 きることのないよう 配慮すること。 

ホ 調査に当たって 第三者から立ち 会いたい目の 申出があ った場合には、 調査が請求人個人の 

秘密あ るいは企業の 秘密にもわたるものであ って・第三者の 立会いによって、 かえって調査 

の公正性が阻害されたり、 調査の目的が 達せられない 等の事態が考えられること 等をよく説 

明のうえ断ること。 ただし、 事業場の作業環境調査の 場合には・事業主の 了解を条件として 

労働者代表と 認められる者を 立ち合わせることは 差し支えない 0 

なお、 C の調査は労災保険法第 4 6 条、 第 4 7 条、 第 4 8 条及び第 4 9 条に根拠を有する 

ものであ って、 行政庁が、 その権 限に基づいて 行政目的を達成するために 行うものであ り、 

相手方の了承なして 第三者を立ち 会わせる法的根拠はな い ものであ る。 

(4@  関係者からの 事情聴取 

調査において、 被災労働者、 事業主、 主治医その他の 関係者から事情聴取を 必要とすること 

があ る。 この場合、 Ⅰ般に「聴取書」の 形でとりまとめられることとなる。 

業務上外の認定に 際して関係者の「聴取書」を 作成することは、 認定上不可欠のものではな 

いが、 関係者の主張を 証明資料として 残すためにはこの 方法が最適であ る。 

一般に「聴取書」を 必要とする場合としては、 次のような場合が 考えられる。 

イ 請求人から事情説明を 受ける場合 

口 事業場関係者その 他の参考人から 必要事項を聴く 場合 

ハ 事実関係の裏 付けをとる場合 

ニ 申立ての相違点について 確認する場合 

r 聴取書」の作成に 当たっては、 聴取を行う目的を 定め、 それをはずさないよう 留意しなけ 

ればならない。 そのためにも・ 予め聴取すべき 事項を整理し、 メモを作成しておくことが 望ま 

しい。 

なお、 被 聴取人が言語に 不自由な場合等聴取に 支障を来たすような 場合には、 家族その他適 

当な者を村旅人として 同席させることはやむを 得ないものであ る。 
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令 には十分な資料の 収集等を行った 上で適正な判断がなされなければならない 0 例えば、 長 

期にわたって 少量の有害因子へのぱく 露を受けた労働者に 生じた疾病、 業務以外の原因でも 

しばしば生ずるような 疾病等の場合には．単に 当該疾病に関する 医師の診断書や 臨床検査結 

昇等にとどまらず、 広い角度からの 医学的な検討が 必要となることが 多い。 

ロ 産 証 とは・診断書、 意見書・鑑定書等医師が 当該患者の症状等に 関して発行した 文書のほ 

か、 広義ではカルテやエックス 線フィルムも 含まれるが・ 認定上特に必要となる 一般的な 医 

証 には次のようなものがあ る。 

なお、 カルテやエックス 線フィルムも・これらの 付属資料として 必要な場合があ る。 

㈲ 診断書… 一 般 に臨床医が患者を 診察して症状を 判断した結果が 記述されているもの。 

㈲ 意見書       疾病の原因、 疾病の状態・ 疾病と業務との 関連性等について、 医師の判断が 

記述されているもの。 

ひ 鑑定書       (D 比 ほほ同じ。 

け その他       ㈲及び㈲の混在型や 病理組織学的所見、 剖検所見・死体検案書、 死亡診断書 

  
等があ る。 

なお、 C れるの 医 証から得られる 医学的な内容に 加えて、 事実の調査として 素因、 基礎疾 

患、 既存疾病等の 有無・家族歴、 嗜好等について 把握を必要とする 場合があ る。 ( 1 7 項参 

照 ) 

ハ 疾病のうちでも、 特に医学的に 未解明の点が 多い疾病に係る 医 証 、 診断の根拠に 具体性 又 

は 普遍性が欠ける 医証 等については、 その 医証 のみでは判断が 困難な場合が 少なくない 0 こ 
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のような場合には、 労災医員等の 意見を求め、 さらに、 必要に応じ、 別の専門の医師の 医証 

を得ることも 必要であ る。 

(2) 医 証の求め方 

ィ 事前の準備 

㈹ 医学的に明らかにしたひ 点は何かを明確にする。 

㈲ け ) の 問題点は誰に 聴くかを検討する。 

このためには、 担当者自身が 資料をよく読んで 事案の概要、 経過等を的確に 把握し、 専門 

医等の意見を 求めなければ 判断できない 事項を明らかにしておかなければならない。 

具体的には、 例えば、 緒 傷病名。 ㈲治療方法と 症状の程度、 ㈹診断の根拠 ( 検査所見及 び 

その評価 ). ㈲業務との相当因果関係、 ㈹初診時の自覚・ 他覚症状等を 明確にしたいとすれ 

ば 、 内容をよく検討した 上て主治医 て 足りるものは 主治医に、 それ以外の専門的事項につい 

ては労災医員や 必要に応じその 他の専門医に 聴き、 医 証を得ることが 必要であ る。 

また、 事案によっでは、   当該職場め有害因子・ぱく 露 条件、 健康管理の状況に 関する産業 

医の意見にも 配慮すべきであ る。 

ロ 意見書の依頼 

    何を求めるかを 明示すること。 

例えば、 業務 止 外についての 意見を求める 場合でも・単に「業務上覚について」という 

のでは業務上外の 認定そのものを 医師が行 う ような印象・を 与えることとなり 妥当な聴き方 

とはいえない 0 この場合には・ 少なくとも、 「当該症状が ，医学的にみて 鉛によるものと 

判断されるか」、 「腰痛の発症が 医学的にみて 当該業務によるものと 肯定されるか」とい 

うような聴き 方が望ましい。 また， c のような場合には 必ず当該判断の 基礎となった 医学 

的な根拠及び 判断理由にも 言及してもらうことが 必要であ る。 

㈲作業内容、 作業環境その 他の資料を提示すること。 

当該業務と疾病との 相当因果関係の 有無について 医学的な判断を 求めるためには、 当該 

労働者の作業の 内容、 量 、 姿勢、 従事期間等はもとより ，作業環境 ( 有害物の 気 中濃度・ 

温度、 通風、 照明等 ) 、 さらには症状経過、 療養経過等の 資料を提示することが 必要であ 

る。 また、 予め当該医師に 対して必要な 資料について 相談する等により、 的確な意見が 迅 

速 に求められるよう 配意すべきであ る。 

け 業務上外の判断を 求めるに当たって 専門医の理解を 得ること。 

労災医員以外の 医師に意見を 求めるに当たっては、 労災保険制度の 趣旨、 目的、 業務上 

外の認定の基本的な 考え方、 認定基準等について 予め十分理解を 得るよ う 努めることが 必 
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要 であ る。 

㈲ 時期の目安をつけておくこと。 

医師から意見書が 得られるまでには、 あ る程度の日時を 要するのはやむを 得ないが、 被 

災 労働者の迅速な 保護という観点にたって・ 当該医師に対し   忌悼 なく、 その時期について 

の目安を伝えて、 その協力を求めること。 

なお、 約束の日時が 経過した場合には、 適宜促進 方 について依頼する 必要があ る。 

㈲主治医等から 提出された意見書やエックス 紳 フィルムを監督署長が 他の医師等に 示して 

意見書を求める 場合、 請求八等から「請求人本人の 承諾なしに請求人の 身体の秘密に 関す 

ることを第三者に 知らせることはプラ                 一の侵害であ る 。 」との主張がなされること 

があ る 0 しかし、 このことは、 行政庁の保険給付に 関する処分を 行うに必要な 範囲の調査 

であ る限り、 労災保険法の 施行上の正当な 行為であ り、 行政権 限の逸脱とか 個人の秘密の 

侵害という問題にはならない。 

㈹ 医 証の評価 

業務上外の認定は、 作業環境、 作業態様、 作業従事歴、 有害因子へのぱく 露の程度等の 調査 

と被災労働者の 診断による傷病名・ 症状経過，障害の 部位及びその 程度・身体的条件等 

0 区証を総合的に 検討し．これらの 相互間の相当因果関係の 有無の判断によってなされるもの 

であ る。 

したがって、 主治医等の医 証が 、 作業環境等の 正確な認識のもとでの 的確な診断であ って 、 

かつ、 医学経験則に 即した意見の 記述がなされている 場合は 、 最も重祝されるべき 貸料となる 

が・作業環境等の 認識に正確さを 欠き、 有害性の把握が 不十分であ り・あ るいは、 業務上疾病 

としての評価が 確定していない 部位、 症状等について 単なる主観的な 意見の記述がなされてい 

る 場合や、 診断の根拠に 具体性を久 い ているような 場合には、 C の種の実証 @c 基づいて行政的 

な判断を行うことは、 個別案件の処理として 妥当でない o c のような場合には・ 公正を期する 

意味から行政における 調査結果と主治医等の 意見とを併せて 他の専門 G 等の意見を徴して 決定 

することが ノ   要であ る。 

また・複数の 医 証 において診断及 び その結論に相違が 見られる 場杏は、 単にその結論等にお 

いて同一意見の 医 証 が多い等の理由でその 意見を採用することは 適当ではなく ，あ くまで、   作 

業 環境、 作業態様、 作業従事歴・ 傷病名、 症状経過、 障害の部位及 び その程度・身体的条件等 

に基づき・医学経験則に 即してなされた 意見， 医 証を採用すべきであ る。 

(4) 主治医からの 報告等 

業務上外の認定に 当たって主治医等からのか しテ 、 エックス線フィルムその 他の資料を収集 
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する場合・主治医等からこれらの 資料の報告、 提示、 検査を秘密の 保持 ( 刑法第 134 条参照 ) 

を 理由に拒まれることがあ るが．このような 場合は．次の 方法を講ずること。 

イ 労災保険法第 4 9 条による命令等 

診療を担当した 医師、 歯科医師、 柔道整復 師 等に対し、 文書をもって 診療に関する 事項に 

ついて、 報告又は診療録、 帳 簿類その他の 物件の提示を 命することかてき・また、 これらの 

物件を検査することかてきる ( 労災保険法第 4 9 条、 労働者災害補償保険法施行規則 ( 以下 

「労災 則 」という。 ) 第 5 1 条の 2 、 第 5 3 条参照 ) という法的根拠かあ るの て 、 報告をし 

なかったり，物件の 提示や検査を 拒んた場合は、 本条の趣旨を 十分説明して 協力を求めるこ 

と。 

㈲労災保険法第 4 9 条の「提示」とは 提出とは違って．単に 見せるよう命ずることてあ る 

から、 相手方の承諾なしに 原本を持ち帰ることはてきないか・ 提示されたものをその 場 て 

書き写すことはできるものてあ る。 

ロ 労災保険法第 4 7 条の 2 による 受診命令 

前記 ィの 命令等が履行されないときは、 労災保険法第 4 7 条の 2 の規定による 受診命令の 

活用により解決されるものもあ るの て 考慮すべきてあ る。 ( 受診命令についてはⅡの 3 参照 ) 

(5) 労災医員の活用 

業務上疾病の 認定に当たっては、 医 証の正しい理解を 必要とするが、 そのためには、 労災医 

員の医学的知識に 負うところが 大きい。 

各地方局において 労災医員を選任するに 当たっては、 管内における 疾病の発生傾向に 対応し 

得るよう知識、 経験、 専門引別の構成等に 留意するとともに、 その配置、 勤務日の設定、 意見 

聴取の方法等について 効率的な運用を 図ること。 なお、 都道府県労働基準局長 ( 以下「地方局 

長 」という。 ) は 、 労災保険法第 4 8 条及 び 第 4 9 条の施行に関して 必要があ ると認めるとき 

は、 労災医員に「当該官吏」として 調査を行わせることができる。 ( 昭和 5 5 年労働省 訓 第 17 

号第 3 条第 4 項参照 ) 

(6) 地方労災医員協議会等の 活用 

疾病の業務起因性の 有無、 療養・休業の 要否 ( 就労の可否を 含む ダ ) 、 傷病等級の程度、 症 

状固定の時期、 身体障害の程度 ( 特に残存労働能力の 評価 ) 等の事案であ って 、 特に高度の医 

学的検討を要するもの、 複数の医師による 評価が望ましいもの 又はその他行政による 認定の事 

務に特に困難を 伴 う ものと認められるものについては、 地方労災医員協議会又は 地方労災医員 

協議会専門部会に 意見を求める 等、 これを活用すること。 ( 昭和 62 年 1 2 月 2.2 日付け 基発 

第 7 2 1 君 、 同日付け事務連絡第 3 3 号参照、   
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(7) 専門医の把握とその 活用 

専門医という 言葉は、 「職業性疾病等に 関する専門医等の 派遣について」 ( 昭和 4 9 年 8 月 

3 日付け 基登 第 4 0 5 号参照 ) 、 「専門医等に 対する意見書提出依頼に 関する事務取扱いにつ 

いて」 ( 昭和 3 3, 年 7 月 ] 2 日付け暴発第 4 5 4 号参照 ) 等の通達において 使用されているが・ 

C ね ちてい う 専門医の意味は、 疾病ことに対応した 適切な診断。 治療等が行える 医師を指すも 

のてあ る。 

そこで、 これらの専門の 医師を事案発生ごとに 捜していたのでは 迅速な処理が 行い難いので、 

  あ らかじめ地方局 著 において、 疾病に応じた 専門医 ( 例えば、 労災病院・大学病院、 公立病院 

等の専門の医師 ) を把握しておくこと。 これらの機関の 専門医とは日頃 から連絡を密にし、 事 

案の相談 及ぴ医 ・証の依頼等が 円滑に行えるよ う 配意しておくことが 必要であ る。 
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3, 受診命令の運用等 

Ⅲ 受診命令の目的と 性格 

行政庁は、 保険給付に関して 必要があ ると認めるときは、 保険給付を受け、 又は受けようと 

する者等に対し、 行政庁が指定する 医師の診断を 受けるべきことを 命ずることができる 0 ( 労 

災 保険法第 4 7 条の 2 ) 

労災保険において 被災労働者がその 傷病を治療する 医師を選択することは、 本人の自由な 意 

志に委ねられているところであ るが、 受診命令は、 労災保険法第 4 7 条の 2 に基づき・監督署 

長 が業務上外の 認定等を行うに 当たって、 保険給付の請求書に 添付された診断書等によっては 

その判断が困難であ ると認められる 場合に、 医学的判断資料を 得る目的で行うものであ るので・ 

監督署長は医師を 指定して行うこととなっている。 

受診命令は、 労災保険法第 4 7 条の 2 に基づき、 監督署長が職権 によって行う 行政行為であ 

り、 理論上は相手方の 申請とか承認とかを 必要とせず、 監督署長がその 職権 により行うことが 

できるものであ る。 

しかもながら、 本条の運用に 当たっては、 保険給付受給者の 立場をも考慮して 慎重を要する 

ことはいうまでもないので・ 受診を命ずるに 当たっては。 受診の趣旨をよく 被 命令者 @C 説明し、 

円滑な運用が 行われるよ う 留意することが 必要であ る。 

② 受診命令の対象となる 事案 

労災保険法第 4 7 条の 2 の規定に基づく 受診命令は、 監督署長が保険給付の 請求書に添付さ 

れた診断書、 エックス線フィルム 等の資料及び 主治医の意見のみでは 医学的判断資料が 十分で 

なく、 業務上外の認定等を 行うことが困難であ ると認めた場合等に 行うものであ る。 ( 昭和 45 

年 5 月 2 7 日付け 基登 第 4 ] 4 号参照 ) 

なお、 既存の資料のみでは 判断が困難であ るとして、 直ちに受診命令を 行うというのではな 

く 、 判断 か 困難な理由は 何か、 不足している 資料は何か，それはどのような 手段、 方法 て 整え 

ることかてきるのか 等を労災医員に 相談する等により 十分検討すべきてあ る 0 

㈹ 受診命令の運用要領 

受診命令の実施に 当たっては・その 円滑かつ適正な 運用を図るだめ。 次の要領 て 行うことと 

されている。 ( 昭和 4 5 年 5 月 2 7 日付け 基発 第 4 1 4, 号 参照 ) 

ィ 受診命令は、 当該労働者等に 対して、 受診 日 、 医師君、 受診事項その 他の所要の事項を 記 

裁 した文書をもって 行うこと。 

なお・受診を 命ずるに当たっては、 受診の趣旨をよく 説明し、 所定の期日に 指定の医師の 

診断を受けるよう 指導すること。 
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口 診断を依頼する 医師と予め診断事項、 診断 口等 所要の事項について 連絡を行い、 要すれば、 

当該労働者の 就業状況等労働条件に 関する資料を 提示する等診断の 的確化を図るように 配慮 

すること。 

なお、 診断した結果の 意見書等については、 監督署に直接提出される へ きものてあ るから、 

受診 老 等を通じて提出されることのないよう 配意すること。 

受診命令を行うに 当たっては、 被 命令者に対して 受診の趣旨を 十分説明し、 理解と協力を 得 

ることか必要てあ るか・単に「あ なたの身体のためたから」とか「正しい 認定を行うため」と 

いう抽象的な 説明てはなく、 医学的にみて 診断が必要てあ ること、 例えば、 「検査項目が 不十 

分てあ り、 専門医の再検査が 必要てあ る」等を具体的に 説明する必要かあ る 0 そのためには、 

労災医員等と 事前によく相談・ 協議して、 受診目的を明確にしておくことか 重要てあ る。 

また・最近ては・ 請求人以覚の 関係者小説明を 求めてくる場合があ る。 C の場合、 これら 関 

係 者に対して協力方を 求める c とは差し支えないか・ 本来、 受診命令は請求人個人に 係る問題 

てあ るの て 、 このことにかかる 判断を誤ることのないように 留意すへきてあ る。 

受診命令においては、 医師を指定することとなっているか、 「指定する医師」とは、 監督署 

長が 、 当該請求人に 対して診断を 受けさせる へく 特に指定した 医師てあ って、 労災 則 第 1 1 条 

の 各地方局長が 指定する病院又は 診療所の医師をいうものてはな 1@0 一般的には・ 当該疾病に 

ついて臨床経験を 有し、 かつ・所要の 設備を有すると 認められる医療機関の 医師を指定するも 

のてあ る 0 なお・再度主治医に 診断を受けさせることがふさわしい 場合もあ るの て ・指定する 

医師から主治医を 除外するものてはない。 

Ⅱ ) 受診命令を行 う 場合の留意事項 

ィ 受診命令に応じない 場合の取扱い 

医学的に十分検討しても・なお 請求人を診断することによって 貸料を得る必要があ る場合、 

請求人に対してその 趣旨を説明し、 協力を求めることとなるが・ 請求人か受診命令を 拒む場 

合があ る。 

㈲ 受診命令双に 了解か得られない 場合 

法律的には受診命令は ，本来、 請求人の事双了解を 必要としなⅡ 0 監督署長が必要と 判 

断 した場合は命令を 発することができる。 しかしながら、 事態が紛糾することがわかって 

いながら命令を 発することは、 問題の解決を 困難にするので、 拒否している 理由、 その背 

景等を的確に 把握して、 その障害の除去に 努め、 理解を得るべきであ ることはいうまでも 

ない 0 
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㈲ 受診命令を発した 後に受診 か 拒否された場合 

請求人か受診を 拒否する限り・ 正当な保険給付を 行 う ために必要な 判断資料が得られな 

いのてあ るから、 説得をしても、 なお受診命令に 応、 しず ・その事由の 解消が見込めないも 

のについては、 「業務上の事由による 疾病てあ ることを積極的に 証明する資料か 得られな 

かった」という 理由 て 保険給付を行わない ( 不支給 ) 処分をすること。 

この場合の不支給決定理由の 記載は・ 「労働基準法施行規則第 3 5 条に定める業務上の 

疾病に該当するとは 認められない。 」とすること。 

また、 不支給処分後に 受診命令に従う 場合もあ るか、 不支給処分は 相手の説得 か 前提 て 

あ り，少なくとも 1-2 回の説得ないし 督促の後不支給処分をすることとなる。 したかっ 

て、 不支給処分の 後に請求人か 受診命令に応しるといっても 処分をやりなおす 必要はなく   

審査請求があ ればこれにより 処理すること。 

日 医師選択の自由との 関係 

労災保険において 被災労働者かその 傷病を治療する 医師を選択することは、 本人の自由意 

志に委ねられていることは 前に述へたところてあ るか・業務上外の 認定に当たっても、 まず 

第一に、 請求書に添付された 療養を担当した 主治医の診断書等か 判断のための 重要な参考貸 

料となることは 当然てあ る。 しかし， C れるの診断書等によっては 監督署長の判断 か 困難て 

あ る場合、 医学経験則に 反する場合等には、 受診命令あ るいは書類による 専門医等の診断書 

又は意見書を 求めることになる。 

受診命令は、 監督署長か医学的判断貸料を 得る目的 て 当該疾病について 的確な診断のてき 

る知識経験を 有し、 かつ、 所要の設備を 有すること等を 勘案して医師、 受診事項等を 指定し 

て 行うものてあ るの て 、 医師の選択を 被命令者の意志に 委ねることはてきない。 

なお、 医師選択の自由に 関して・労働安全衛生法に 基づく健康診断等について、 事業主が 

指定した医師によることを 希望しないときは 他の医師によって 健康診断を受けてもよい ( 労 

働 安全衛生法第 66 条第 5 項参照 )c ととされており、 この規定との 関連 て ・労災保険の 場 

合にも同様の 取扱いをすべきてあ るという主張があ るが・受診命令については、 労災保険法 

に 根拠を有し，行政庁側の 認定のための 医学的資料の 入手という，目的を 達するために 行うも 

のであ り、 両者は本質的な 差異があ ることから、 この主張は入れられるべきではない n 

(5) 受診命令と診断サービスとの 関係 

受診命令は、 労災保険の請求を 行った労働者について 業務上外の認定に 必要な 医 証を得る目 

的で行われるほか、 すでに業務上疾病としての 認定を得て療養中の 労働者について、 その症状 

を把握し、 補償の対象となる 療養の範囲を 確認する目的で 行 う ものであ るが，診断サービス ( 昭 
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和 5 1 年 8 月 9 日付け 基 登第 5 7 1 号 参照、 ) においては、 これに加えて・ 発症の原因 ( 業務上 

疾病を疑われる 併存疾病があ る場合の当該併存疾病の 発症の原因を 含む 0 ) をも明らかにする 

ために行うものてあ るの て 、 両者を併せて 実施する必要もあ るところから、 王言 己 診断サ ー ヒス 

0 通達記の第 1 の ] の (4@ おいて「受診命令による 診断と併せて 行うもの」とされている。 

なお、 C のように、 受診命令と診断サ ー ヒスとを併せて 行うものについては、 診断サービス 

@C よる手続きを 省略し、 費用の負担を 含めて、 受診命令によるものと 一体化して取り 扱うこと 

となる。 ( 昭和 5 ] 年 1 1 月 1 1 日付け事務連絡第 4 6 号参照 ) 

4, 認定に伴 うリん 何等 

Ⅲ りん伺の対象となる 事案 

労災保険の保険給付に 関する事務は、 地方局長の指揮監督を 受けて、 事業場の所在地を 管轄 

する監督署長が 行うことになっているが、 行政処分の芳一性を 確保するため・ 保険給付の決定 

に当たり業務上外の 判断に困難が 予想される次のような 事案についてはりん 伺 することになっ 

ている。   

ィ 新しい疾病 

ロ 認定基準により 判断することが 難しいもの 

ハ 認定基準においてりん 伺 することとされているもの ( 例えば・電離放射線による 白血病、 

塩化ビニルによる 肝 血管肉腫等の 悪性腫瘍等 ) ( 参考、 業務上疾病の 業務起因性判断につ 

いて本省にりん 伺 すべき事案の 一覧表参照、 ) 

なお・上記については、 本省において 事案発生ごとに 広く検討を行い、 速やかに回答を 行う 

ほか、 さらに逐次認定基準等の 改定又は策定を 図ることとしている。 

(2) 上級行政庁の 判断の効果 
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資料が必要てあ る。 

㈲ 請求人の業務内容及 び その従事期間等 

例えば、 重金属中毒等のような 場合は、 有害物の取扱い 状況 ( 作業内容、 作業態様等を 

示す写真等を 含む。 ) と 一日、 月又は年当たりの 有害物のぱく 褒状況、 作業場の面積等が 

どの程度か、 また、 頸肩腕症候群等のような 場合は。 手指、 上肢、 腰部等の使用はどの 程 

度かを表わしたもの 

㈲ 作業環境の測定結果等 

例えば、 重金属中毒等のような 場合は、 有害物の 訓定 機関君、 測定年月日等を 含めた 側 

完結果と有害作業のプロセスフローノートあ るいは原材料等の 日間、 月間又は年間の 使用 

量を表わしたもの 

い 請求人の症状経過等 

当該疾病の発症双から 給付請求時点まての 間について、 いつからいつまてどんな 疾病で 

とんな治療を 行い、 その結果 冶の したかとうか ，また・それらの 期間は作業を 離れて治療 

を行っていたかどうかを 表わしたもの 

㈲ 主治医等の医記 

主治医等から 求めた請求事案に 関するカルテ、 エノクス 線 フィルム、 意見書、 必要に応 

し診断に当たっての 病理組織等、 判断上参考になるもの 

㈲ 監督署長及び 地方局長のりん 何事由並びにりん 何事案に 封 ずる意見 

㈹ その他 

上記㈹から㈲まてを 明らかにする 概要の時系列的な 一覧表並びに 当該請求人と 類似の症状 

を 有する者の有無及び 請求人の所属する 事業場の健康診断結果報告、 その他参考になるもの 

( 素因、 基礎疾患、 既存疾病等の 有無、 家族歴、 嗜好等 ) 

口 りん 伺 後の連絡調整 

りん 伺 された事案の 処理状況等について 関係者又は報道機関から 照会があ った場合には、 

その都度相互に 連携を密にし・ 地方局署及び 本省ての回答に 相違が生じないよう 留意するこ 
  

と。 

また。 りん 同 した後、 作業環境、 作業条件、 症状経過等の 新しい事実が 把握された場合、 

その 旨 至急電話等 @c より連絡するとともに、 関係書類を送付すること。 

(4) 協議・相談等 

公文書に基づく「りん 伺 」以覚に、 事案によって 協議、 相談等りん伺に 準じた取扱いを 行う 

ことにより処理する 場合があ るが、 これらの処理方法は 原則としてりん 伺に準ずること。 
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Ⅲ
 

業務上疾病に 係る相談業務と 診断サービス 等の連用 

@. 窓口相談 

監督署においては、 労働者、 事業主あ るいはその関係人からの 相談等が多いので・ 特に次の点 

に留意し、 窓口業務に当たっては、 親切・的確な 応接に心掛けること。 

Ⅲ 窓口相談の基本 

労災補償行政は、 被災労働者等の 保護を目的とするものであ ることから、 監督署における 窓 

口相談、 特に労災保険給付に 係るものについては、 一般には相談者が 保護救済を期待し、 相当 

の勇気をもって 来序する場合が 少なくなく、 その応接に当たっては 相談者の気持ちを 理解し、 

思いやりをもって 行うこと。 

(2) 応接の心構え 

イ 相談者を待たせず 気軽に用件を 尋ねる c と。 

なお、 先客があ るなど直ちに 相談を受けられない 場合には、 その 旨 説明し、 待つてもらう 

ようにする。 

ロ 相談者の話をよく 聴くこと。 

相談の内容が 労災保険給付なのか、 安全衛生の相談なのか 等を聴き・整理すること。 

ハ 相談内容に応じた 的確な対応をすること。 

労災保険給付に 係る相談については・ 内容に応じ、 労災保険の仕組み、 業務上の考え 方・ 

請求手続等をわかりやすく 説明すること。 c の場合、 事案に応じて 係長以上の役職者が 応対 

に当たる等の 措置を講じること。 

なお、 この際、 業務上外の判断など 相談者に予断をいだかせるような 言動は慎しむこと。 

相談内容が労災主務課所掌事務以覚の 事項 ( 作業環境改善を 始めとする予防問題等 ) にわ 

たる場合には ，速やかに当該事務を 担当する 課 又は係へ案内する 等の措置を講ずること。 

二 記録を残す c と。 

応接内容については、 特に必要があ ると思われる 場合は、 それを簡単に 記録しておくこと。 

2. 職業病相談室の 活用 

労災保険に関する 相談については、 基本的には上記のとおりてあ るが、 「職業病相談室」が 設 

置されている 監督署にあ っては、 職業病相談員の 有効活用により、 労災保険の保険給付事務に 係 

る 事項のほか、 労働者の健康と 福祉の増進のための 相談業務が円滑に 行われるよ う 措置すること。 
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( 昭和 5 0 年 5 月 2 2 日付け 基 登第 2 9 9 号「職業病に 関する相談業務の 推進について」参照。 

なお、 本通達においては 職業性疾病と 表現しているが、 この手引においては 便宜業務上疾病と 読 

み替えている 0 ) 

口 ) 職業病相談室の 相談事項 

相談室においては、 次の事項について、 労働者、 使用者その他関係者の 相談に応ずるものと 

する。 ただし、 その事項が労使紛争の 直接の争点となっている 場合は、 相談に応ずる 必要はな 

い ことに留意すること。 

ィ 労働者の健康障害に 関する事項 

ロ 労働者の療養に 関する事項 

    労働老の職場復帰に 関する事項 

二 業務上疾病に 係る法令の適用に 関する事項 

ホ 労働者の健康の 増進に関する 事項 

へ その他業務上疾病に 関する事項 

(2) 職業病相談室が 行う相談業務の 留意事項 

相談室における 相談は、 業務上疾病の 補償等に関する 行政サービスの 一環として行うもので 

あ るから・相談室での 取扱いに適合しないような 案件についてまで 取り扱うべきではなく、 職 

業病相談員が 行 う 相談業務と行政機関として 行わなければならない 業務との区分に 留意するこ 

と。 

3. 診断サービス 及び環境測定等 

億 )  目 的 

労災保険給付に 関する決定は、 被災労働者からの 請求に基づいて 行われるものであ るが、 労 

勘者からの窓口相談等により 保険給付の請求の 前に把握される 事案であ っても、 当該労働者の 

作業態様。 取扱い物質の 種類、 作業従事歴等からみて ，業務上疾病に 罹患している 疑いのあ る 

者に対して、 医学的な診断のサービスを 行 う とともに、 さらに必要があ れば当該労働老の 所属   

する事業場について 環境測定等を 行い、 その発症の原因を 明らか @%, すること @c よって業務上 疾 

病の予防と適正な 補償の実施、 保険給付の請求の 指導、 、 的確な療養ないしは 就業上の助言指導 

等に役立てようとするのが 本箱 l@ 度の目的であ る 0 ( 昭和 5 1 年 8 月 9 日付け 基発 第 5 7 1 号 及 

ぴ 昭和 5 1 年 1 1 月 1 1 日付け事務連絡第 46 号参照。 なお、 本通達においては 職業性疾病と 

表現しているが、 この手引においては 便宜業務上疾病と 読み替えている。 ) 
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(2) 診断サービスの 対象者 

下記 イ から ホ までに該当する 労働者 ( 労働者であ った者を含む。 ) て 、 当該労働者の 過去の 

作業従事歴・ 従事期間、 作業態様、 作業環境・取扱い 物質の種類等からみて 業務上疾病に 罹患 

している疑いがあ るものについて。 その発症の原因として 疑われる作業に 従事した事業場の 所 

在地を管轄する 監督署長か地方労災民具又は 医師であ る職業病相談員の 意見に基づき、 その 尼 、 

要を認めた者について 行 う ものであ る。 

ィ 相談室において、 業務上疾病に 係る相談を行った 労働者本人 

口 事業主の行った 健康診断の結果、 療養を要すると 判定された者以外の 者で、 本人の愁訴に 

基づき、 当該労働者本人から 受診の申 出 又は事業主若しくは 産業医から診断の 依頼があ った 

もの 

ハ 事業場の臨検監督・ 実地調査等の 際に診断の必要がうかがわれ、 又は業務上疾病 @c 係る相 

談 かあ った者 

二 現 @C 私傷病として 療養している 者で、 療養担当医から 診断の依頼があ ったもの 

ホ 、 その他必要と 認める者 

㈹ 環境測定等の 対象事業場 

環境測定等は・ 次に該当する 労働者が業務上疾病の 原因として疑われる 作業に従事した 事業 

場 で、 当該事業場の 所在地を管轄する 監督署長がその 必要を認めたものについて 行う。 ただし、 

当該労働者を 当該作業に従事させた 事業主が法令の 規定に よ る作業環境測定を 実施していない 

ときは、 まずその義務を 履行させること。 

ィ 業務上疾病に 係る労災保険給付の 請求を行った 者 て 、 請求書に添付された 医証 、 事業場 か 

ら 得た過去の健康診断記録及び 作業環境測定記録その 他の資料のみによっては、 認定か困難 

であ ることにより ，有害物のぱく 露 条件を把握する 必要があ ると認められるもの 

ロ 「職業性疾病の 疑いのあ る労働者に対する 診断サービス 実施要綱」の 2 に該当する者で・ 

同要綱による 診断と併せ 、 又はその診断結果により、 有害物へのぱく 露 条件を把握する 必要 

があ ると認められるもの 
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Ⅳ 業務連携等と 情報の交換 

]. 地方局 署 間及び地方局筆内各課の 連携   

      業務上疾病の 業務上外の認定は 当該請求事案のみに 限らず類似の 案件に波及するところが 大 

きいの て 、 通達等 て りん 伺 することとされているもの 及 び 専門医の派遣対象事案となるものの 

ほか、 次のような事案の 処理に当たっては、 原則として地方局と 協議する等地方局者問の 連携 

を緊密にすること。 

ィ 当該企業の事業場 か 監督署の管轄外にも 存在し、 それらの事業場においても 類似事案が既 

に 発生しているか、 あ るいは、 その発生が当体に 予 別 されるもの 

口 同種の事業場、 同一企業等から 集団的に多数の 請求があ ったもの 

"  新しい職業性疾病に 係る請求があ ったもの 

二 請求事案について 労働組合等から 特に強い 陳清 、 要請等があ ったもの 

ホ 、 その他認定上疑義があ り、 監督署長か特に 必要と認めたもの 

(2) 地方局は・双記のような 事案について 協議を受けた 場合には、 その認定事務処理の 要領を具 

体的に決定し、 当該監督署長と 打合せの うえ 、 これを推進すること。 

は ) 業務 止 疾病については 労災保険給付の 問題のみならず、 その予防又は 労働者の健康管理等 労 

働 基準行政全般に 係るものが多いの て 、 労災主務課のみならず 地方局にあ っては、 業務 止 疾病 

について問題が 生した場合における 地方局内各課の 連絡及 び 各課における 事務処理等を 予め定 

めておく必要かあ る。 

また、 監督署にあ っては、 特に通常の業務処理に 当たって・次の 点の連携を図ることに 留意 

すること。 

イ 労災請求事案について 監督、 労働衛生担当者への 通報 

口 業務上疾病に 係る災害調査復命書の 労災担当者への 回付 

ハ 労働者死傷病報告について 労災担当者への 通報 

二 特殊健診結果報告について 労災担当者への 通報 

ホ 申告事案その 他について関係担当者間の 相互通報， 

  

2. 外部諸機関との 連携 

(1) 業務上疾病の 業務上外の認定にあ っては・労災医員はもちろんのこと・ 業務上疾病に 関する専 

門医等の協力を 得る C とが必要となるので・ 地方局はこれら 専門医等と十分連携をとり、 意見 
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書の求め方等について 具体的に決定すること。 

(2) 事業場の産業医又は 衛生管理担当者等との 連携を図り、 事業場における 労働者の疾病発生状 

況、 健康診断結果あ るいは出勤状況等労働者の 健康管理に関する 概要、 さらには、 有害物質の 

使用状況、 作業環境等についての 情報を得るよ う 留意すること。 

(3) 管内の保健所 及ひ 主要な医療機関あ るいは健診機関において、 業務上疾病が 疑われる患者を 

取り扱ったとき、 又は業務上疾病についての 情報等を入手したときは、 速やかに通報が 受けら 

れるよう協力を 依頼しておくこと。 

また、 労働衛生モニターからの 報告又は情報入手についても 十分配意しておくこと。 

(4) 地方公共団体の 公害関係主務課・ 保健衛生主務課等とは 常に連絡をとり、 地域住民の健康状 

況 又は環境状況等について 把握しておくこと。 

(5) 地方公共団体、 職業安定機関、 職業訓練機関等との 連携により被災労働者の 社会復帰に努め 

ること。 

3. 陳情等の取扱い 

(1) 陳情の意義と 性格等 

関係者が労働条件等の 実態を直接行政機関に 対して訴え、 要望を行いたりという 陳情の申入 

れについては、 行政の円滑な 運営と施行に 貸するためにもできるだけそれに 応ずるよ う に努め 

るべきものであ るが、 必ず応じなければならないという 法律的義務を 負うものではない。 

この場合、 憲法第 l R 条 ては、 「平穏に請願する」ことか 保障されているか、 陳情にあ って 

もこのことは 同様と考えるへきてあ る。 

なお、 憲法第 @2, 8 条及 び 労働組合法 て 保障されている 団体交渉権 は、 労使関係の存在する 当 

尊者間において 機能するものてあ り、 陳情者と何ら 労使関係を有しない 労働基準行政機関の 場 

合、 団体交渉権 の問題は生しないものてあ り、 い かなる場合てあ っても 陳清等か 交渉や取 ョ ほ 

の場となることは 厳に避けること。 

(2) 陳情等の応対の 基本 

イ 陳清 等の受付窓口は、 地方局にあ っては庶務課、 監督署にあ ってば業務課又は 第一課とす 

6 等特定しておくこと。 

口 陳情等を受けるに 当たっては、 できるだけ予備折衝を 経るようにすること 0 この予備折衝 

では陳情日時、 陳情場所、 陳情事項、 陳 ，ぼ人員、 陳情時間、 陳情の責任者 及ぴ 秩序の維持等 

を 明確にすること。 

ハ 陳情等を受ける 際には、 地方局にあ っては地方局長・ 監督署にあ っては監督署長を 中心に． 
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関係者によって・ 陳情等に係る 事案の内容、 対処方針等について 十分な事前準備を 行うこと。 

なお、 特に問題化するおそれが 予想される事案については、 監督署は地方局へ 事削 c 連絡 

するとともに 必要な指示を 受けること。 また、 地方局は必要に 応じ監督署に 対する応援措置 

を 講ずること。 

二 棟 清等は 、 通常の勤務時間内において 応ずること。 特に予定された 時間を大きく 上回るよ 

うな事態か生しないよう 事前に責任者に 確認しておくこと。 

ホ 、 陳情等の応対は 単独の応対を 絶対に避けることとし、 相手方の人数、 陳情内容等に 対応し 

十分な人数の 職員が立ち会い、 責任老を明確にしておくこと。 

へ 応対に当たっては．責任あ る発言に努め、 集団の威力に 押されて不用意な 発言や行政上適 

当でない回答をしないよう 特に 庄煮 すること。 

ト 相手方から回答を 文書で求められた 場合については、 行政機関としては 原則として文書に 

よる回答は要しないものてあ ること。 

チ 業務上疾病 @C 係る個別の請求案件に 対する陳情等については、 個人の秘密に 関連する事項 

についての議論は 避けるよう配意すること。 

㈹ 陳情等に当たっての 留意事項 

イ 予備折衝の担当者は ，地方局にあ っては陳情事項を 所管する課長補佐、 監察官等、 監督署 

にあ っては課長、 方面主任監督官及び 係長以上の職務にあ る者から指名すること。 

口 陳情等の際には、 陳情等の応対に 直接関係しない 職員の執務又は 一般の外来者の 用務を妨 

げることのないよう 応対場所等について 配意し 、 特に・庁舎に 立ち入る陳情者数又は 庁舎内 

における行動について 考慮しておくこと。 

ハ 応対の責任者は・ 事案の内容に 応じ、 課長又は担当の 役職者がこれに 当たること。 

また、 同席者は応答内容を 記録しておくこと。 

ニ 応対時の回答を 2 人以上で分担して 行 う 場合は、 責任者を中心に 発言することとし・ 相互 

の発言に食違いか 生じないよう 留意すること。 

ホ 、 陳情等 か 紛糾した場合等の 処理方針についても 予め定めておくこと。 

へ 業務上疾病の 認定に係る 陳清 等には・当該患者等が 参加する場合が 多いの て 、 それらの者 

の 陳情中における 健康保持について 陳情者側に、 事前，に十分配慮方を 求めること。 

4, 情報等に関連する 事務処理 

@1) 情報の処理 

現在、 業務上疾病については、 社会的関心も 強く 、 直ちに社会問題化する 傾向にあ り・これ 
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ら 問題発生についての 早い時期ての 的確な情報の 把握が必要であ る。 

そのためには、 各種業務上疾病、 特に問題化が 予測される疾病 ( 例えば、 脳 ・心臓疾患、 保 

育所の保母等の 頸肩腕症候群、 フォークリフト 運転従事者・ 一入親方の大エ 等の腰痛・林業 労 

勘者等の振動障害、 公害と関連する 疾病 笘 ) について当該地域てどのような 問題が起こってい 

るか、 また・今後起こることか 予想されるか 等について留意すること。 

清 報を把握するためには、 新聞・テレ ヒ 等のマスコミによる 関係報道、 労働組合の取組み、 

職業病患者会や 地域住民の動き 等に配意しておくこと。 また、 個片廣業場 に対する監督指導、 

保険料真諦時等の 機会をとらえ、 情報の収集に 心掛けること。 

(2) 情報の速報 

労災保険の情報の 速報の取扱いは、 昭和 5 0 年 ] 2 月 ] 2 日付け英発第 7 2 9 号「職業性疾 

病の補償等に 関する 清 報の収集及び 処理について」により 適正に行 う こと。 

(3) 事前調査 

事前調査は、 給付決定の迅速な 処理に備えるという 意味から必要な 場合があ る。 しかし、 給 

付請求書の受理以双における 調査については・ 発生事案によっても 異なるが特に 慎重を要する 

場合 か 多い。 

したがって、 調査に当たっては、 問題の出所、 所在等を勘案し、 地方局及 び 監督署の担当者 

で十分検討し、 その要領を明らかにした ぅえ 実施すること。 また、 場合によっては 作業環境 

( 安全衛生課と 連携 ) や被災労働者、 事業場、 主治医への調査も 必要てあ るが・その調査に 当 

たっては無用なトラブルを 避け、 いたずらに問題を 紛糾させることのないように 留意すること。 

(4) 請求書提出についての 指導 

事前調査により 問題発生が具体的に 認められる場合において、 給付請求書が 提出されていな 

い場合には、 必要と思われる 関係者へ給付請求書の 提出等労災保険制度の 趣旨を説明する c と。 

なお、 この場合において、 業務上外の判断は 給付 決 定の際に所轄の 監督署長が行 う ものであ 

ることを説明し、 事前に業務上外を 予測するような 意見等の発言を 避け、 保険給付を受けるた 

めの手続、 給付の内容等に 限ること。 
  

(5) 照会等に対する 応対 

現在、 全国的に問題となっているような 疾病、 公害と関連する 疾病、 新しい化学物質等有害 

初 による疾病等については 被災労働者からの 給付請求が行われる 以前てあ っても、 外部から地 

方局又は監督署への 照会が行われることがあ るか、 その場合には、 次の点に留意して 慎重に応 

対すること。 
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ィ 応対者の限定 

外部からの照会については・その 照会者の種類に 応じ、 予め応対者 ( 例えば、 地方局にあ 

っては主務課長、 課長補佐、 監察官・認定調査官等、 監督署にあ っては監督署長，主務課長 

等 ) を定めておき、 他の職員が個々に 応対することのないよう 留意すること。 

ロ 応対内容の検討 

事案の内容によっては 発生した疾病について 疾病発生の問題点．今後の 対策、 背景等 

について予め 部内において 検討し、 応対方法・回答内容等について 事前に意見を 調整し 、 応 

対 者によって説明等が 異なることのないよう 留意すること。 

なお、 照会があ った場合には・ 必要に応じその 概要を記録するとともに、 関係職員へ連絡 

しておくこと。 
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V
 給付請求書の 処理 

保険給付請求書の 処理については、 別に定める労災保険給付事務取扱手引に 示すところによるほ 

か、 業務上疾病に 関するものについては、 特に次の事項に 留意する必要があ る。 

]. 請求書の受付 

は ) 請求書が持参された 場合 

被災労働者又は 事業場の係員等が 請求書を持参じたときは、 その場で請求書の 形式的審査を 

7 うい 、 記載内容等に 不備がなり限り 請求書を受理すること。 この場合・災害発生の 状況， 

疾病の発生状況等について・ 補足的に説明を 求めることは 差し支えないが、 業務上 外 又は業 

務上疾病の当否の 判断等については、 実質的な審査をまって 判断されるものであ るから、 軽々 

に 発言しないよう 留意すべきであ り、 また、 業務 外 あ るいは業務上疾病に 該当しないことが 明 

らかな場合であ っても、 請求書は受理する 必要があ る p   

請求書等に不備な 点があ り、 その場で補正ができずに 再提出を求める 場合は、 補正個所を的 

確に指示する 必要があ る。 疾病の発生経過が 明確でない事例については、 請求書の「災害の 原 

因及び発生状況」欄の 記述が不十分なものが 多いと思料されるが・これらについてはいずれ 実 

地調査又は聴取書等により 補足していく 必要があ るものであ るから、 業務上疾病の 当否の判断 

に必要な最小限度の 事実を記述すれば 足るものとし・ 被災労働者等に 予め必要以上の 資料を要 

求 する等いたずらに 請求書提出の 遅延を招くようなことにならないよう 注意すべきであ る。 

は ) 事業主証明のない 場合 

事業主が証明を 拒む等特殊 事清 があ り、 やむを得ないと ， 禄科 される場合は 証明がなくても 受 

理するものとし、 実地調査等により 事業主が所要の 証明を行わない 事情等を明らかにしておく 

こと。 

なお、 事業主に対しては、 「請求書の事業主証明というのは、 事実の証明であ って、 業務上 

であ ることの証明ではない」ということを 十分説明すれ ば 多くは納得が 得られるものと 考えら 

れる。 また、 必要に応じ、 事業主の意見手出制度により 事業主の意見書を 監督署長あ て提出で 

き る と を説明すること。 それでもなお、 証明を拒む場合には．事業主証明がなくても 請求書 

を 受理し、 請求手続段階で 無用な摩擦が 生じないように 配慮すべきであ る。 

さらに、 説明会等で事業主証明の 意味について 説明するとともに・ 一定の要件 た 該当する建 

設事業におけるじん 肺症、 林業及び建設事業における 振動障害並びに 港湾貨物取扱事業、 沿岸 
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荷役業及び船内荷役 業 における日雇労働者の 非災害性腰痛については、 その給付額をメリノ ト 

料率 算定の際の収支率の 算定基礎から 除外していること 等も必要に応じ 説明すること 0 ,0 ( 昭和 

5 5 年 1 2 月 5 日付け尭舜 徴 第 6 8 号・暴発第 6 7 4 号参照 ) 

2. 給付の種類ごとの 留意点等 

(1) 療養の給付請求書 

ィ 被災労働者から 指定病院等の 診療がなされる 前に療養の給付請求書 ( 告示様式第 5 号 ) の 

みが提出される 事例が特に業務 止 疾病に係るものについて 見受けられる ( 「認定申請書」的 

な意味で、 指定病院等を 経由せずに提出される 場合があ る。 ) 。 療養の給付請求書は、 これ 

を指定病院等へ 提出し・診断・ 治療を受けた 後・当該指定病院等を 経由して ( 初回目の診療 

費 請求書に添付 ) 監督署長に提出することとされている。 前記のような 事例の場合には、 診 

療の事実のな い ことから、 業務 止外 はもとより・ 療養の必要の 有無等についても 判断できな 

いものであ るから、 まず・療養の 給付請求書を 指定病院等へ 提出し、 診断、 ァき 療を受けるよう 

指導する c と。 

また、 指定病院等の 診療を受けた 場合でも、 指定病院等を 経由せずに．療養の 給付請求書 

が 提出される事例も 見受けられるが、 療養の給付請求書は 労災 則 第 1 2 条 @c おいて指定病院 

等を経由して 提出しなけれ ば ならないこととされているので・このような 場合にも、 療養の 

給付請求書を 指定病院等を 経由して監督署長に 提出させること。 

ロ 指定病院等から 当該労働者の 初回目の診療費請求において、 診療費請求書のみで、 療養の 

給付請求書の 添付がないものが 提出された場合は・たとえ 別途休業補償給付支給請求書が 提 

さ 出 れていたとしても、 当該労働者からの 療養の給付の 請求があ って初めて診療行為が 行わ 

れるべきものであ るから、 C のような診療費請求書については、 指定病院等に 不備返戻する 

こと。 

(2) 休業補償給付支給請求書 

休業補償給付支給請求書については・ 賃金が支払われているか 否かにかかわらず、 原則とし 

  て受理の うえ 処理しなければならない。 

(3) 決定の遅延が 見込まれる場合の 取扱い 

イ 処理経過の記録 

保険給付に係るトラブルの 原因の多くが、 決定の遅延によるものであ る。 労災保険の目的 

はいうまでもなく 被災労働者の 迅速・公正な 保護にあ るが、 発生件数の増加、 認定困難な事 

案の増加等から 決定までに相当日数のかかる 事案が多くなってきている。 しかし、 単に件数 
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が 多いとか、 事案が複雑だからというのは、 部内の体制に 係る問題であ って・請求人を 納得 

させ得ない。 したがって、 請求書を受理した 場合、 まず、 当該事案の問題点を 整理し、 どの 

ような資料、 医証を整えるかを 検討したうえで、 早急に着手することが 必要であ る。 

請求書を受理した 場合、 その支給決定までに 相当の期間を 要すると見込まれる 事案につい 

ての理由を求められた 場合には、 その説明ができるようにしておくことが 老 、 要であ る。 

また、 例えば、 医 証の提出を求めている 場合、 それが提出されるまで 放置するというので 

はなく、 適宜督促をし・その 事跡を明らかにしておくこと。 

ロ 請求人に対する 通知 

請求書について、 1 力 月を経過しても 処理できない 事案については、 請求人等にその 理由 

等を適宜通知するものとすること。 

一 4 0 一 



Ⅵ 給付決定の事務処理   

). 行政処分の性格 

Ⅱ ) 行政処分とは・ 一般的には、 法律に基づいて 行政庁が法入又は 自然人に対し 具体的な法律効 

果を発生させる 行為をいい、 行政庁が行 う 私法上の行為 a 例えば、 国有財産の払下げ、 物品の 

購入等がこれに 当たる。 ) 、 行政庁のあ っ 旋 ，勧告・指導として 行う行為はもちろんのこど、 行 

政庁の内部における 意思決定があ っただけで外部に 表示されるに 至らないものは 行政処分とは 

いえない。 

(2) 労災保険法の 規定による各種保険給付請求に 基づく当該保険給付の 支給，不支給の 決定は、 

行政処分に該当する。 

各種保険給付請求に 基づく決定とは、 保険給付をするか 否かの処分をいい、 例えば、 「障害 

補償給付①①円を 支給する。 」とか、 「 0 年 0 月 0 日から 0 年 0 月 0 日 まての休業補償給付は 

支給しない。 」というような、 受給権 者の権 利 @% 直接かつ具体的な 法律効果を及ぼす 処分をさ 

す 。 

業務上科、 傷病の冶 ゆ日 、 再発 及ひ 障害等級の認定等は、 保険給付をするか 否かの処分の 前 

提となる要件事実の 判断にすぎないのてあ るから、 これらは行政処分とはいえない。 

また、 労災保険法第 2 3 条に定める労働福祉事業の 一環として行われる 各種給付等に 係る決 

定は 、 保険給付に関する 処分てはなく、 また、 行政不服審査法による 審査請求の対象とはなら 

な い 0 

2. 給付決定の桶 知 

行政処分は、 事実上その 意巴が 外部に表明されれ ば 、 形式上効力を 生ずると解されている。 

労災保険においては、 労災 則 第 1 9 条に「所轄労働基準監督署長は、 保険給付に関する 処分を 

行なったときは、 遅滞なく、 文書 て 、 その内容を請求人、 申請人又は受給権 老若しくは受給権 者 

てあ った者に通知しなけれはならない 0 」と規定している。 

支給決定、 支払 央 議の決裁を終了したものについては 請求人に支給又は 不支給の通知を 行うこ 

ととなるか、 その具体的な 事務は、 Bi に定める労災保険給付事務取扱手引に 基づき処理すること。 
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3. 不支給決定理由の 通知と説明 

Ⅲ 決定理由の記載 

ィ 保険給付の不支給処分は 前記 2 のように・必ず 文書によりその 内容の通知を 要するもので 

あ るが、 当該通知に関し「処分の 内容」とはいかなる 範囲のものかという 問題があ る 0. 

保険給付の処分とは、 支給するか否かを 主 内容とするものであ るから、 労災 則第 1 9 条の 

「処分内容」とは・ 保険給付をするか 否か、 また・給付する 場合はその額を 指すものであ っ 

て、 当然には処分の 理由を含むものではないと 解される。 

以上のように・ 法令上は・労災保険の 不支給決定通知には 処分の理由を 含まないものであ 

るが、 事実上の間頭として 行政庁が請求人にとって 不利益な処分を 行う場合、 別に不服甲立 

制度を設けていること 及び労働者の 権 利の公正な保護という 労災保険制度の 目的からして・ 

かかる場合について 単に処分の通知のみをもって 終りとすることは 望ましくない 場合かあ る 

の て 、 処分の理由についても 可能な範囲 て 記載することとしているものてあ る。 ( 昭和 6 3 

年 1 0 月 1 9 日付け 基 登第 6 7 9 号参照 ) 

ロ 処分の理由の 記載に当たっては・ 次の点に留意しなければならない 0 

け ) 業務上外の判断との 関連 

業務上外の認定に 当たっては、 単に請求人主張の 疾病名にこだわることなく、 当該労働 

者の業務、 作業環境、 取扱物質等から 発症するおそれがあ ると思われる 疾病についても 判 

断したうえ決定すべきものであ る 0 したがって、 理由の記載に 当たっては、 「労働基準法 

施行規則別表第 1 の 2 第 0 君 0 に該当する疾病とは 認められない。 」という記載は 妥当で 

はなく・例えば． 「労働基準法施行規則第 3 5 条に定める業務上疾病に 該当するとは 認め 

られない。 」等と記載すること ( この場合、 当該症状が何であ るかの記載は 必要としない 

ものであ る 0 )0 

%) 休業補償給付との 関連 

休業補償給付については、 当該請求人が 業務上疾病の 療養のため労働することができ せ 

いために賃金を 受けない日の 第 4 日目から支給することとされている。 ( 労災保険法第 14 

条第 ) 項 ) 
    

この場合、 例えば、 休業開始後の 3 日間のみの請求あ るいは事業主から 賃金が支払われ 

ている場合の 請求のごとく、 前述の支給要件を 具備しない請求があ るが、 このような場合 

においては、 その根拠条文の 選択を誤らないように 注意しなければならない。 

すな む ち、 待期 期間 3 日間のみを請求内容としている 場合は、 労災保険法第 1 4 条 第 1 

項 であ るが、 事業主から賃金が 支給されている 場合又は業務災害によらない 休業の場合に 
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(2) 

ついては、 同法第 2 2 条の 8 第 2 項であ る。 このことは・ 同法第 1 4 条 第 1 項は「休業す 

5 日」の第 4 日目から支給するというだけにすぎず・ 賃金が支給されている 場合又は業務 

災害によらない 休業の場合は、 もともと同法第 1 2 条の 8 第 2 項の要件たる 労基法第 7 6 

条の災害補償の 事由が生じた 場合に該当せず、 このような場合に 労災保険法第 ] 4 条を根 

拠 条文とすることは 適切ではないからであ る。 

なお、 待用 期間中あ るいは賃金が 支給されている 場合等休業補償給付 め 支給要件を欠く 

請求については、 業務上外の判断をすることなく、 直ちにそれらの 理由のみで処分を 行っ 

てよいか否かが 問題となる。 

業務上付認定の 性格は・保険給付をするか 否かの処分の 前提となる要件事実の 判断にす 

ぎないことは 既に述べた ( 4 J 頁 参照 )n この要件事実は、 保険給付の種類ごとに 異なる 

が 、 一般的には労災保険の 適用事業か否か、 労働者であ るか否か、 業務上疾病であ るか 否 

か ，当該疾病に 係る療養の事実があ るか否か、 その療養のために 休業を要するか 否か等で 

あ る。 C れらの要件の 一 つが 欠けても労災保険の 支給決定はできず、 不支給の決定が 行わ 

れることとなる。 

したがって、 前例の休業補償給付の 場合・ 待用 期間 3 日間のみの場合又は 賃金が支払わ 

れている場合のごとく 要件の一つが 欠けていることが 明白な場合は ，その他の要件の 判断 

を 行うまでもなく 不支給となる。 

しかしながら、 労災保険への 請求は、 請求人が「業務上疾病」であ ると考えて請求に 及 

ぶのであ って、 このような場合、 単に「 待期 期間中であ るから」又は「賃金が 支払われて 

いるから」との 理由しか記載しないときは、 労災保険法第 1 2 条の 8 又は第 ] 4 条の文言 

からして「業務上疾病と 認めた ぅ えでの不支給処分」との 誤解を請求人に 抱かしめること 

となるから、 このような場合には、 例えば、 「請求に係る 期間については、 事業主から 賃 

金 が支払われているので．他の 要件について 判断するまでもなく 支給できない。 」と記載 

する等に ょ り、 上述のような 誤解を与えないようにすること。 

このような、 具体的に請求すべき 権 利のない休業補償給付の 請求があ った場合で、 請求 
  

人 が業務上外の 判断を求めているときは・ 療養補償給付の 請求等労災保険法に 基づく請求 

権 の存在するものについて 請求を行 う よう指導すること。 

㈲ 通 前、 休業には療養を 伴っており・ 療養補償給付 ( 様式第 5 号又は第 7 号 ) の請求は 

可 台目であ る。 

決定理由の説明 

不支給処分は、 文書で請求人に 通知するものであ るが、 労災 則第 1 9 条は、 口頭に よ る説明 
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を否定するものではなく・ 請求人から口頭説明を 求められた場合は 必要に応じ、 法律上の根拠 

及びその解釈並びに 医学的判断理由等必要な 範囲の説明を 行い、 請求人が当該処分理由を 理解 

し得るよう努めることか 肝要であ る。 

また、 請求人以覚の 第三者から口頭説明を 求められた場合については、 請求人個人の 秘密に 

触れることもあ るため、 請求人以覚には 説明しないことになっている 旨を説明し、 理解を求め 

る よう にすること。 

なお、 事業主から説明を 求められた場合には・ 同種の災害防止や 被災労働者の 職場復帰の円 

滑化 等の意味から、 被災労働者自身に 関する守秘すべき 事項を除き、 必要な限度の 説明を行 う 

c と。 
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Ⅵ
 

補償に付随する 諸問題 

]. 事業主に対する 指導等 

㈲ 法律関係 

監督署長か、 業務上疾病と 認定し、 所要の保険給付を 行ったにもかかわらず、 事業主 か 業務 

上 疾病と認めない 場合が生しうる。 かかる場合、 そのことにより 労災保険法の 施行に支障 

を来たすことはないか、 次に掲げる諸点につき 問題となる可能性があ る。 

  休業初日から 3 日間の待 期 期間中に係る 休業補償 及ひ 解雇制限に関する 労基法土の規定と 

の 関係における 問題 

ロ 当該事業場固有の 諸制度、 例えば、 上積み補償制度、 見舞金制度その 他の優遇制度等との 

関係における 問題 

これらの問題についての 法律関係は 、 次のとおりてあ る。 

すなわち，。 上記 40 労基法の規定との 関係における 問題については・ 労働者の申告権 及び 労 

働 基準監督官の 監督権 の行使等により、 法違反を是正させ、 又は労基法第 8 5 条及び第 8 6 条 

の 規定による審査及 び 仲裁により問題の 解決を図ることとなる。 

なお・ 時 期期間中の休業補償を 支払わない場合については・ 労基法第 8 5 条 及ひ 第 8 6 条の 

規定による審査 及ひ 仲裁の申立てを 行 う ことがてきるが、 この場合・療養補償給付請求書を 提 

出させた ぅ えて。 その業務上外を 判断する よう 指導し、 問題の解決を 図ること。 

次に・上記すの 当該事業場固有の 諸制度との関係における 問題については、 個別事業場の 労 

使 間における問題てあ るところから・ 自主的解決 か 図られるべく 行政指導を行う 以外には、 労 

働 基準監督機関が 介入すべき余地はない。 

労基法第 2 条の規定は、 労働条件の決定及 び これに伴う 両 当事者の義務に 関する一般的原則 

を 宣言する訓示的規定たるにとどまり、 労働基準監督機関は 、 C の一般的原則を 具体的に適用 

すべき責務を 負わされた機関てはな い のであ るから、 労基法第 2 条の規定に係る 紛争について 
  

は ・ C れを当事者間の 交渉により、 又はあ っ 旋 、 調停、 仲裁等の紛争処理機関その 他民事裁判 

所 等において処理されるよう 取り扱うこととなっている ， ( 昭和 2 3 年 7 月 1 3 日付け 基発 第 

1 0 1 6 号参照 ) が、 労働者保護の 見地から・紛争の 早期解決を図るため 事業主に対する 行政 

指導を行 う ことが望ましいと 判断される場合には、 下記 2@ より指導を行うこと。 

@2) 指導方法等 

監督署長が業務上疾病と 認定したにもかかわらず・ 事業主が認めない 場合の取扱いについて 
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は 、 前記 1@ おいて述べたとおり、 法律に基づき 所要の措置を 講じ得る場合と・ 単なる行政指 

導によらざるを 得ない場合とがあ るが、 後者の場合については、 次の諸点に留意すること。 

イ 労使間の紛争には、 積極的に介入すべきてはないこと。 

口 紛争の早期解決を 図るため行政指導を 行うことが望ましいと 判断される場合は、 労使間の 

争点を明らかにしたうえ、 労災保険法、 労基 広等 の諸規定 及ひ それらに基づく 命令等の内容 

に関する説明等にととめ、 それ以外の内容の 争点については、 介入すへきてはないこと。 

"  公務員の秘密を 守る義務規定 ( 国家公務員法第 1 0 0 条 ) 、 労働基準監督官の 秘密保持義 

務規定 ( 労基法第 1 0 5 条 ) 等の諸規定との 関連もあ るの て 、 労働組合及びその 上部団体、 

患者の団体等当事者以覚の 者に対しては、 個別事案の内容についての 発言を慎しむこと。 

二 事業主に対し・ 業務上疾病についての 一般的な業務上外の 認定基準 及ひ 個別事案に係る 監 

督署長の判断基準等について、 納得するよう 指導すること。 

十 労災保険法及び 労基法の災害補償に 関する規定の 目的及び当該事業場固有の 諸制度の趣旨 

等についても、 事業主に再認識を 促し、 労働者保護に 欠けることのないよう 指導すること。 

へ 行政指導は、 相手方の任意の 協力を得て 、 望ましい方向に 誘導するための 非権 力的、 任意 

的手段てあ るところから ，おのずからその 限界を有するものてあ るの て 、 威圧的態度 て 臨む 

等 相手方に無用の 誤解を生ぜしめるような 態度は厳に慎しむ c と。 

2, 長期療養者の 症状把握 

業務 止 疾病については、 相当長期にわたって 療養を必要とする 事例 か 多いが、 保険給付の適正 

な運用を図るためには 被災労働者個々の 症状を的確に 把握しておく 必要があ ることから計画的 

に症状調査を 実施するものとする。 

また、 長期療養老が 療養開始後 1 年 6 カ月を経過した 場合の傷病補償年金への 移行に当たって 

は、 傷病の状態等に 関する届出又はその 後の傷病の状態等に 関する報告によって 判断することと 

なっているの て ・これにより 症状の把握を 行うとともに 必要に応じ補足調査を 行 う こと。 

なお、 症状調査の方法等の 詳細は労災保険給付事務取扱手引によること。 ( 昭和 5 9 年 8 月 3 

日付け 基 登第 3 9 1 号、 昭和 6 1 年 7 月 1 0 日付け 基発 第 4 1 2 号、 昭和 6 1 年 1 1 月 2 8 日付 

け 基発 第 6 2 9 号、 昭和 6 3 年 8 月 3 1 日付け 基 登第 5 6 5 号、 平成 2 年 1 0 月 2 9 日付け 基発 

第 6 6 4 号参照、 ) 
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3. 治 ゆと再発 

@1@  「治 め 」とは 

労災保険における「 治ゆ 」とは、 負傷にあ っては創面がゆ 着したとき、 また、 疾病にあ って 

は 急性症状が消退 レ 慢性症状は持続しても 医療効果を期待し 得ない状態となったとき 等であ っ 

て 、 症状が安定し・ 疾病が固定した 状態にあ るものをいうのであ って、 治療の必要がなくなっ 

たものであ る。 

(2@  「再発」とは 

業務上の負傷又は 疾病が一旦「 治ゆ 」の状態になったが、 その後再び同一の 傷病が何らかの 

原因により発症したことをいうが、 この場合において、 当初の負傷又は 疾病と当該症状の 発現 

との間に医学的にみて 相当因果関係が 認められ、 かつ、 発現の原因が 業務災害に帰責せられる 

相当の理由のあ る場合は補償の 対象となり・ 当初の疾病の 継続として取り 扱われる。 

4. 療養補償給付の 範囲 

Ⅲ 政府が 尼 、 要と認めるもの 

労災保険にないて 給付される療養補償給付の 範囲については・ 労災保険法第 1 3 条に 、 ィ 

診察、 口 薬剤又は治療材料の 支給、 ハ 処置、 手術その他の 治療、 ニ 病院又は診療所への 

収容、 ホ 看護、 へ 移送であ って．「政府が 必要と認めるもの」が 掲げられ、 具体的な範囲 

ほ ついては、 労災保険法上明らかにされていない。 

しかしながら・ 労基法において 労基 則 第 3 6 条に「療養上相当と 認められるものとする。 」 

と 定められていることの 均衡から、 「政府が必要と 認めるもの」の 範囲は、 業務上の傷病につ 

いて「療養上相当と 認められるもの」の 範囲に限られると 解される 0 さらに、 具体的には、 個 

個の傷病について 身体機能の回復に 必要な療養であ るかどうかによって 判断され、 療養の効果 

が 医学上一般的に 認められるものでなければならない。 

したがって、 実験段階又は 研究的過程にあ るような治療手段は、 療養補償給付の 範囲には 含 

まれない。 
  

      私傷病 ( 基礎疾患又は 既存疾病 ) に対する治療   

基礎疾患、 既存疾病等の いわ める私傷病を 有している者に 対する治療費の 支給については ， 

次によること。 

ィ 業務上の傷病の 発症部位及 び 傷病の性質と 密接な関連があ る私傷病で、 その治療も併せ 行 

わなければ業務上疾病の 治療効果が期待できないと 医学的に認められる 場合には、 当該私傷 

病の治療に要した 治療費 は ついても、 業務上疾病に 係る治療費に 含めて保険給付の 対象とす 
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ること。 

なお、 この場合においても・ 治療期間、 治 療範囲等については、 当該業務 止 疾病の治療上 

必要な限度にととめられるべきであ る c とはい う までもない。 

口 私傷病を有していた 者が・明らかに 業務が原因となって 当該私傷病を 著明に増悪させたと 認めう 

る 医 櫛田長 拠 かあ る場合には・その 増悪させた部分について 増悪前の状態に 回復するまて ( 増悪前 

の状態に至らず 症状か固定した 場合は症状固定の 時 ) まての間の当該私傷病に 係る治療費に 

ついては、 保険給付の対象とされるものてあ ること。 したかって、 原状回復後の 当該私傷病 

に 対する治療については、 保険給付の対象とならないものてあ る。 ( 昭和 2,8 年 1 1 月 1 4 

日付け 基収 第 5 2 9 4 号・昭和 5 1 年 ] 0 月 l f 日付け 基 登第 7 5 0 号 参照 ) 

(3) はり・きゅう、 あ んま・マノサ ー / 施術 

頭 頸部外傷症候群 ( いわゆる「むちうち 症 」 フ 、 頸肩腕症候群友 ひ 振動障害のような 神経系 

の 症状を有する 労働者のなかに・はり・きゅう 師の施術を受ける 者がみられる。 

労災保険における「はり・きゆう 及び マ ノサ ーソ 」の施術に係る 保険給付については、 原則 

として健康保険の 取扱いに準拠しているが、 労災 医 運の目的を十分に 加味し・次のような 取扱 

いを行っている。 ( 昭和 5 7 年 5 月 3 1 日付け 基発 第 3 7 5 号参照 ) 

① 一般医療の一手段として 主治医かはり・きゅうの 施術を行うことを 必要と認めた 場合、 労 

災医療の特殊性を 考慮し、 健康保険ては 認められていない 一般医療 ( 主として理学療法 ) と 

の併 施を認めることとしている。 

② 施術期間については、 労災保険の特殊性を 考慮して「はり・きゅう 単独の場合」は 9 カ月 

一 1 2 カ月を限度とし、 また「一般医療とはり・きゅうの 併 施の場合」も 9 カ月一 1 2 カ月 

を 限度に期間の 延長を認めることとしている。 

③ 治の して障害認定を 受けた者又は 受けると見込まれる 者 ( 傷病が 冶の した者に限る。 ) に 

ついても特別援護措置として 1 年 以内の期間に、 1 月につき 5 回を限度として・はり・きゅ 

う 施術を受けることを 認めることとしている 0 ただし、 被災労働者が 引き続きはり・きゅう 

施術を希望し、 地方局長が特に 必要と認める 者については、 さらに 1 年を限度として 施術期 

間を延長することとしている。     

以下・労災保険における「はり・きゆう 及び マノ サーン」の施術に 係る保険給付等の 取扱い 

いの内容は 、 次のとおりてあ る。 

イ 支給対象 

㈲ はり・きゅう 単独の場合 

業務上の事由又は 通勤による負傷又は 疾病 ( 以下「 原 疾患、 」という。 ) について医師が 
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治療を行った 結果、 一般医療を継続しても 医学的にはそれ 以上の効果が 期待できないと 判 

断されるものであ って、 原 疾患の後遺症状としての 落痛 、 シビレ及 び麻痒等 があ る場合が 

あ る。 

この場合において、 原 疾患の治療にあ たっていた医師 ( 以下「主治医」という。 ) が、 

はり，きゅうの 施術によって、 これらの後遺症状の 軽減もしくは 解消が期待し 得ることを 

認め・ 診鍍 様式第 1 号「はり・きゅう 診断書」に所要事項を 記載して交付した 場合、 その 

はり・きゆうの 施術は療養 ( 補償 n 給付として取り 扱われる。 

仲 ) 一般医療とはり・きゅうの 併 施の場合 

原 疾患において 運動機能障害等があ り・主として、 理学療法によってその 治療を行って 

いる場合、 はり。 きゅうの施術を 併せ行 う ことにより・ 痙痛 等の症状を緩解し。 他動的及 

び 自動的運動療法等の 効果の向上が 期待し得る症例があ る。 

このような場合、 主治医が一般医療に 併せてはり・きゅうの 施術を必要と 認め、 診鉱様 

武勇 ] 号 「はり・きゆう 診断書」に所要事項を 記載して交付した 場合、 そのはり・きゅう 

の 施術は療養 ( 補償 ) 給付として取り 扱われる。 

この一般医療とはり・きゆうの 併施 における診断書の 記載にあ たっては，この 併施 の 措 

置 が今般労災保険独特のものとして 設けられたものであ ることから，特に 給付の適正な 実 

施 をはかるために「治療目的」の 記入が必要とされている。 

「治療目的」欄の 記載例は次のとおりであ る。 

「頸部捻挫で 難治性の俺 痛 が持続し・運動機能の 制限があ るため、 はりの施術を 要す。 」 

い マッサージの 場合 

施術所において 行われるマッサージの 施術については、 主治医が医療上マッサージを 必 

要と認め・ 診鍍 様式第 2 号の「マッサージ 診断書」を交付したものに 限り、 療養 ( 補償 ) 

給付の対象とされる。 

なお、 脱臼又は骨折の 患部に対するマッサージの 施術については、 医師の同意を 得なけ 

ればならないとされているが、 この場合の医師の 同意は当該診断書により 取り扱うもので 
  

あ る。 

㈲、 ( 可及びいの支給対象は・ 施術効果、 症状の経過等について、 少なくとも 月 Ⅰ回は医師 

の 診察 ( 施術効果の判定に 必要な検査を 含む。 ) を受けることが 適切であ る。 

ロ 施術期間 

緒 )  はり・きゅうの 場合 

a  労災保険におけるはり・きゅうの 施術に係る医学的な 考え方については、 健康保険の 
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取扱いに準拠して 取り扱うものであ るが・労災保険は 業務災害等によって 喪失した労働 

者の稼 得 能力の回復、 てん補を目的としているため、 労災医療は・ 傷病労働者の 負傷・ 

疾病をできるだけ 早くなおし、 できる限り、 後遺症状を残さない 治療手段を施し・ 傷病 

労働者の早期職場復帰を 図ることを最終の 目標としていることから、 傷病労働者の 環境 

・体質等を考慮し、 初 療の日から 9 カ月を限度に 認めることとしている。 

b  施術期間が初療の 日から 9 カ月を経過したものについては、 その施術効果等について 

未だ統一的な 医学的評価が 十分に定まっていない 現状にあ ることから、 原則として、 療 

養 ( 補償 ) 給付の対象としないものてあ る。 

ただし、 はり・きゅうの 施術効果皮 ひ 症状について・はり 師 又はきゆう師に 意見書及 

び症状経過表の 提出を求め、 さらに医師に 対してはり・きゅうの 施術効果について 診断 

・意見を求め・ 吹により取り 扱うこととしている。 

(a) 症状地固定したとして 認定治ゆと認めたものについては、 所要の措置を 講ずるもの 

であ ること。 

(b) 医師が、 はり・きゅうの 施術効果がなお 期待てき施術の 継続が真に必要と 認めたも 

のについては、 症状経過、 施術効果の今後の 見込みを確認のうえ・さらに 3 カ月 ( 初 療 

の日から ¥ 2. 力月 ) を限度に延長を 認めるものてあ ること。 

(c) この施術期間は 、 「はり・きゅう 単独の場合」と「一般医療とはり・きゅうの 併施 

の場合」と、 それぞれについて 別個に適用されるものてあ ること。 したがって、 一般 

医療とはり・きゅうの 施術を併施した 場合には・医師に 一般医療の継続の 要否等につ 

いて意見を求め、 医師が一般医療を 継続しても 原 疾患に対して 治療効果が期待できな 

いと判断した 場合で、 かつ・その後遺症状に 対して、 さらにはり・きゅうの 施術効果 

が 期待できると 認め、 診銭 様式 第 1 号 「はり・きゅう 診断書」を交付したときは、 

「はり，きゅう 単独」の施術が 認められるものであ る。 

c  施術期間の算定は ，施術を継続して 受療しているか 否かにかかわらず 初 療の日から起 

算するものであ る。 

d  支給対象者は、 施術効果、 症状の経過等について 少なくと む ] 力 月にⅠ回は医師の 診 

察 ( 施術効果の判定に 必要な検査を 含む。 ) を受けることが 適切であ る。 

"  診鉱 様式 第 1 君 「はり・きゅう 診断書」の交付は・ 次の期間ごとに 必要とされている。 

(a) はり・きゅうの 初 療を指示するとき 
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@  マッサージの 場合 

施術所において 行われる マノ サージの施術期間は、 医師が医療上マッサージを 必要とす 

ると認められる 症例について、 その必要の限度において 行うものであ る。 

ただし、 この場合の診断書の 交付は、 祝慶の日及び 初 療の日から 6 カ月を経過した 日並 

      に 6 カ月を経過した 日以後 3 ヵ月 ご ・とに必要とされている。 

(4) 移送費の取扱い 

ィ 災害現場から 医療機関への 移送 

労働者が業務上の 事由又は通勤により 負傷し 、 又は疾病にかかったために、 災害現場から 

医療機関へ当該労働者を 移送する場合がこれに 該当する。 

ロ 医療機関へ収容するための 移送 

自宅療養又は 通院療養中の 労災患者の傷病の 状態が悪化して・ 医療機関に収容する 必要が 

生じた場合、 すなわち入院のための 移送がこれに 該当する 0 

ハ 監督署長の勧告による 転移のための 移送 

監督署では、 療養中の傷病労働者やその 家族又は事業主等から 当該労働者の 今後の療養に 

ついて適切な 専門医に転医することについての 相談を受けたり、 また、 傷病労働者が 応急的 

にかつぎ込まれた 医療機関が患者の 傷病に関して 専門外であ る等のために、 当該傷病に適し 

た 医療機関に転医させなければならなし、 こともあ る 0 このような場合に、 監督署長が転匿 そ 

必要と認めて 傷病労働者に 転 匿 をすすめ、 当該労働者がそのすすめられた 医療機関に転医す 

6 場合の移送がこれに 該当する。 

  ニ 医師の指示による 転匿 等 のための移送 

傷病労働者が 医療機関で療養を 受けている場合に・ 医療機関がその 傷病の診療に 関して専 

門外であ る場合、 患者の傷病からみて、 医療機関の諸設備では 十分な診療ができない 場合， 

又は病状の経過がおもわしくない 場合等に主治医の 指示によって 他の専門医の 対診を受けた 

り 、 あ るいは 転 医する必要が 生じる場合があ る。 また・主治医が 傷病労働者の 傷病の状態か 

らみて、 転地療養又は 帰郷療養が フ   要であ ると認め・その 指示により当該労働者が 転地又は 
  

帰郷する場合もあ る。 これらの場合に、 主治医の指示 @C よって 転医 等を行う場合の 移送がこ 

れに該当する。 

なお、 この場合の主治医の 指示とは、 当該医療機関への 転匿 等が 療養上の必要性に 基づく 

適切な指示であ ると認められる 必要があ り、 担当医師との 個人的なつながりや 患者の希望を 

単に是認する 等の理由で行われる 場合は、 移送費の支給対象とはならない。 
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ホ 、 医師の指示による 退院のための 移送 

医療機関に入院して 診療を受けていた 傷病労働者が、 その病状が良好な 経過をたどり 入院 

、 ずき療を必要としなくなったため、 医師の指示により 退院して帰宅する 場合の移送がこれに 該 

当 する。 

  へ 通院のための 移送 

通院療養の必要があ る傷病労働者が、 その通院の起点 ( 住居地から直接通院する 場合には 

住居 地 、 勤務先から通院する 場合には勤務先 ウ からおおよそ 4 キロメートルの 範囲内にあ る 

その傷病の診療に 適した医療機関へ 通院する ナ 扇合 ( 交通機関の利用距離が 片道 2 キロメート   

ルを超える通院に 限る。 ) 及び 4 キロメートルの 範囲内にその 傷病の診療に 適した 医 

薄機関がないために 4 キロメートルを 超える最寄りの 医療機関に通院する 場合並びに 

監督署長の勧告によって 医療機関へ通院する 場合については ，移送の範囲として 認められて 

り ) る 。 

一方，被災労働者が 自己の疾病について、 療養を受けるべき 医師を選択するのは 被災労働 

老の自由意志に 委ねられているため、 当該被災労働者が 選択した医療機関が 遠方の地にあ っ 

たとしても労災保険法第 1 3 条第 2 項 第 j 号から第 4 号まての給付については 支払の対象と 

なる。 しかしながら、 通院費の取扱いについては・ 無宿 @@ に遠方への通院費を 認めることは 

できないの て 被災労働者が 正当な理由もなしに、 恐竜的に遠方の 医療機関に通院療養を 行っ 

た 場合には、 当該通院に要した 費用は支給対象とはしないものであ る。 

5. 休業補償絵付の 範囲 

一般的な作業が 可能となったり、 冶の した後てあ っても、 現に職業 ( 発病双に就労していた 仕 

事等 ) に就くまて休業補償給付を 支給すべきてはないか 等の申立てがなされることがあ る。 しか 

し、 休業補償給付は、 業務上の傷病による 療養のため労働することができないために 賃金を受け 

得ない日について 支給されるものてあ り、 この休業の要否は、 本人の主観又は 仕事の有無によっ 

て判断されるものてはなく、 当該疾病の療養管理土の 見地から医学的に 判断されるものであ る。 

したがって、 疾病が 冶の し 、 又は軽快して 就労か可能となった 者についてまて 休業補償給付を 

行 う ことは、 労災保険制度の 建前から許容されないものであ る。 

6. 公害との競合 

㈹ 労災保険給付の 対象となる業務上疾病の 中には、 昭和 4 9 年 9 月 1 日から施行された「公害 

健康被害補償法」 ( 以下「公害補償法」という 0  ) に基づく所定の 補償給付 ( 以下「公害補償 
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給付」という。 ) を 受け得る疾病もあ る。 この公害補償法の 概要は次のとおりであ る。 

イ 目 的 

事業活動等に 伴って生ずる 大気の汚染又は 水質の汚濁の 影響による健康被害に 係る損害の 

てん補のための 公害補償給付等を 行うことによって、 公害健康被害者の 迅速かつ公正な 保護 

を図ることを 目的としている。 

ロ 公害補償給付の 対象となる疾病 

非特異的疾患 ( 慢性気管支炎・ 気管支せん 息 、 ぜん急性気管支炎 及ひ 肺気腫並びにそれら 

の続発症 ) については、 指定地域 @c: おいて、 一定のはく 露 条件を満たしている 者小指定疾病 

にかかっている 場合に、 因果関係があ るとしてこれを 公害病としての 給付の対象としている。 

また、 特異的疾患 ( 水俣病・ ィ タ 4 イ タ イ 病及び慢性砒素中毒症 ) については、 当該老の疾 

病か水質汚濁等と 因果関係かあ ると認められるものを 公害病としての 給付の対象としている。 

"  公害補償給付の 内容 

公害補償法は、 その支給事由に 応、 して、 被 認定者等に対して・ 療養の給付及び 療養費、 障 

害補償費、 遺族補償費、 遺族補償一時金、 児童補償手当、 療養手当、 葬祭料を支給すること 

としている。 

㈲ 同一疾病について、 各公害補償給付を 受け得るとともに 労災保険法に 基づく各保険給付をも 

受け得る場合が 生ずるか、 両法律に基づく 給付は、 ともに損害のてん 補を目的としているとこ 

ろからこれらの 卸 c おいて給付額の 調整がなされる。 

すな ね ち、 公害補償給付が 先に支給された 場合においては、 労災保険は、 当該補償給付と 円 

一事由のものについて、 その公害補償給付の 価額を限度として、 保険給付の支給義務を 免れる 

こととなる r> て 公害補償法第 1 4 条 第 ] 項 ) 

また、 労災保険から 同一事由について 公害補償給付に 相当する保険給付が 先に支給された 場 

合 においては、 都道府県知事等は 当該保険給付の 価額を限度として、 公害補償給付の 支給義務 

を 免れることとなるか、 この場合、 政府は都道府県知事等に 対して求償することとなる 0 ( 分 

害 補償法第 1 4 条第 2 項 )   
  

7. 認定関係資料の 取扱い 

請求人あ るいは第三老から 認定に関する 資料を要求される 場合があ る。 この場合、 行政庁にお 

いて調査した 資料あ るいは専門医の 医 証 等については、 法令により提出することが 義務づけられ 

ているもののほかは 提出を要しない。 なお、 昭和 5 7 年 2 月 2 2 日付け 基 登第 1 2 8 号の「第姉 

者からの文書の 開示等の要請に 対する取扱いについて」を 参考とすること。 
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8. 認定に伴う新聞発表等の 留意事項 

保険給付に関する 決定についての 報道機関への 発表は積極的に 行う必要はない。 

しかしながら、 当該決定か新しい 疾病であ る場合あ るいは公害問題に 関連し社会的に 注目され 

ている場合等には、 決定の結果に 対して取材活動が 活発に行われることか 予想される。 

そこ て 、 取材活動か行われた 場合には・次の 点に留意すること。 

Ⅱ ) 一般的には共同発表形式 て 行 う ことが適当てあ ること。 

(2) 発表の内容はあ らかじめ地方局 著 においてメモを 作成しておき ，それに基づき 行 う こと。 

は ) 業務上外の意見を 求めた医師等の 公表を求められても、 原則として、 発表しないこと。 

(4) 請求人の秘密に 属するような 事項については 一切発表しないこと。 

(5) 新聞発表等の 内容については・ 事前に本省へ 連絡すること。 

9. 医証 依頼等に伴う 費用 

(1) 診断書 料 

労災保険における 診断書料の支払いは・ 診断書の種類に 応じて，次の 2 つが認められている。 

イ 親月 @J によって、 保険給付の請求書。 報告書又は届書に 診断書を添付することを 義務つける 

れた診断書に 対する診断書 料は 、 当該診断書を 提出した受給権 者等に対し・ 当該診断書料の 

領収書を添付した 療養の費用請求書 ( 様式第 7-@.[1)) に基づいて、 保険給付として 支払うも 

のであ る。 

ロ 療養補償給付を 受けている者 ( 傷病補償年金受給者を 含む 0 ) について．監督署長が 療養 

の継続の要否、 入院療養の要否、 冶ゆ 等を判断するために 診療担当医師に 診断書の提出を 求 

めた場合の診断書 料は 、 当該担当医師の 所属する医療機関に 対し、 診断書に要する 費用請求 

書 ( 昭和 6 0 年 4 月 5 日付け 基 登第 1 5 2 号参照 ) に基づいて、 保険給付費から 支払うもの 

であ る。 

㈲ 鑑定 料 

鑑定格 は 、 労働保険審査官及び 労働保険審査会 法 ( 以下「 労 審決」という。 ) 第 1 5 条第 1 

項 第 3 号又は第 4 6 条 第 1 項 第 3 号の規定により・ 労働者災害補償保険審査官 ( 以下「審査 

官」という。 ) 又は労働保険審査会 ( 以下「審査会」という。 ) が鑑定を依頼した 場合に 、 当 

該 鑑定人に支給するものてあ り、 支給額は同法施行規則第 5 条第 3 項に基づき鑑定 1 件につき 

その困難性にょり 5.0 0 0 円又は 1 5,0 0 0 円と定められている。 

鑑定料の支払いは、 審査請求の場合には、 鑑定人から審査費用請求書 ( 審査様式第 2 4 号 ) 

により、 鑑定を依頼した 審査官を経由して 所轄の地方局長に 請求させ、 これに基づいて 障害等 
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級等 認定 庁 費から支払い・ 再審査請求の 場合には、 鑑定 料 請求書により、 鑑定を依頼した 審査 

会を経由して 労働大臣官房会計課長に 請求させ・これに 基づき諸謝金から 支払うものであ る " 

(3) 意見書 料 

意見書 料は 、 労災保険法第 4 T 条の 2 の規定に よ る監督署長の 受診命令に基づき・ 診断を実 

施した医師が、 その診断結果に 関して当該監督署長に 提出した意見書等に 対する費用で、 2 件 

にっき 5.0 0 0 円を障害等級等認定 庁費 又は保険給付費 ( 昭和 6 0 年 4 月 5 日付け 基 登第 182 

号 参照 ) から支払うものであ る。 

この支払いについて、 障害等級等認定 庁 費は昭和 3 3 年 7 月 1 2 日付け蒸発第 4 5 4 号の別 

添 様式 5 「障害等級等認定関係診断等費用請求書」により、 また、 保険給付費は 昭和 6 0 年 4 

月 5 日付け 基発 第 1 82. 号による 診機 様式第 1 の 2 又は診 機 様式第 @ 6 号により支払うことと 

なっている 0 

なお、 この場合、 診断に要した 費用 ( 検査料等 ) については実費を、 受診 者 ( 場合によって 

は医師 ) が要した旅費等については 労働保険審査官及び 労働保険審査会法施行規則第 5 条 第 Ⅰ 

項に準ずる額を 支払うこととなっている。 

(4) 認定謝金 ( 専門医への意見書 料 ) 

認定謝金とは・ 労働省労働基準局長又は 地方局長が 、 ①給付請求のあ った疾病とその 発生機 

序、 症状等が類似している 疾病が他に存在するため・その 鑑別及び業務との 因果関係の認定が 

特に困難なもの、 ②主治医、 労災医員等の 関係医師の医 証 が対立し、 認定が特に困難なもの、 

③精神神経・ 胸腹 部臓器等の部位に 係る障害で主治医、 労災医員等の 関係医師の医 証 が対立し、 

認定が特に困難なもの 及び④その他労働省労働基準局長が 特に意見を求める 必要があ ると認め 

たものについて、 専門医に対し、 意見書 ] 件につき 10,000 円 一 20,000 円を諸謝金から 支給す 

るものであ る。 ( 昭和 5 6 年 1 月 2 8 日付け 基発 第 4 3 号参照 ) 

(5) 休業証明 料 

休業証明 料は 、 休業補償給付請求書又は 休業給付請求書における 診療担当医師の 休業に関す 

る証明の費用 て 、 当該請求書Ⅰ部につき 1,0 0 0 円を限度として、 保険給付として 支払うもの   

てあ る。 

その支払いは、 証明をした医師の 所属する医療機関が、 ，指定病院等又は 労災病院であ る場合 

は、 療養の給付として、 当該医療機関から 診療費請求書により 直接請求きせ、 指定病院等でな 

い場合は、 当該労働者から 療養の費用請求書により 請求させ、 C ね ちに基づいて 支払うもの て 

あ る。 
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(6) 死体解剖の文書料 

文書料は 、 次の イ、 ロの 要件に該当する 死体解剖を医師に 依頼し、 当該医師が解剖所見を 記 

速した文書を 提出した場合に、 障害等級等認定 庁 費から支給されるもので・ 1 件につき 3,000 

円であ る。 

この支払いは・ 昭和 3 3 年 7 月 1 2 日付け 基発 第 4 5 4 号の別 添 様式 5 「障害等級等認定関 

係 診断等費用請求書」により 支払うものであ る。 

なお、 この場合には、 文書料の他に 解剖及びこれに 伴う諸検査費、 死体移送費及び 解剖従事 

者に要した旅費についても 所定の額を支払うこととなっている。 ( 昭和 3 T 年 9 月 ¥ 9 日付け 

基発 第 9 6 5 号参照 ) 

ィ 監督署長か業務上外の 認定のため死体解剖を 必要と認め、 医師に依頼して 行った解剖 

ロ 遺族又は事業主の 依頼により医師が 死体を解剖し、 その貸料により 当該死亡 か 業務上と認 

定された場合の 解剖 

なお、 診断書 料 等について参考のため 別表に示した。 

l 0 ， 診断サ ー ヒス及び環境測定等の 費用 

診断サ ー ヒス及び環境測定等については、 検査、 診断の費用及び 受診者に対する 援護 費 並びに 

環境測定等の 費用があ るが、 C れるの費用は 次のように支払うものであ る。 ( 昭和 5 1 年 8 月 9 

日付け 基発 第 5 7 1 君 参照 ) 

(1) 診断サービスの 検査及び診断の 費用 

イ 検査費用の額 

診断サービスのための 検査に要した 費用については・ 業務上疾病として、 別途療養補償 給 

付の請求又は 昭和 4 8 年 8 月 9 日付け 基発 第 4 6 7 号による労災特別援護措置 ( 以下「特別 

援護」という。 ) の申請に基づき ，労災診療費又は 診療委託費により 支払うこととなるもの 

を 除き、 当該診断機関からの 請求に基づき・その 実費額 ( 労災診療費の 額の算出方法の 例に 

より算出した 額 ) を障害等級等認定 庁費 により支払うこと。 

    
口 診断費用の額 

診断サ ー ヒスのため診断に 要した費用については、 受診者の症状の 程度・診断技術等に 応 

じ、 受診者 1 八について次により 算出した額を 諸謝金により 支払うこと。 

㈲ 有害物にぱく 露 したことにより 生じた疑いのあ る悪性腫瘍、 脳 又は内臓の疾患で、 その 

診断に特に高度の 専門的知識若しくは 技術を要したもの 又は実日数 5 日域上の検査日数を 

要し・若しくは 3 以上にわたる 診療科の検査及 び 診断を要したもの             2 0.0 0 0 円 
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仲 ) 上記㈲以外の 全身性の疾患で、 その診断に高度の 専門的知識若しくは 技術を要したもの 

又は実日数 3 日以上の検査日数を 要し・若しくは 2 以上・にわたる 診療科の検査及び 診断を 

要したもの                                                                                                                                                                   1 5. 0 0 0 円 

    上記㈲及び㈲ 以外の疾患で．その 診断に相当の 専門的知識又は 技術を要したもの               1 0. 0 0 0 円 

      診断サービスの 受診者に対する 援助 費 

ィ 受診費用等の 額 

診断サービスの 受診者に対しては、 業務上疾病として、 別途療養補償給付 ( 移送 費 ) 若 

しくは休業補償給付の 請求又は特別援護 ( 療養雑費、 移送 費 ) の申請に基づいて 支払うこと 

となる者を除き、 当該受診者からの 申請に基づき 次の費用を支給すること。 

㈲通院 費 受診者の住居と 診断機関との 間を通常の方法で 往復した場合の 交通費実費 

額 

仲 ) 受診費用 入院の場合は 入院日数 ( 入院及び退院の 日を含む。 ) 、 通院の場合は 実受 

診日数Ⅰ日につき 6 6 0 円 

口 受診費用等の 申請及び支払い 

受診費用の申請は、 「労災診断サ ー ピス受診費用等支給申請書」により、 所轄の監督署長 

に行い、 別途、 保険給付又は 特別援護で支払うこととなるものを 除き、 通院 費 については証 

人等旅費により、 受診費用については 障害等級等認定 庁費 により支払うこと。 

(3) 環境測定等の 費用 

イ 費用の請求 

環境測定等に 要した費用の 請求は、 所轄の監督署長を 経由して所轄の 地方局長に行うこと。 

口 費用の支払い 

所轄の地方局長は、 前記の請求に 係る費用を障害等級等認定 庁費 により支払うこと。 
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別表 労 災 保 険 に お け る 診 

支 給 対 象 関係条文及び 通達 ( 記号 ) 

障害 ( 補償 ) 給付の支給を 受けようとする 老が、 障害 ( 補償 ) 給付 則第 14 条の 2 第 3 項 

請求書に添付して 提出した「障害の 部位及び状態に 関する診断書」 則 第 ]8 条の 8 第 3 項 

( 以下「障害の 状態に関する 診断書」という。     

障害 ( 補償 ) 年金の受給権 者が、 障害の程度に 変更があ ったとして・ 則 第 ]4 条・の 3 第 3 項 

障害 ( 補償 ) 給付変更請求書に 添付して提出した「障害の 状態に関す 則第 18 条の 8 第 4 項 

る 診断書」。 

障害 ( 補償 ) 年金の受給権 者が定期報告書に 添付して提出した「 障 則 第 2] 条 第 2 項 第 Ⅰ 号 

害の状態に関する 診断書 」 

労働者の死亡の 時から引き続き 障害の状態にあ ることにより 遺族 
( 補償 ) 年金額 給等 請求書を添付して 提出した「障害の 状態に関する 
診断書」 ( 労働者の死亡が 業務上でないという 理由で遺族 ( 補償 ) 年 
金支給の対象とならなかった 場合における 診断書を除く。 ) 。 ， 

則第 ¥y 条の 2 第 3 項第 5 号 
及ぴ 第 7 号 
則 第 15 条の 3 第 2 項第 2 号 
則 第 15 条の 4 第 2 項第 2 号 
則 第 18 条の 9 第 3 項 

障害の状態にあ ることにより 遺族 ( 補償 ) 年金の受給権 者となって 
いる者及び遺族 ( 補償 ) 年金の受給権 者であ る妻が、 定期報告書に 添 
付して提出した「障害の 状態に関する 診断書」 ( 障害の状態にあ るこ 

とにより遺族 ( 補償 ) 年金の受給資格を 有し・かつ、 受給権 者と生計 
を同じくしている 者についての 障害の状態に 関する診断書を 含む。 ) 。 

労働者の負傷又は 疾病が療養の 開始後Ⅰ年 6 カ月を経過した 日以後 
傷病 ( 補償 ) 年金の支給決定に 必要と認めた 場合に傷病の 状態等に関 
する届書に添付して 提出した「傷病の 状態に関する 診断書」。 

労働者の負傷又は 疾病が療養の 開始後 ] 年 6 カ月を経過した 日にお 

いて治っていない 場合に、 同日以後 1 カ月以内に提出させる 傷病の状 

態に関する届書に 添付して提出した「傷病の 状態に関する 診断書」。 

休業 ( 補償 ) 給付の支給を 受けようとする 者の負傷又は 疾病が毎年 
] 月 Ⅰ日において 療養開始後Ⅰ年 6 ケ 月を経過しているときに 同月中 

のいずれかの 日の分を含む 休業 ( 補償 ) 給付請求書に 添付して提出す 
る 傷病の状態に 関する報告書に 添付して提出した「傷病の 状態に関す 

る診断書」。 

傷病 ( 補償 ) 年金の受給権 者が定期報告書に 添付して提出した「負 
傷又は疾病の 状態に関する 診断書」。 

傷病 ( 補償 ) 年金の受給権 者が障害の程度に 変更があ った場合に提 
出する障害の 状態の変更に 関する届書に 添付する「障害の 状態に関す 
る診断書」。 

則 第 2] 条 第 2 項第 2 号 

則 第 18 条の 2 第 3 項 

則 第 18 条の 13 第 2 項 

則第 18 条の 2 第 3 項 

則 第 18 条の 13 第 2 項 

則 第 19 条の 2 第 2 項 

    

則 第 21 条第 2 項第 3 号 

項
 

 
 第

 

 
 

 
 

条
 

 
  

 
第
 

 
 
 
 日

パ
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所 書 料 等 早 見 一 覧 表 

根拠通達 昭和 56 年 9  月 2  日付け墓祭第 555 号 
改正 昭和 6(@ 年 4 月Ⅱ日付け 基発 第 209 号 
改正 昭和 R1 年 4 月 30 日付け 基発 第 261 号 
改正 昭和 63 年 5 月 12 日付け 基発 第 314 号 

  
告示様式の名称番号 請 求 方 法 支給額及び支出科目 

障害 ( 補償 ) 給付請求書 ( 様式第 10  療養の費用請求書 4 。 000  円 保険給付費 

号 、 第 ]6 号の 7 ) 告示様式第 7 号 1L 、 第 16 号の 5 Ⅲ   

病院等 づ 労働者等づ暑 

障害 ( 補償 ) 給付変更請求書 4,000  円 保険給付費 

  様式第 11 号 ) 

年金等の受給権 者の定期報告書 3,000  円 保険給付費 

て 様式 第 18 号 ) 

遺族 ( 補償 ) 年金請求書 ( 様式 第は 3,000  円 保険給付費 

号 、 第 16 号の 8 ) 

遺族 ( 補償 ) 年金額 給等 請求書 
  様式第 13 号 ) 

年金等の受給権 者の定期報告書 3,000  円 保険給付費 

  様式第 18 号 ) 

傷病の状態等に 関する 届 指定病院等 4,000 円 保険給付費 

  様式第 16 号の 2 ) 診療費請求書 ( 倉内訳   

診 横様式 第 ] 号 ( 含 2 ～ 9 ) 

  県内初回分 

同 上 病院等 づ署 4,000  円 保険給付費 

県外初回分 
病院等づ居 

  2 回目以降 

傷病の状態に 関する報告書 病院等づ居 4,000  円 保険給付費 

  様式第 16 号の 11 ) 

非指定病院等 
  

療養の費用請求書 
告示様式第 7 号 朕第 16 号の 5@ 

年金等の受給権 者の定期報告書 4,000 円 保険給付費 

  様式第 18 号 ) 
病院等 づ 労働者づ暑 

4,0 ㏄ 円 保険給付費 
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支 給 対 象 

労働基準監督署長が、 療養 ( 補償 ) 給付を受けている 者 ( 傷病 ( 補 
償 ) 年金を受けている 者を含む。 ) について療養の 継続の要否、 入院 
療養の要否、 冶ゆ 等を判断するために 必要と認め・ 診療相当医師に 診 
断書の提出を 求めた場合における 当該診断書 

休業 ( 補償 ) 給付請求書における 診療担当者の 休業に関する 証明 

君護の給付の 看護費用の額の 証明書における 診療担当者の 看護に 関 
する証明 

労働基準監督署長が 労災 法 第 47 条の 2 の規定による 受診命令に基づ 

いて作成依頼する 意見書 等 

業務上付及 び 障害等級の認定に 関し・労働省労働基準局長又は 都道 
府県労働基準局長が 専門医に意見書の 提出を依頼した 場合の意見書に 
対する謝金 

はり・きゆう 及び マソ サージの施術に 係る診断書 

関係条文及び 通達 ( 記号 ) 

剛勇 13 条第 2 項 

則第 ] 操の 7 第 2 項 

則 第 12 条の 2 第 3 項 

則第 ]8 条の 6 第 2 項 

労災 法 第 47 条の 2 

昭 57.4.]-i 基 登第 乙 3 号 

昭 56. ].28 基登第 43 号 

昭 57. 6.2 基登第 あ 4 号 
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告示様式の名称番号 

休業 ( 補償 ) 給付請求書 
( 様式第 8 号、 第 16 号の 6) 

昭 49 4 26 基登第 223 号 

別紙様式 1 君 

はり・きゅう 診断書 

( 診鉱 様式 1 号 ) 

マ ノサ ー / 診断書 

  診鎖 様式第 2 号 ) 
( 昭 57 5 31  基発 第 375 号 ) 

請 求 方 法 支給額及び支出科目 

昭 33.7. 12  基登第 454 号 5,0 ㏄白 保険給付 碧 

  指定病院等 

通達別紙請求書 

珍 機様式 第 ] 号の 2 

  非指定病院等 

通達別紙請求書 

診 様式 第 16 号 

病院等 づ署 

  

指定病院等 1,000 円 保険給付費 
診療費請求書 ( 倉内訳 ) 

診 横様式 第 1 君 ( 含 2 一 9 ) 

病院等 づ署 

  

非指定病院等 1,0 ㏄ 円 保険給付費 

療養の費用請求書 
告示様式第 7 号 ]) 、 第 ]6 号の 5@ 

病院等 づ 労働者づ暑 

5, ㏄ 0  円 

保険給付費又は 障害等 
級等 認定 庁費 

10,000 円 業務取扱 費 

  
20,000 円 諸 謝 金 

  

指定病院等 3,000 円 保険給付費 
診療費請求書 ( 倉内訳 ) 

珍機様式 第 l 号 ( 含 2 一 9 ) 

病院等づ暑 

  

非指定病院等 
療養の費用請求書 
告示様式第 7 号 N. 第 ]6 号の 5@ 

病院等～労働者 づ署 
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Ⅶ 不服申立て等の 事務処理 

l, 給付決定の遅れと 不服申立て 

行政庁の違法又は 不当な処分その 他公権 力の行使に当たる 行為に関しては、 国民に対して・ 広 

  行政庁に対する 不服申立てのみちが 開かれているところであ るが、 このうち、 行政庁が法令に 

基づく申請に 対し相当の潮間内になんらかの 処分その他公権 力の行使に当たる 行為をすべきにも 

かかわらず、 これをしないときは、 当該不作為に 係る処分その 他の行為を申請した 者は、 異議申 

立て又は当該不作為庁の 直近上級行政庁に 対する審査請求のいずれかをすることができる。 ( 行 

政 不服審査 法 第 2 条及び第 7 条 ) 

不作為についての 不服申立ての 対象は、 行政庁が行うべき 処分その他公権 力の行使に当たる 行 

為であ り、 保険給付の請求に 基づく監督署長の 決定は・この 処分に当たる。 また、 不作為につい 

ての不服を申し 立てることができるのは、 法令に基づく 申請をした者であ る 0 したがって、 被災 

労働者又はその 遺族であ っても、 保険給付の請求をしていない 者は不作為についての 不服申立て 

はできない。 保険給付の請求をした 者以外の者 ( 例えば、 事業主，労働組合等 ) も不作為につい 

 
 

ての不服申立てができないことはい う までもない。 

不作為というためには・ 申請後「相当期間」が 経過しており・かつ、 申請に対し行政庁がなに 

もしない状態が 存在する必要があ る。 「相当期間」とは・ 社会通念上当該申請を 処理するために 

必要とされる 期間であ り、 その期間は、 申請の性質により 千差万別であ る。 保険給付に関する 決 

定についても、 一律に考えることはできない。 また、 不作為についての 不服申立て後、 行政庁が、 

当該不服申立てに 係る行為 ( 処分等 ) を行ったときは、 不作為の状態が 解消するので、 不服甲立 

ての利益は失われる。 この場合、 不服申立ては・ 取下げか去り 下のいずれかとなる。 

不作為についての 異議申立てを 受けた行政庁 ( 監督署長 ) は、 当該異議申立てがあ った日の翌 

日から起算して 2-0 日以内に、 申請に対する 何らかの行為 ( 保険給付を行うか・ 行わないかの 決 

定 ) さ するか、 又は書面で不作為の 理由 ( 決定を行っていない 理由 ) が示されなければならない。 

  行政不服審査法第 5 0 条 ) 
    

不作為についての 審査請求を受けた 審査 庁 ( 保険給付に関する 決定については、 地方局長 ) は・ 

行政不服審査法第 5 1 条の規定に基づき 裁決をしなければならない。 
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2 。 給付決定に対する 不服申立て 

Ⅲ 審査官及び審査会に 対する意見書の 提出 

審査官及び審査会に 対する意見書の 提出については、 「労災保険審査請求事務取扱手引 ( 平 

成 3 年 3 月 ) 」によるが、 業務 止 疾病関係事件の 場合、 次の点に留意すべきであ る。 

ィ 慢性中毒等の 事案にあ っては．実地調査復命 書 、 聴取書等を整理し・ 経過を追って 作業の 

強度、 ぱく露の状況、 症状、 診療状況を記述すること。 

ロ 当該事業場の 労使が業務上疾病の 問題について、 対立関係にあ る場合には、 請求人・事業 

主 、 同僚等の中立てが 相互に食い違うことが 多く・この場合一方の 申立てを採用し、 他方の 

申立てを排除するときには、 採証根拠を明らかにしなければならない。 

ハ 複数の医 証 のうち、 一部を採用しない 場合 @ 「はその 医 証を採用しがたい 理由を記述するこ 

と。 しかし、 この理由の記述に 誤りがあ れ ば 不服申立ての 各段階で原処分の 正当性を疑われ 

ることになるので 確信のもてることのみを 簡明に記述する c と。 

ニ 請求人が医師選択め 自由を主張して 受診命令に応じれ．かった 等の場合には、 その経過を明 

， らかにすること。 

ホ りん伺を行って 処分した場合でも、 りん伺に対する 回答のみをもって 決定の理由とせず・ 

処分 庁 としての処分の 理由を記載すること。 

(2) 審査官及び審査会からの 資料提出要求 

審査官及び審査会は、 審理のための 処分として、 当事者又は参考人 C 審査官の場合は 審査 請 

求人又は参考人 ) から意見又は 報告を徴し、 文書その他の 物件の所有者、 所持者又は保管者に 

対して当該物件の 提出を命ずることができる ( 労審 浅葉 1 S 条第 1 項第 ] 号及び第 2 号、 第 蝸 

条第 1 項第 1 号及び第 2 号 ) が、 一方・国家公務員は．職務上知り 得た秘密を漏らしてはなら 

ず ( 国家公務員法第 l1 0 0 条 ) 、 同様に、 労働基準監督官は、 職務上知り得た 秘密を漏らしては 

ならない r ととされている ( 労基法第 1 0 5 条 )0 

監督署においては、 強帝権 をもって事業場を 臨検し．労使双方の 機密に属する 事項も尋問で 

きるので、 監督署の所持する 資料の中には、 企業の秘密事項 ( 生産工程、   特許権 等 ) や 、 労働 

者の疾病等に 関する秘密等の 職務上知り得た 秘密が記載されている 場合もあ ることから、 審査 

百度 ぴ 審査会に提出する 資料は、 処分を行 うに 際して 判 断の根拠となったものに 限ることとし、 

審査官及び審査会が 審理を行うのに 必要ではないと 認められるものまて 提出することのないよ 

う特に留意すること。 

なお、 提出する資料中に 個人や法八等の 秘密事項等を 記載した文書か 含まれる場合は、 審査 

官没 ぴ 審査会に対してその 取扱いに充分留意 願 いたり旨を明記すること。 
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(3) 不服申立てに 関する留意事項 

労災保険給付に 関する処分に 対する不服申立ては、 審査請求、 再審査請求を 経て最終的には 

訴訟で争われるものであ るので、 原 処分を行うに 当たっては、 結論について 確信をもつのみで 

は 足りない。 業務上疾病関係事件等で 将来不服申立て 事件となる可能性が 考えられるものにあ 

っては、 処分の根拠及び 正当性を第三者にいかにして 納得させるかが 問題であ るので、 特に一 

般の事件以上に 証拠の保全に 留意すべきであ る。 

したがって、 電話による請求人等との 打 合わせ。 面接、 関係者に対する 照会等についても 記 

録しておく必要があ る。 

立入検査は単に 調査官の心証を 形成するのみでなく、 実地調査復命書を 作成して客観的な 証 

拠を保全することも 目的であ るので、 調査復命書の 作成に当たっては 調査官氏名、 調査年月日・ 

時刻及び所要時間、 面接者氏名、 調査場所 ( 調査箇所まで 具体的に記載すること。 ). 調査方 

法 等を必ず記載し・ 必要に応じた 調査事項を詳細に 記録すべきであ る。 

また・請求人及び 参考人の記憶を 記録する場合 @c は、 自己意見書、 申立て書等の 自主的に提 

出される資料かち、 あ る程度の目的が 達せられる場合もあ るが・相互の 食違い事項等について 

必ず聴取りて 補完すへきてあ る。 

3. 裁判所、 弁護士会等からの 資料提出要求 

業務災害に伴う 損害賠償請求等に 関連して裁判所 ( 民事訴訟法第 3 1 9 条の規定に基づく 文書 

送付嘱託 ) 、 弁護士会 ( 弁護 モ法 第 2 3 条の 2 の規定に基づく 報告請求 ) 、 被害者の遺族その 他 

直接利害関係のあ ることが明らかな 者から・医師の 意見書、 調査復命 書 ・関係者からの 聴取書等 

業務上外についての 認定の資料となった 文書等の閲覧又はその 写の交付を要請された 場合には 久 

0 基本的方針に 留意して慎重に 対処すること。 ( 昭牙口 5 7 年 2 月 2 2 日付け暴発第 128 号参照 フ 

なお、 その他の者からの 要請に対しては 原則として拒否すること。 また、 裁判所からの 文書 送 

達は、 嘱託に対しては 原則として文書により 回答することとし・この 場合、 下記㈲から (4) まてに 

より貸料等を 提出することが 不適当なものについては、 その理由を簡潔に 記載すること。 
  

㈹ 行政上の必要から 収集作成した 資料   

業務上科認定資料のうち、 行政上の必要から 収集したいわゆる 行政手続文書 ( 関係者からの 

聴取書、 事業場等からの 報告書等 ) は、 各陳述 老 又は提供者の 秘密あ るいはフライバシ 一の前 

提で成り立っているものてあ り、 したがって、 行政手続以覚の 目的で使用することは 原貝 l@  し 

て許されないこと。 

特に、 関係者が行政機関の 公平中立を信頼して 提供した文書を 第三老の争いの 場に公開する 
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ことは将来において 広く関係者からの 積極的協力が 得られなくなり 行政運営が極めて 困難とな 

るおそれがあ ること。 

(2) 医師の診断・ 意見書 

症状等に関して 診断により作成した 部分については、 医師がカルテに 基づいて作成した 文書 

であ るから・カルテに 基づいて医師に 証言を求める 方法又は医師から 直接入手する 方法が存在 

し、 行政機関から、 C れを提出する 特段の必要性は 認められないこと。 

また、 医師の意見に 係る部分については・ 上記Ⅲの性格を 有するものであ ること " 

(3) 調査復命 書 

調査復命 書は ・調査相当者が 事案関係の調査に 基づき自己の 意見、 認識及び評価を 通して知 

り 祷た 事実を監督署長に 具申する文書であ り、 これら調査 宮 意見あ るいは他の内部意見が 外部 

に公表されるときは 個々の調査官に 対し予断をいだかれる 可能性もあ り、 今後の調査等に 多大 

の 支障を生ずること。 

(4) その他 

上記以外の文書であ っても、 当事者の名誉若しくは 利益を著しく 損なうおそれがあ ると思料 

される文書又は 事案の性質上回答することが 不適当と判断される 文書は拒否して 差し支えない 

こと。 

4. 審査及び仲裁 

業務上の負傷、 疾病又は死亡の 認定、 療養の方法・ 補償金額の決定その 他労基法の災害補償の 

実施に関して 異議のあ る者は監督署長に 対して審査又は 仲裁の申立てを 行うことができるほか、 

監督署長が必要であ ると認める場合 iC は職権 で審査又は事件の 仲裁をすることができる。 ( 労基 

法第 8 5 条 第 Ⅰ項及び第 2 項 ) 

労基法第 8 5 条及 び 第 8 6 条に規定する 審査及 び 仲裁の制度は・ 使用者の行う 災害補償 {C つい 

て 争 い があ る場合における 簡便かっ迅速な 解決を目的として 設けられた制度であ って、 審査又は 

仲裁の結果の 通知は労災保険給付に 関する処分等と 異なり・何ら 法律関係を確定させる 効力を有 
  

せず、 勧告的効力をもっにすぎない。 ( 最高裁昭和 3 1 年 1 0 月 3 0 日判決参照 ) 

したがつ て ・災害補償に 関する争いは 終局的には民事訴訟によって 解決しなければならず、 ま 

た、 審査又は仲裁を 開始した事件であ っても民事訴訟が 提起されたときは・ 審査又は仲裁をしな 

いこととされている。 ( 労基法第 8 5 条第 3 項 ) 

さらに・労基法第 8 5 条の規定による 審査又は仲裁の 結果に不服のあ る者は、 審査官に対して、 

審査又は仲裁を 申し立てることができることとされており、 審査官の行う 審査又は仲裁について 
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も 、 民事訴訟が提起された 場合の取扱いは 同法第 8 5 条の規定か運用きれることとされている。 

現在のところ、 労基法が適用されるほとんどの 事業場について、 労災保険法 か 適用されている 

ため、 労基法上の災害補償の 実施に関して 審査，仲裁を 申し立てることかてきるのは、 整備令弟 

1 7 条の暫定任意適用事業のうち、 労災保険か来適用てあ る事業に係る 者と休業 3 日目まての労 

基法第 7 6 条による休業補償の 実施に関して 異議あ る者に限られることとなる。 
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く参 考 ) 
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l. 国際条約の規定 

国際労働機関 ( J L 0 ) は 、 ] 9 6 4 年の第 4 8 回総会において、 「労働災害の 場合における 

給付に関する 条約」 ( 第 1 2 ] 号 ) 及び同条約を 補足する「業務災害の 場合における 給付に関す 

る 勧告」 ( 第 ] 2 ] 号フを 採択した。 

I LO 第 ) 2 1 号 条約及び 第 1 2 1 号勧告の趣旨は、 以下の通りであ り、 我が国における 職業 

性 疾病の補償事由に 係る労基法関係法令及びその 解釈運用と一致しており、 我が国においては、 

同条約を昭和 4 9 年に批准している。 なお、 我が国は， 1 9 8 n 年 6 月の @1 1,0 総会で改正され 

た 同条約の付表 l 「職業病の一覧表」を 昭和 5 6 年 6 月受諾したところであ る。 

Ⅲ 職業病の表又は 職業病の定義 

各国は・職業上の 特有な危険にさらされることによって 発生することが 知られている 疾病を 

その発生の条件に よ り職業病と認め、 予見される職業病の 表を法定化するか、 又は T I,0 の 指 

走 する疾病をもれなく 包含するような 職業病の法令上の 一般的定義を 定めること ( 条約第 8 条 

(a) 、 ㈲及び勧告第 6 項㈲ ) 。 

上記の職業病の 表に列記されていない 疾病又はこの 表に列記されている 疾病であ っても・ 所 

定の条件と異なる 条件 ( 職業上の原因の 推定を定める 条件 ) で発生した疾病又は 一般的定義に 

包含されない 疾病で職業に 起因して生じたものについても 職業病と認めうる 補足規定を設ける 

こと ( 条約第 8 剰 cm 及 び 勧告第 7 項 ) 。 

なお、 我が国においてはこの 条約の第 8 剰 。 ) を採用している。 

㈲ みなし認定 

所定の条件に 合致する疾病いりの 要件を満たす 疾病 ) については、 特定の期間、 職業上の有 

善因子 ( 危険 ) にさらされ、 かつ，特定の 期間内に当該疾病の 徴候を示した 場合には、 反証が 

ない限り職業病と 推定すべきであ る ( 勧告第 6 項 (2)) 。 

㈹ 立 証 

各国が定めた 職業病の表に 列記されていない 疾病又は タ lJ 言 E されている疾病で 職業病の推定を 

受ける条件と 異なる条件で 発生するものの 職業上の原因については、 給付請求者に 立証が許さ 
  

れるべきであ る ( 勧告第 7 項 ) 。 
  

2.  @ し 0 第 @ 2 1 号条約抜粋 

第 8 条 各加盟国は 、 次のいずれかのことを 行 う ものとする。 

(a) 所定の条件の 下に職業病とみなされる 疾病 ( 少なくとも付表Ⅰに 掲げる疾病を 含む。 ) 

0 表を定めること。 
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      少なくとも付表 l に 掲げる疾病を 含みうる程度に 十分に包括的な 職業病の一般的定義を 

法令に定めること。 

(c) (a) の規定に適合する 疾病の表てあ って、 職業病の一般的定義により、 又はこの表に 列記 

されていない 疾病若しくは 所定の条件と 異なる条件の 下に発生する 疾病か職業に 起因する 

ものてあ ることを定めるその 他の規定により 補足されるものを 定めること。 

付表 @  職業病の一覧表 ( 1 9 8 0 年 6 月改正 ) 

職 業 病 

]  組織硬化性の 鉱物性粉じんによるじん 肺 ( けい 

肺 、 炭 けい 肺 、 石綿肺 ) 及ぴ けい肺結核 ( けい 肺 

@  が 労働不能又は 死亡の主たる 原因であ る場合に限 

@  る 0  ) 

2  超硬合金の粉じんによる 気管支肺疾患 

3  綿の粉じんに よ る気管支肺疾患 ( ビシ ノーシス ) 

    又は亜麻、 大麻若しくはサイザル 麻の粉じんによ 

る気管支肺疾患 

4  作業工程におけるその 存在が不可避な 物質のう 

;  ち 感作性物質又は 刺激性物質として 認められてい 
  
    る 物質による職業性ぜん 息 

5  有機粉じんの 吸入による覚因性アレルギー 性肺 

胞 炎 及 び その続発症であ って、 国内の法令で 定め 

るもの 

6  ベリリウム又はその 毒性化合物による 疾病 

7  カドミウム又はその 毒性化合物による 疾病 

  リ 燐 ム 又はその毒性化合物による 疾病 

9  クロム又はその 毒性化合物による 疾病 

10 マンガン又はその 毒性化合物による 疾病 

Ⅰ l                                           る 疾病 

12 水銀又はその 毒性化合物による 疾病 

13 鉛 又はその毒性化合物による 疾病 
ふつ 

14 弗素又はその 毒性化合物による 疾病 

]5 二硫化炭素による 疾病 

lf 脂肪族又は芳香族の 炭化水素の毒荏八ロゲン 誘 

導体による疾病 

17 ベンゼン又はその 毒性同族体による 疾病 

]8 ベンゼン又はその 同族体の毒性ニトロ 誘導体及 

び毒性アミノ 誘導体による 疾病 

危険にさらされる 作業 

業
 

作
 

の
 

て
 

ぺ
 

す
 

 
 

れ
 

 
 

さ
 

ら
 

さ
 

 
 

 
 険

 
危
 

当
該
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職 業 病 危険にさらされる 作業 

@9  ニトロ ク リセリンその 他の硝酸エステルによる 当該危険にさらされるすべての 作業 

疾病 

    アルコール、 クリコール又はケトンによる 疾病   

2l 窒憲 仕物質 ( 一酸ィヒ 炭素、 ノ アン化水素又はそ   

の 毒性誘導体、 硫化水素 X@c よる疾病 

@ 22  騒音による難聴   
  しよう 

目 疾 動 による疾病 ( 筋肉。 腱 ・ 骨 、 関節、 末梢 血   
しよう 

管 又は末梢神経の 障害 ) 

24 高圧空気 下 における作業による 疾病   

25 電離放射線による 疾病 電離放射線の 被はくを伴うすへての 作 

業 

26 物理的・化学的又は 生物学的な因子 て 他に掲 け 当該危険にさらされる す へての作業 

られていないものによる 皮膚疾患 

27  タール、 ピノチ 、 れ 踵青 き 、 鉱物で 出 、 アノラ         

又はこれらの 物質の化合物、 製品若しくは 強縮 に 

よる皮膚の原発性上皮がん 

28  石綿による 肺 かん又は中度 しゃ 腫   

29 病原体による 汚染の危険が 特に存在する 業務に (a) 保健又は試験研究に 関する作業 

おいてかかった 感染症又は寄生虫症 (b) 動物診療に関する 作業 

(c) 動物、 動物の死体若しくは 動物の死 

体の一部又はこれらによって 汚染され 

たおそれのあ る商品を取り 扱う作業 

(d) 病原体による 汚染の危険を 特に伴う 

その他の作業 

㈲ この付表の適用に 当たり、 適当な場合には、 危険にさらされる 程度及び態様を 考慮するも 
のとする。 

3.  @ 」 0 第 l 2 l 号勧告抜粋 

        各加盟国は、 工程・業種又は 職業に特有な 物質又は危険にさらされるために 発生するもの 

と 知られている 疾病を、 所定の条件の 下に職業病と 認めるべきであ る。 
  

      反証がない限り、 次の場合には、 当該疾病は、 職業に起因するものと 推定すべきであ る。 

      被用者が少なくとも 特定の期間危険にさらされた 場合 

      被用者が危険にさらされた 最後の雇用の 終了に 弓 l き 続く特定の期間内において 当該疾病 

の 徴候を示した 場合 

      加盟国は、 自国の職業病の 表を定め、 かっ・ c れを最新のものにしょうとするときは、 国 

際 労働機関の理事会が 随時承認することのあ る職業病の表を 特に考慮すべきであ る。 
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7  国内の法令が 一定の疾病に 関しその職業上の 原因を定めた 表を含むときは、 この表に列記さ 

れていない疾病の 職業上の原因及 び その表に列記されている 疾病であ って職業上の 原因の推定 

を定める条件と 異なる条件の 下に発生したものの 職業上の原因については、 立証が許されるべ 

きであ る。 
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業務上疾病の 業務起因性判断について 本省に リん伺 すべき事案の 一覧表 

達 

分類年月日及び 通 番号 標 題 
りん 伺 すべき事案 備 考 

電離放射 昭和 51..1].8  電離放射線に 係る疾 1. 認定要件が示されていない 疾 

線障害 基登第 8]0 号 病の業務上覚の 認定 病 

基準について 2.  白血病 

鉛中毒 昭和 46.7. 28                            1. 鉛中毒を疑わしめる 末梢神経 

基登第 550 号                         障害、 関節痛、 筋肉痛、 腹 部の 

を 除く。 ) による 疾 疵痕、 便秘、 腹 部不快感、 食欲 

病の認定基準にっ い 不振、 揚力感、 倦怠感、 睡眠 障 

て 害 ，焦燥感、 蒼白等の症状が 2 

種以上認められるが ，①尿中 コ 

ブロポルフィリンが 1509g/Z 

以上又は尿中デルタ ア， / レプリ 

ン酸が Ome/ ノ 以上検出されるこ 

と、 ②血中 鉛が 609g ノ d ヱ 以上 

又は尿中 鉛が ]50 が 9/ 迫 以上検 

出されることの 二 要件のうちい 

ずれかが基準値に 満たない事案 
  昭和 51.11. 11  振動障害の認定基準 2. 現に 鉛 業務に従事している 労 協議す 

事務連絡第 45 号 等の運用上の 留意点 働者に・いわゆる 誘発注による ること 

ほ ついて 検査を行い・ 尿中鉛量の測定値 
が当該検査 法 によるものしか 得 

られていない 事案、 鉛業務従事 

労働者に発生した 伸筋府庫 が 

「鉛の作用による c との明らか 

な伸筋痛痒」であ るか否かの 判 

研 が困難な事案等、 現行認定基 

準によることが 困難な事案 

クロム麗 昭和 59.12.4  クロム又はその 化合 クロム酸塩又は 重クロム酸塩の 

ニ % 基発 第 646 号 物 ( 合金を含む。 )  製造作業に 4 年以上従事した 者 

たよる疾病の 認定基 ( 著しく環境改善がなされた 後の 

準は ついて 当該作業のみの 従事者を除 ） 

に生じた原発性の 肺がん又は上気 
道のがんに該当し、 業務起因性が 

あ ると認められたがん 以外のがん 

" ① クロム酸塩又は 重クロム酸塩 " 
の 製造作業従事労働者の 肺及び 

上気道以外の 部位のがん   

② クロム酸塩製造作業への 徒事 

期間が 4 年未満の者の 肺がん 若 

しくは上気道のがん 又は上記； 

      コ 書きの者の肺がん 若しくは 

上気道のがん 
③ クロム色素製造作業、 クロム 

メッキ作業等クロム 酸塩又は重 

クロム酸塩の 製造作業以外の 作 

、 業に従事した 者のがん   
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分 類 

有機溶剤 
中毒 

腫
 

系
 

路
 

尿
瘍
 

う
ノ
 

、
 
、
 
,
 生
母
 

ド
 
中
 

古
ん
 ム
 

  

塩化ビニ 

ル障害 

タール 障 

畳 " 

石綿によ 
る疾病 

  

通 達 

年月日没 ぴ 番号 @  標 題 

昭和 SI. 1. 30 

基登第 122 号 

昭和 51. 8. 4 

基 発 第 565 号 

昭和 46. 2.5 

事務連絡 

昭 末口 51.7. 29 

基 登第 R56 号 

昭牙ロ 57. 9. 27 

基 登第 640 号 

昭牙 D53. 10 ． 23 

基発 第 584 号 

脂肪族 ィヒ 合物、 脂環 
式化合物・芳香族化 
合物 ( 芳香 族ィヒ 合物 
のニトロ又は ア， / 

誘導体を除く。 ) 又は 

複素環式化合物のう 
ち有機溶剤として 用 

いられる物質による 疾 
病の認定基準について 

芳香族化合物のニト 
ロ又はアミノ 誘導体 
による疾病の 認定基 
準について 

カド ，ウム合金又は 

その化合物による 中 
毒の認定について 

塩化ビニルばく 露 作 

業従事労働者に 生じ 
た疾病の業務上覚の 
認定について 

タール横物質による 
疾病の認定基準につ 
いて 

石綿ぱく 露 作業従事 
労働者に発生した 疾 

病の業務上覚の 認定 
について 

  りん 伺 すべき事案 

]  有機溶剤中毒予防規則 @C 定め   
2  自覚症状以覚の 症状 な 認めら 

・ れない有機溶剤に 係る疾病 
  

  

備 考 

1. ベンジジン又はその 塩 若しく 

    はべ一 ターナ プ チルアミン又は 
その塩にぱく 褒 する作業への 従 
事期間が 3 カ月未満であ る老に 

発生した尿路系腫瘍 
2. ベンジジン又はその 塩 若しく 

は べ一 ターナ プ チルアミン又は 

その 塩 以外の芳香族化合物の ニ 

トロ又はアミノ 誘導体にぱく 露 

した者に発生した 尿路系腫瘍 

全ての事案 
    

1. 肝 血管肉腫及 び その他のがん 

2. 肝脾 症候群 

]. 製鉄用コークス 又は製鉄用発 
生，が カス を製造する工程におけ 
る業務のうち、 コークス 炉 上若 
しくはコークス 戸棚又はカス 発 
生 炉 上において行う 業務への徒 

事期間が 5 年末構の者に 発症し 
た原発性の肺がん 

2  上記Ⅰ以外の 業務に従事した 
者で、 上記 1 の業務に匹敵する 
タール横物質のぱく 露が認めら 
れる老に発症した 原発性の肺が 
ん 

3  皮膚かん   

]  石綿ぱく 露 作業者に発生した 

肺 かんのうち、 認定基準の記の 
第 2 の 2 のⅢ又は (2) に該当しな 

い 肺 かん 

2  石綿ぱく 露 作業者に発生した 
中度 腫 のうち、 認定基準の記の・ 
第 2 の 3 のⅢに該当しない 中度 

腫 
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分 類 

しん 肺 合 

併肺がん 

 
 ，

孜
 

，
重
 

 
 

脳血管疾 

患及び虚 

血性心疾 
患等 

 
 

心
因
 

神
境
 

通 達 

題 」 

りん 伺 すべき事案 
年月日及び番号 標 

備 考 

昭和 53.11.2  じん肺症患者に 発生 地方じん 肺診査 医の判断した 結 協議す 

基発 第 608 号 した肺がんの 補償上泉に基づいて 処理を行うことが 困 ること 

の取扱いについて 難であ る事案 

事務連絡第 42  生した肺がんの 補 

  昭和 万 53.]1.2    じん肺症患者に 発 償上の取扱いに 関 

する留意事項にっ 
  いて 

昭和 鱗 ． 7. 4  ベンジジンぱく 露労 職業がんの既往のあ る労働者に、 協議す 

事務連絡 第 )9 号 働者で尿路系腫瘍の その認定に係るがん 発生の部位以 ること 

既往のあ る者に併発外の 原発性のがんを 併発したとす 
した肺がんの 取扱い る労災請求事案 

について 

昭和 62.10.26  脳血管疾患及び 虚血 1. 原因となった 疾患名が明らか 

基 発 第 620 号 性心疾患等の 認定基 にならない 急 ． 性 心不全 

準 について 2. 認定基準により 判断し難い事 

案   

昭和． 59.2.]4  反応性うつ病 等 の 心 業務に内在する 精神的負担が 原 協議す 

事務連絡第 5 号 因性 精神障害の取扱 因 であ るとする心因性精神障害 ること 

いについて   業務上の傷病等が 介在するもの 
を 除く。 ) 
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く 参               式 ) 
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1. 脳 。 心臓疾患、 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等の 業務起因性の 判断のための 調査実施要領 

(1) 脳血管疾患及び 虚血性心疾患等の 業務起因性判断のための 調査のまとめ ( 様式Ⅰの ] 、 1 の 

2 ) 

(2) 脳血管疾患、 及び虚血性， L   疾患等の業務起因性判断のための 調査 票 ( 様式 2 ) 

2. 腰 痛 

腰痛に係る業務起因性判断のための 調査実施要領 

は ) 腰痛に係る実地調査 表 ( 別紙 ) 

② フコークリフト 運転者 ( 参考様式 1 ) 

㈹ 電気工事作業者 ( 参考様式 2 ) 

(4) 保育所 ( 園 ) における保母 ( 参考様式 3 ) 

3. 電離放射線障害 

電離放射線に 係る疾病の業務起因性判断のための 調査実施要領 

(]) 原子力発電所における 業務に係る調査 票 ( 別紙 1 ) 

(2) 核燃料物質の 製造又は加工の 業務に係る調査 票 ( 別紙 2 ) 

(3) 非破壊検査業務に 係る調査 票 ( 別紙 3 ) 

(4) 医療機関における 放射線業務に 係る調査 票 ( 別紙 4 ) 

4, 騒音性難聴 

騒音性難聴に 係る業務起因性判断のための 調査実施要領 

(1) 騒音性難聴に 係る実地調査 票 ( その 1 ) 

(2) 医療機関調査 ( その 2 ) 

5. 振動障害 

振動障害に係る 業務起因性の 判断のための 調査実施要領   

け ) 振動障害に係る 実地調査 票 ( その ] 、 様式 1 ) 

(2) 振動障害診断 票 ( 様式 2 ) 

㈹ 振動障害に係る 実地調査 票 ( その 2 、 様式 3 ) 
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6. 頸肩腕症侯群 

Ⅲ 頸肩腕症候群に 関する調査書 

[2) 保育所 ( 園 ) における保母 ( 参考様式 ) ( 2. 腰痛の項に収録 ) 

7 ィヒ 単物質等による 疾病 

化学物質等による 疾病の業務起因性判断のための 調査実施要領 

Ⅲ 事業場関係調査及び 調査のまとめ ( 様式 ] ) 

(2) 医療機関調査 ( 様式 2 ) 

㈲ 本人・家族・ 同僚労働者等からの 事情聴取等による 調査 ( 様式 3 ) 

8. 石綿による健康障害 

石綿に よ る疾病の業務起因性判断のための 調査実施要領 

山 事業場関係調査及び 調査のまとめ ( 様式 1 ) 

(2) 医療機関調査 ( 様式 2 ) 

(3) 本人・家族・ 同僚労働者等からの 事情聴取等による 調査 ( 様式 3 ) 

9. 眼精疲労 

眼精疲労に係る 業務起因性判断のための 調査実施要領 

㈹ 眼精疲労に係る 実地調査 票 ( その 1 ) 

  

(2) 医療機関に係る 調査 票 ( その 2 ) 
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昭示 D6 2 年 1 0 月 2 6 日 

蒸発第 620 号 別添 ） 

脳血管疾患及び 虚血，壮心疾患等の 業務起因性の 

判断のための 調査実施要領 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等の 業務起因性の 判断に当たっては、 被災労働者の 発症前の身体状 

況、 業務の状況 ( 業務量、 業務内容、 作業環境等 ) の詳細な情報が 必要であ り、 さらに、 情報を収 

集 するためには、 適切な調査を 実施することが 重要であ る。 

以下に・的確な 情報を得るための 必要な調査項目及び 留意点を示した " 

なお、 調査官自らが 調査 票 に記載すること。 

1. 様式 @ ほ ついて 

様式 l U 様式 ] の ] 及び様式 1 の 2 ) は．様式 2 に基づく調査で 判明した事項 及ぴ 専門医から 

意見を徴した 内容を取りまとめて、 認定基準に係る 認定要件を満たしているかどうかを 判断する 

ために作成する 総括 票 であ るので．様式 1 と様式 2 は、 一対として取り 扱うこと。 なお、   業務上 

の負傷に起因する 脳血管疾患及 び 虚血性心疾患等 ( 労働基準法施行規則別表 第 1 の 2 ( 以下「 別 

表 」という。 ) 第 ] 号 ) であ るか否かを調査した 場合には、 様式 ] の 1 に記載すること。 同様に 

業務に起因することか 明らかてあ るか否か ( 別表第 9 号 ) を調査した場合には、 様式 j の 2@ こ 記 

載すること。 

  業務以外 て 発症に関連しているとみられる 事柄」には、 様式 2 の調査項目において 判明した 

家庭ての生活状況等 て 発症に関連しているとみら ォ T る 事柄について 記載すること。 

2. 様式 2 について   
  

様式 2 は、 調査項目ごとに 調査すへき事項を 示したものてあ るが、 それぞれの調査項目につい 

ては、 被災労働者、 事業場、 上司．同僚労働者・ 家族・医療機関等から・ 広く調査すべきもの て 

あ る。 また、 様式 2 は・専門医から 意見を徴する 場合の基礎資料となるものであ る。 

なお、 業務の内容、 医学的事項などのように、 特に重要な事項については、 聴取書 ; 医証 等に 

基づき様式 2 に記載することとし、 関係資料は、 調査票の末尾に 添付すること。 
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(1) 被災労働者に 関する一般事項 

  

職歴については 主なもの、 現在の事業場に 雇入れ後の配属先については 直近のものの 記載 て 

足りるが、 発症の要因が 業務内容の変更等による 負荷とされた 事案については、 過重性の評価 

に当たって重要な 事項てあ るの て 、 詳細に調査すること。 

通常の所定の 業務内容は、 過重性の評価に 当たり基準となるものてあ るの て、 単に職種及び 

役職にとときらず、 具体的な作業内容・ 方法等についても 調査し、 記載すること。 

(2) 被災労働老の 身体状況に関すること 

発症前の被災労働者の 身体状況の把握は・ 重要であ る。 定期健康診断の 結果のみならず、 人 

間 ドックをはじめとする 成人病検診等がされている 場合は、 その診断結果の 入手も必要であ る。 

また、 場合によっては、 産業医及 び かかりつけの 医療機関についても、 調査が必要となる。 

既往 摩 のうち、 特に発症と関連があ ると思われるもの ( 先天性心疾患等 ) については、 症状 

の経過が判明する 医学的資料の 入手が望ましい。 

基礎的病態があ る場合は・治療内容が 判明する医学的資料の 入手が望ましい 0 なお、 基礎的 

病態の調査の 際には、 6@J えぱ 、 高血圧症の治療において、 角、 に薬の服用を 中止すると、 服用双 

より症状が悪化する 場合かあ るの て， 併せて薬の服用期間についても 調査の必要があ ること。 

(3) 負傷及 び 過重負荷に関すること 

医学的事項については、 診療を受けた 医療機関に対 ヂる 実地調査、 担当医師からの 聴取及び 

意見書などにより 調査することとなるが、 その際調査 票 に記載する内容の 根拠となった 次に掲 

げる 医証 が入手できる 場合には、 入手しておくことが 望ましい。 

① 診断書、 死亡診断書又は 死体検案書、 剖検記録等 

② カルテ ( 診療録 ). 看護日誌、 臨床検査結果等 

③ CT スキャン、 脳血管撮影フィルム、 心電図、 心エコ一図 等 

発症前 1 週間以内の詳細な 状況 ( 症状の出現日の 詳細な状況を 含む。 ) には、 過重佳の評価 

に 当たって必要な 業務量 ( 労働時間、 労働密度 ) 、 業務内容 ( 作業形態、 業務の難易度、 責任 

の軽重など ) 、 作業環境 ( 例えば、 暑熱及び低温の 作業場所など ) 、 身体の状況 ( 例えば、 激 

しい頭痛、 胸痛、 息切れ、 食欲不振など ) 等を詳細に調査する 必要があ ち。 さらに、 就業中城 

外においての 家庭での生活状況等についてもできるだけ 詳細に調査し、 記載すること。 症状の 

出現日の詳細な 状況が疾患名の 推定に重要な 情報になる場合があ るので・できる 限り詳細に調 

査すること。 

なお、 通常、 労災保険給付に 係る請求書の 負傷又は発病年月日は、 症状の出現 日 が記載され 

ていることが 多く、 発症と症状の 出現 日 との時間的経過があ ること @c 留意し、 発症前 1 週間 似 
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内の詳細な状況の 調査に当たっては、 発症から症状の 出現 日 までの数日を 考慮しておく 必要が 

あ るので、 調査 票 でほ。 症状の出現 日 以前 1 0 日間の詳細な 状況を調査し・ 記載することとし 

たものであ る。 

災害 ( 負傷 ) の発生状況・ 症状の出現日及び 症状の出現 日 以前 1 0 日間の詳細な 状況は 、 特 

に重要であ るので、 その記載に当たっては、 被災労働者、 上司・同僚労働者、 家族等から詳細 

な状況の聴取，事業場からタイムカード．出勤簿、 作業日報等の 資料の入手がそれぞれ 必要で 

あ る。 
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様式，の， 

脳血管疾患及び 虚血， 由 む疾患等の業務起因性判断の 

ための調査のまとめ ( 別表 第 1 君 ) 

局 署 業務上体 上・ 外 

労働保険番号 第 言 事業の種類 

事業の名称 労働者数   

事業の所在地 〒 電 話   ） 

ふりかな 
被災労働者氏名 生年月日 ( 発症 時 年齢 歳 ) 大 ・ 昭 年月日性別ニ 
疾 患 名 

症状の出現 日 昭 和 年 月 日 時 分 

年 月 日 時   負 傷 口 昭和 ( 症状の出現 日 と相違する場合に 記載すること ） 

現在の状況 生存・死亡 ( 死亡年月日 昭和 年 月 日 ) 

職 種   雇人年月日 昭和 年 月 日 

事案の概要 
  負傷の状況 ) 
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様式Ⅰの 2 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等の 業務起因， 珪 判断の 

ための調査のまとめ ( 別表第 9 号 ) 

労働保険番号 

事業の名称 

事業の所在地 

名
 

ふ
り
が
な
 

労
働
者
氏
 

災
 

被
 

名
 

日
日
 

現
 

 
 

状
 

疾
症
発
 
現在の状況 

職 種 

事案の概要 
( 異常な出来事 
あ るいは特に過 
重な業務の内容 
を中， 田 こき 己 載す 
ること ) 

局 署 業務上科 止 ・ 外 

第 号 事業の種類 

労働者数 人 

  
T 電話   ，ソ へ ・ 

生年月日 日） 人（ ・英 瑠佳 時 年 年齢 月 歳 性別 ・女 男 

昭 牙口 年 月 日 時 分 

昭ミ 木ロ 年 月 日 時 分 
( 症状の出現 日 と相違する場合に 記載すること ) 

生存・死亡 0 死亡年月日 昭牙ロ 年 月 日 ) 

  
雇人年月日 昭和 年 月 日 
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過 重 負 荷 
の 内容の評価 

時間的経過の 
妥当性の有無 無 ・ 有 

業務以外で発症 
に 関連している 
とみられる事柄 

その他特記 
すべき事項 

  
  

一 8 9 一 



様式 2 

脳血管疾患及び 虚血性疾患等の 業務起因性 
平 U 断のための調査 稟 

1. 被災労働者に 関する一般事項 

職 歴 事 業 場 名 職 種 
( 主なものを 記 ( ) ( 昭和 年 月一昭和 年 月 ) (   
載すること )   ) ( 昭和 年 月 - 昭和 年 月 ) (   

  ) 0 昭和 年 月一昭和 年 月 ) (   

現在の事業場に 配 属 先 職 ネ重 

雇人後の配属 先 ( ) ( 昭和 年 月 - 昭和 年 月 ) (   
( 百五のものを ( ) ( 昭和 年 月 - 昭和 年 月 ) (   
記載すること )  ( ) ( 昭和 年 月 - 昭 元ロ 年 月 ) (   

  ) ( 昭和 年 月一昭和 年 月 ) (   
  ) ( 昭和 年 月 - 昭和 年 月 ) ( ) 

勤務形態、 所定 所定労働時間 時 分 @  時 分、 実労働時間 時間 分 
労働時間及び 所 
定休憩時間 

所定休憩時間 時 分 @  時 分、 実休憩時間 時間 分 

所 定 休 日 週休・ 週 2 株・隔週 2 株・祝祭日・その 他 ( ） 

通常の所定の 
業務 内 容 
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2  被災労働者の 身体状況に関すること 

を 添付すること ) 
健康診断結果定期健康診断 ( 診断結果の写 ( 理舌努薯姦有雙無 有 ・ ( 有 内容 、 血液生化学検査の 有無 無 有 ） コ 成人病検診 ( 黄舌兇害温石籠 無 石内容 ・ (  有 、 血液生化学検査の 有無 無 有 ） コ 

身長 (       体重 (   
既 往 歴 疾 病 名 発症 時 年齢 医療機関君，受診期間 
  先天性心疾患 (     歳 ) ( 
等の確認もする ( 

  
    歳 ) ( 

こと )   
  

    歳 ) ( 
      歳 ) ( 

） 

  
） 

    歳 ) ( 
  

） 

    歳 ) (   

基礎的病態 及ひ 無 ・高血圧症・ 高脂肪血症・ 糖尿病・その 他 ( 
その治療状況 

  

/ 色 ;  療 才ョ 容 
  
  1@ (@ オ オロ ロ 年年 冶 療 月 月 - - 期間 昭和年 昭和年 月月 ) ） 

  
  
  
    
  
  ( ( 昭和 昭和 年年 月一昭和 月 - 昭和 年年 月月 ）） 

家族の健康状態 続 柄 疾 病 名 発症 時 年齢 現在の状況 
( 祖父、 祖母、       歳 ) ( 生存。 死亡 ) 
両親、 兄弟の脳 (   )  ( 歳 ) ( 生有・死亡 ) 
血管疾患、 及び虚 く   )  ( 歳 ) ( 生存，死亡 ) 
血性心疾， 患 等に ( )  ( )  ( 歳 ) ( 生存・死亡 ) 
関連した疾患を (   )  ( 歳 ) ( 生存。 死亡 ) 
記入すること )  (     歳 ) ( 生存・死亡 ) 

嗜 好 等 
  喫煙、 飲酒等 
の 状況 ) 
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3 の 1  負傷に関すること ( 別表 第 Ⅰ 号 ) 

災害 ( 負傷 ) の 
発生状況及び 症 
状の出現 日 の 詳 
細 な状況 

負傷に関する 
治 療 状 況 疾 患 名 脳出血くも膜下出血・ 栓症 )  二次性循環不全・その 硬膜上出血硬膜下出血・ 他 ( 脳梗塞 ( 脳血栓症・ 脳塞 ） 

損傷の種類 切創・挫創・ 打撲・その他 (   

症 状 無 ・激しい頭痛・ 急激な血圧上昇・その 他 ( ） 

負 傷 部 位 頭部・頸部・ 顔面・その他 ( ） 

( 負傷部位がその 損傷又は症状との 機能的関連 他の場合 無 ・神経系，血管系・その 他 ( )  3 

負傷の性質 負傷の性質と 発症の医学的関連の 有無 無 ・ 有 

負傷の程度 負傷の程度と 発症の医学的関連の 有無 無 ・ 有 

負 傷 日 昭和 年 月 日 時 分   
  

症状の出現 日 昭和 年 月 日 時 分 

その他特記 
すべき事項 
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3 の 2  過重負荷に関すること ( 別表第 9 号 フ 

症状の出現日 の詳細な状況 月 日 曜日 出勤時刻 時 分、 退勤時刻 時 分 実 労働時間 時間 分・時間外労働時間 時間 
ぐ 業務量、 業務 
内容、 作業環境、 
身体の状況、 就 
業由 以外の状況 
及ひ 異常な出来 
事 に遭遇してい 
る 場合は、 その   ハ :" て百 " 己 

隷ョ ること ) 

就業中以外の 状況 

  

疾 患 名脳出血・くも 膜下出血・脳梗塞 ( 脳血栓症・脳塞栓症 ) , 高血圧性脳症   
一次堆石停止・ 狭心症・心筋梗塞 症 ，解離性大動脈瘤   

その他 (   

異常な出来事に 昭和 年 月 日 時 分 
遭遇した 日 ( 異常な出来事に 遭遇していない 場合は、 記載の必要がなりこと ) 

分 
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就業中以外の 状況 

  
  

被災労働者の 詳細な状況 

月 日 曜日 

四 
出勤時刻 時 分・退勤時刻 時 分 

実 労働時間時間分、 時間外労働時間 時間分 

日 

  
  

月 日 曜日 

五 
出勤時刻 時 分、 退勤時刻 時 分 

実 労働時間時間分、 時間外労働時間 時間分 

日 

    

月 日 曜日 

    出勤時刻 時 分、 退勤時刻 時 分 

実 労働時間時間分、 時間外労働時間時間分 

日 

前 

月 日 曜日 

七 
出勤時刻 時 分、 退勤時刻 時 分 

夫労働時間時間分・ 時間外労働時間         分 

日 

前 

月 日 曜日 

出勤時刻 時 分、 退勤時刻 時 分 

  実 労働時間時間分、 時間外労働時間時間分 

日 

  
目リ 
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被災労働者の 詳細な状況 就業中以外の 状況 

月 日 曜日 

九 
出勤時刻 時 分、 退勤時刻 時 分 

実 労働時間 時間 分、 時間外労働時間 時間 分 

日 

前 

月 日 曜日 

十 
出勤時刻 時 分・退勤時刻 時 分 

実 労働時間 時間 分、 時間外労働時間 時間 分 

日 

  
同 lJ 

  

業務量、 業務内容、 作業環境． 身体の状況等の 概要 

十 
  

日 

  
前 

症状の出現 日 昭和 年 月 日 時 分 

年 月 日 時 分 発症 日 昭和 ( 症状の出現 日 と相違する場合に 記載すること ) 

その他特記 
すべき事項 
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l. 循環器系に影響を 及ぼす労働 

Ⅲ 身体的負荷 ① 作 業 姿 勢 姿 勢 

安 ト定 性 

姿 勢 変 化 

② 筋 運 動 律動性 筋 収縮 

持続 性 筋 収縮 

重     
里 

速   度 

(2) 精神的負荷 ① 清動性 変化 興 奮 

墳 怒 

痙 痛 

恐 布 

元年 しハ 一尺 

② 精神的ストレス 

㈹ 作 業 環 境 ① 温 度 暑熱、 寒冷、 温度変化 

② 明 暗 明暗の程度、 明暗の変化 

  
  

③ 気 王 

④ 振 動 

⑤ 騒 立   
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2. 脳 ・ ，む 臓疾患のリスクファクター 
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2 .   月 至要 痛 
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事務連絡第 42 号 別添   昭牙 051 上戸 10 月Ⅰ 6 日   

腰痛に係る業務起因， 桂 、 判断のための 調査実施要領 

l. 対象等 

この調査実施要領は、 災害性の原因による 腰痛及び災害性の 原因によらない 腰痛のいずれにも 

適用てきるよ う に作成した。 腰痛発症の原因には 比較的最近の 業務に起因するものと 長期間にわ 

たる業務歴によるものがあ るので、 事案により一部の 事項は選択的に 調査すること。 また、 作業 

態様等特定の 事項の詳細は 職種等により 異なるので、 c れら調査項目は 細部事項の必要に 応じ適 

宜定められたい。 

2, 業務経歴及び 既往災害 歴 

Ⅲ 比較的短期間の 労働で発症した 腰痛の場合 

災害性の原因による 腰痛のうち比較的最近の 負傷 ( 急激な力の作用による 内部組織の損傷を 

含む。 ) に起因すると 思われるもの 及び災害性の 原因によらない 腰痛のうち比較的短期間 ( お 

おむね 3 カ月から数年以内 ) における腰部に 過度の負担のかかる 業務に起因すると   甲 、 われるも 

のについては、 業務経歴の調査は、 これらの腰痛発症原因がは 握できる範囲で 最小限にとどめ 

てよい。 

ただし、 受 傷の仕方．作業態様等は 腰痛発症原因となり 得るか否かを 見きね められるよ う に 

可 白目な限り詳細に 調査すること。 

㈲ 相当長期間の 労働で発症した 腰痛の場合 

災害性の原因によらない 腰痛のうち、 かなり以前 ( 例えぱ 、 1 0 数年一 2, 0 年前 ) の災害の 

既往が発症の 原因となっていると 居、 われる       これらの事例の 多くは、 災害の既往に 加えて 
  

腰部に過度の 負担のかかる 業務負荷が相まって 腰痛を発症させるもめがあ り、 災害性の原因に 

よらない腰痛としてとらえられることも 少なくない。 ) 及 び 災害性の原因によらない 腰痛のう 

ち 相当長期間 ( おおむね 1 0 年以上 コ における重量物の 取扱い等の重 敵 な業務又は腰部に 過度 

の 負担のかかる 業務に起因すると 思われるものについては、 当該労働者の 全業務経歴を 調査す 

5%   要 があ る。 C のような事案の 業務経歴調査は、 長年にわたる 業務と脊椎の 骨変化 ( 一般に 

腰椎下部に変性が 認められる場合が 多い。 災害の既往があ るときは胸椎又は 腰椎上部に変性が 
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認められることがあ る 0 ) との関連を把握するため、 既往災害 歴 - 作業態様、 作業時間及びこ 

れらの経年的推移を 調査する必要があ る。 ただし・ C れらの調査は 概括的でよく、 細部事項の 

調査は省略してよい。  
 

  

3. 臨床所見等 

[1@  自他覚所見 ( エックス線所見を 除く。 ) 

ィ 主 訴 

腰痛の発症の 時期、 腰痛の程度、 ・ 1 日のうちどの 時間帯で痛いか、 どの作業のとき 痛いか 

( 作業態様を具体的に 調査する必要があ る。 ) 等について、 前記 2 「業務経歴及び 既往災害 

歴 」の調査と対比しながら 本人の主訴を 中心に調査する。 

ロ 医学上の所見 

自覚症状、 視診・触診，諸検査成績の 所見のうち腰痛の 程度・異常所見、 発症の直接原因 

等について療養時の 記録に基づいて 主治医を中心に 調査する。 

(2) エックス線所見 

ェノ クス繍像による 骨 変化は前記 2 の (2) 「長期間の徒事歴のあ る 老 Ⅱ c 係る腰痛の調査に 不 

可 欠であ る 0 災害の既往 ( かなり以前のもので 強度の打撲、 骨折等 胸 腰椎に損傷を 与える程度 

のものに限る。 ) 又は腰部に過度の 負担のかかる 業務への従事歴がどの 程度関与しているかを 

みるため、 可能な限り、 最近の ェノ クス 細 写真、 5 年程度以双のもの 及び ] 0 年程度以双のも 

のを入手のうえ 経年的な 骨 変化を調査することが 望ましい。 

ェノ クス繍像による 異常所見については ，異常の具体的な 内容 ( 前後、 左右、 第 1 斜位、 第 

2 斜位、 最大屈曲、 最大伸展 像 によりみる。 ) 、 その程度 ( 特に加齢現象に 伴う 胸 腰椎の変性 

に 比して著しい 病変が認められるか、 軽度の変性であ るか、 あ るいは両者の 中間の変性であ る 

か ) 等について調査する 必要があ る 0 ただし、 その評価については、 専門医の判断を 求める 必 

要 があ る。     

4. 療養の状況等     

腰痛の程度をは 握 するため療養機関ごとに 人通院の状況、 主な・治療の 内容・治療の 回数等を調 

査する。 この場合、 できるだけ最近の 療養及び症状の 経過を見落さないようにする 必要があ る。 

これらの事項の 調査対象期間は・おおむね 3-6 カ月とすることが 望ましいので、 療養を受け 

た医療機関が 多い場合、 調査の省略や 調査もれがないよう 留意すること。 なお、 上記調査対象期 

間以前の療養状況は、 本人からの聴取によりは 揖 しておくようにすること。 
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別紙 

腰痛に係る実地調査 表 

Ⅰ 発症労働者に 係る一般的事項 

労働保険番号 

名 称 
事 業 場 

所在地 

労働者氏名 

傷 病 名 

身 長 

  

明 
性別 生年月日 大 年 月 日 (  オ ) 

昭 

職 種 

㎝ 体 重 kg 

    

0 ・ 業務経歴 

4  人壮年月日 昭和 年 月 日 

日 職歴経験年数 

職 

入 

社 
前 

入 

社 
後 

左のうち「腰部に 負 
種 従 事 期 間 従事年数 担 のかかる業務」 へ 

の 従事年数 

年 月一 年 月 年 月間 (  )  年 月間 

年 月 - 年 月 年 月間 ( ) 年 月間 

年 月 @  年 月 年 月間 (  )  年 月間 

年 月一 年 月 年 月間 (  )  年 月間 

年 月 @  年 月 年 月間 (  )  年 月間 

年 月 - 年 月 年 月間 ( ) 年 月間 

年 月 - 年 月 年 月間 ( ) 年 月間 

年 月一年 月 年 月間， (- )  年 月間 

  

  

( 注 1 )  石欄 の 「腰部に負担のかかる 業務」とは次の イ - ホ に 掲げる業務とする。 

イ 重量物の取扱い 等の重 敵 な業務 C ( 解説コ 2 一 ・ (2@ ィ 又は ロ ) 

ロ おおむね 2 0 ㎏以上の重量 物 又は軽重不同の 物を繰り返し 中腰 て 取り扱う業務 ( 同 2 

一 Ⅲ 一 イー㈲ ) 

ハ 腰部にとって 極めて不自然ないし 非生理的な姿勢で 毎日数時間行う 業務 ( 同 2 一 Ⅲ一 

々 Ⅱ 式フ 

 
 

 
 

 
 

 
  

 



ニ 長時間にわたって 腰部の伸展を 行うことのできない 同一作業姿勢を 持， 続 して行う業務 

( 同 2 一 Ⅰ トイーい ) 

ホ 腰部に著しく 粗大な振動を 受ける作業を 継続して行う 業務 ( 同 2 目 @ ト ィ 一口 ) 

( 注 2 )  左横 の ( ) 内には、 上記 ( 注 ] ) の 々 一ホのうち該当するものを 記号で記入する 

こと。 

ハ 過去Ⅰ年間の 勤務の状況 

日の所定労働時間 ( 休憩時間を除 < 時間 分 

@ 可 児別、 句 別の実働日数及び 残業時間数 

戸別 

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 

句別 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 

上 旬 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 

（ ] 比 -]0 日 )  時ぉ 日 時間 時間 時 ゎ田 崎 @ 堤 時 デ田 時間 時間時間 時ゎ田 時間 時ぉ苛 

中 旬 日 

( 11 日 -20 日 )  暗宿 胡 

下 句   
C21 日一月末 )  時間 

討 
日 

  
l 目引 

              

3. 既往災害 歴 ( 腰 背部の負傷に 限る。 ) 

傷病名 負傷時期 負傷時の作業内容と 負傷の状況 八通院期間 医療機関 名 

年 月頃 日間 

( 庄 1 )  腰部捻挫、 打撲等があ り医療機関で 治療を受けなかった 場合にも記入すること ( C 

の場合 右 2 欄 余白 ) 。 

( 注 2 )  「負傷時の作業内容と 負傷の状況」欄は ， 本 八から聴取した 事項 ( 骨折、 打撲等の 

部位、 墜落の高さ，激突 物 、 痛みの程度、 作業状況等 ) の ヂち 特記事項を記入するこ 

と 。 

4. 臨床所見等 

  主要愁訴 ( 腰痛発症の時期、 腰痛の程度・ 1 日のうちどの 時間帯でとくに 痛むか、 とのよ 

    コ
し
 

 
 

ち
特
 

 
 

の
 

項
 

事
 

た
 

 
 

取
 

ら
聴
 

カ
 

八
 

て
本
 

 
 

つ
 

 
 

 
 等
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、
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き
 

と
 

る
 

と
 

を
 

勢
 

姿
 

な
 

 
 

よ
 

の
 

ど
 

で
 

業
 

な
作
 

 
 

 
 

甘
且
 

Ⅰ
 

 
 

  

 
 



  

    

  
  

  
  

  

  

事項を記入すること。 ) 

ロ 他覚所見 ( 療養を受けた 機関ごとに・ 検査・療養の 記録に基ついて 主治医から次の 事項を 

調査し、 必要事項を記入し、 又は記録の写を 添付すること。 ) 

牝 ) 自覚症状 

㈲ 視診上の所見 ( 脊椎の異常等 ) 

パ 触診上の所見 ( 腰 背部の指圧痛・ 掌 圧痛、 運動 痛 、 四打病害 ) 

㈲ ラ セ ーク テスト等の諸検査成績 

㈱ 脊椎の エノ クス 緩 所見 ( 災害の既往による 変性その他加齢現象を 止まわる著し L 、 ，病変の 

有無等 ) 

㈹ 症状の経過と 現症状 

( ト ) 腰痛発症の直接原因 ( 主治医の意見 ) 

㈲ その他の参考事項 

( 庄 I )  X ノ クス 線 フィルムは各医療機関 て 撮影したもののうち 腰痛に関するものをす 

へて入手 ( 借用 ) するように努めること ( 5 年程度以双のもの・ 1 0 年程度以双 

のものも可能な 限り入手すること。 ) 。 

( 庄 2 )  腰痛に関する エノ クス 線 フイルムには、 一般に前後、 左右・ 第 1 斜位、 第 2 割 

位 、 最大屈曲、 最大伸展 像 をとったものかあ る。 

5  療養の状況等 

医療機関名 人通院の期間みの 治療日数 日を除く ( 検査の 0 )  主な治療の内容 就 労 状 況 

年月日一年月日 延 日 

  
  

( 庄 1 )  本調査対象期間はおおむね 3-6 カ月間とするが、 特にできるだけ 最近の療養状況 

を把握するように 努めること。 なお、 この期間以前の 療養状況は本八からの 聴取によ 

り 把握しておくこと。 

( 注 2 )  「大通院の期間」欄は、 当該医療機関における 療養開始から 終了 ( 転院 ) まての 期 

間及び入院、 通院の別を記入すること。 

( 庄 3 )  「主な治療の 内容」欄は、 投薬・注射、 理学療法、 はり・きゅう、 手術等の別を 簡 

漢に記入すること。 
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参考様式 ] 

フ オークリフト 運転者 

  

フォークリフト 運転者に関する 腰痛症の 

実 地 調 査 復 命 書 

昭和 年 月 日から昭和 年 月 日までの 日間のうち 日実地調査 

した結果を下記のとおり 復命します。 

昭和 年 月 日 

労働基 偉 監督署長 殿 

官職   氏名 ㊥ 

官職 氏名 ⑳ 

労働保険 

  番 万 
  

調 事 名 称 

業 

来 場 所在地 

査 
労働者氏名 

書 
生年月日 正和 昭 大 年月日 て才 ) 

傷 病 名 職 種 
対 

調 名 所 

称 在 
地   又 

氏 
ま l     

失 名 
住 
所 

]. 発症労働者関係 

Ⅲ 経歴について 

イ 入社年月日 昭和 年 月 日 
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ロ 職歴経験年数 

職 種 従 事 期 間 
  

従事年数 

  年 月 @  年 月 年 月 

社   年 月 @  年 月 年 月 

  
  年 月 @  年 月 年 月 

年 月 @  年 月 年 月 

入 
年 月 @  年 月 年 月 

社 年 月 @  年 月 年 月 

後 
年 月 @  年 月 年 月 

年 月 @  年 月 年 月 

""  フ オークリフト 運転従事年数 年 月 

分 まで 時間 分 

分 まで 時間 分 

時間外 時間 分 

ニ その他無軌道車の 運転従事年数 

車種 名 ( ) 年 月 

  ) ノ Ⅰ 年 月 

(2) 労働条件について 

イ 労働時間 

@ 日の所定労働時間 時 分より 時 

1 日 の 休 憩 時 間 時 分より 時 

過去 1 カ 年の ] 日 平均労働時間所定労働時間 時間 分 

過去 ] カ 年の ] カ 月平均労働日数月平均 日間 
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様
 

の
態
 

業
 

作
 

 
   平均 時間 最低 時間 

フォークリフト 運転中の作業姿勢 

フ オークリフト 以外の業務内容 

(3) 健康状態について 

体重・身長・ 座高 体重 kg 身長 cm   C 田 

既   主たる診療機関君 

往   

症 

身体障害の有無 有 (   無 

宮部 位その他 頭 ・ 頸 ，のど (   肩 ・ 胸 ・ 背 ・胃腸・ 腰 ・上肢・下肢・ ) 四 部位と症状を 線で 覚 症状 ・だる 病 い眼 ，が しか びす れ む る そ この る他 （ ぃ 疲れやすいはき け 結ぶ 

症 症状が特に強く 現する時又は 動作 発 

状 日常生活上の 支障 

現在治療の有無 有・診療機関君 ( ） 無 

(4@  その他 

法
問
 

時
 

方
要
 

所
 

勤
 

勤
 

通
通
 
趣 味 

無
項
 

 
 の

参
 

 
 兼

そ
 
本 人 の 主 張 

片道 時間 分 

    

有 (   無 
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2. 事業場関係 

Ⅲ 所有車輌について 

  

(2@  主に運転した 車輌について 

フォークの型式ラム・その フ オーク・ ノぐケ 促 b.( ノ         ドクランプ。 回転クランプ・クレーンアーム   
  

原動機の種類 ヂ一 ゼル式・ガソリン 式。 バッテリ一式 

最 大 過 重   

車 輌 番 号 

  
型 式 記 ・ 号 

製 造 年 月 昭和 年 月 

製造会 社小松・三菱・ トョタ ・日産・いす ず ・東洋運搬 機 ・その他 (   

運転席の位置 左 側   中 央   右 側 

ミラ一の有無                 クミラー・サイドミラー : 片側・両側・ 無 

              かめ 状態 ヮプパ 一の 径 ( 約 c0)  " ンドル軸の傾斜角度 ( 約 度 )   
ハンドル回転   
操作の状態 重 い   軽 い 

  軽 い クランチ操作 の 状 態 重 い 

運転席の状態 クッシ。 ンの 良   否 

背 もたれの 
有無と高さ 石   高さ く約 c 田 ) 無 

その他参考事項 
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(3) 作業環境について ( 作業場所の平面図を 添付のこと ) 

通行 路の 
屋   平 坦   凹凸大   凹凸 @, 」 、 

床面の状態倉庫出入口斜面 ( 有 ・ 無 ). 凹凸 ( 有 ， 無 ). その他 ( 

床 西 平 坦   凹凸大   凹凸 小 

運転操作 窮 屈   楽 

倉庫内の状態 
扮 し ん 多 い   やや多 い   少ない 

換気装置 有   無 

(4) 予防対策について 

振動を緩和するための 
適切な整備 

運転時間 ( 特に連続運 
転時間 ) の適正な規制 

腰痛予防のための 職場 
体操の実施 

適当な場所の 臥床し得 
る 休養施設 

運行路面の箇所の 改善、 
補修 

その他参考事項 

会 社 側 の 主張 

3  診療機関関係 

診療機関 名 所 在 地 

傷 病 名 主治医氏名 

発症年月 日 年 月 日 冶ゆ 年月日 年 月 日 ( 見込 ) 

療 養 期 間 年 月 年 日 - 月 - - 日 ( 実 診療 日 ) 

休 業 期 間 年 月 日 -- 年， 月 日 ( 休 業 日 ) 

療養の経過 

一 Ⅰ 10 一 



  

  

  

日 撮影 ) 

臨 床 所 見 

検 査 所 見 

X 線 所 見 
( 年 月 

( 特に胸，腰椎 ) 

症状   経過 
と 現 症 状 

医師の意見 

その他参考事項 

見
 

"
'
"
"
 

，
邑
 

 
 

官
 

査
 

調
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事 実 字 上 記 録 書 

フリカナ 

氏 名 
職 種 

手一ユ 

老の 現住所 生年月日 明・ 大 ・ 昭 年 月 日生 (  才 ) 

勤務先 入社年月日 昭示 口 年 月 田人社 

]  入社まての職歴 昭和 年 月 日より、 昭和 年 月 日 (  与 力 月 ) 職種 

昭牙口 年 月 日より、 昭 辛口 年 月 日 (  年 力月ゥ 職種 

昭示 軽 年 月 日より・ 昭 赤ロ 年 月 日 (  年 力月 ) 職種 

昭牙ロ 年 月 日より． 昭 オロ 年 月 目 (  年 力月フ 職種 

2  入社後の職歴 昭示 0 年 月 日より、 昭 舌口 年 月 日く 年 九月 ) 職種 

昭示 0 年 月 日より、 昭禾ロ 年 月 田 (  牛 力 月フ 職種 

昭 オロ 年 月 日より、 昭牙ロ 年 月 目 (  牛 力 月フ 職種 

3. 労働時間について 

Ⅲ Ⅰ日の所定労働時間 時 分より 時 分まで 実働 時 分間 

(2@  1 日の休憩時間 時 分より 時 分まて 実働 時 分間 

(3@  1 日の時間外労働時間 通常則 時間 多忙潮 時間 

(4) 運搬 機の ] 日の運転時間 通常潮 時間 多忙潮 時間 

(5) 運搬 機 以外の業務内容 ] 日の労働時間のうち 時間 

(6@  1 カ 月間の繁忙の 状況 ， 忙しいのは 日より 日まてと 日より 日まて 

(7@  ] 力 年間の繁忙の 状況 ， 忙しいのは 月 月 月 月 月 

(8@  休日は 週休 過 2 株 隔週 2 株 祝祭日 (   

(9@  1 カ月平均労働日数等 最大 日間 平均 日間 最 ， J 、 日 

㈹ その他参考事項 

  
4. 主に運転する 運搬 機 について 

(1@ 運搬機の種類 

(2) 原動機の種類 A チ一 セル式 目 カソリン式 

C / ぐ " ノア " @ 一テ や D  その他 て   

川 最大荷重 @ 、 し @, 

一 1 Ⅰ 2 一 

 
 



  
  

@4) 製造会社名 

(5@  製造年月 昭和 年 月 製 

!6) 運転席の位置 左側   中央   右側 

l) ｜ ( ( 一の有無 有てハ / クミラー・サイト こ ラ ー : 片側， 両偵 U)   無 

      ハントル回転操作の 扶 態 重 い   軽 い 

(9@  クラソ チ操作の吠 態 重 い   軽 い 

      運転席の クノ / 。 ノの 状態 良 し「   亜 し、 い 

        背 もたれの有無と 高さ 有 ( 高さ約 cm)    無 

1 ヵ 運転中の作業姿勢、 動作 ( 頸や身体をねしる 等 ) 

    運搬機の改善す へき，点 

㈹ その他参考事項 

5  作業環境について 

Ⅲ 運搬機の運転範囲 屋外のみ・倉庫内のみ・ 屋外と倉庫内 ( 倉庫内約 % ) 

(2) 運行路の床面の 状態 (a) 屋外は ( 平坦・凹凸 大 ・凹凸 小 ) 

      倉庫出入口は ( 斜面 有 ・ 無 凹凸 有 ・ 矩 

その他 ( ) ) 

㈹ 倉庫内の状態 (a) 床面は (  平 坦   凹凸大   凹凸 小 ) 

      運転操作 (  窮 屈 ・ 楽 ) 

      扮 しん 量 (  多 い   やや多い   少ない ) 
  

  
      換気装置 (  有 ・ 無 ) 

Ⅲ 休憩室内の環境状況 良い   普通   票、 ， ( 理由 

  

(5) 作業環境 て 改善すへき 点 
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(6@  その他参考事項 

6. 健康状態 度ぴ 生活環境について 

田 身長，体重・ 座高 (a)  身長 。 "  (b@  体重 kg  (c)  座高 cm   
      既往症 ( 現在までにかかった 主な傷病について ) 

傷 病 名   冶ゆ 年月 主たる診療機関君 

年 月 年 月 

年 月 年 月 

年 月 年 月 

年 月 年 月 

(3@  身体障害の有無 有 ( ) . 無   
徒歩・自転車・ 自動車 ( 社 ・ 自 ) . タリ 車 ・その他 (   

(5@  趣 味 読書・青藍 柴 ・スポーツ ( ) . 映画・囲碁・ 将棋・魚釣 

・ @ 雀・パチンコ ，そのイ出 （ ) 

(6@  兼業 ( 伊り …農業等 ) の有無 有 ( ) . 無 

(7) 現在の症状について ( 部位と症状を 繍で結ぶこと ) 

部位… 頭 ， 頸 ・のど・ ロ ・ 胸           胃腸・ 腰 ・上肢・下肢・その 他 (   

症状…痛い・し び れる・凝る・だるい・ 疲れやすい・は きけ ・眼がかすむ   

その他 ( ） 

@8) 前項の症状は (a) 乗務前からあ った。 

      乗務後   年   力月 ごろより ( 角 ・激に・徐々に ) 発症した。 

(9@  症状が特に強く 発現する時又は 動作 

一 1 l4 一 



  

  
㈹ 日常生活上の 支障 

無
 

 
 

断
名
 

診
 

名
 

関
 

機
 

療
 

診
 

 
 

有
 

 
 

0
 
者
 

療
参
 

泊
地
 

在
の
 

現
そ
 

 
 

 
   

上記の通り相違あ りません。 

昭牙 0  年 月 日 

労働基準監督署長 殿 

㊥
  

 

氏
名
 

 
 

-
 
ユ
 

申
 

上記の通り において申立人の 申立てにより 記録した。 

昭 赤ロ 年 月 日 

労働基準監督署 

官職氏名 ㊥ 
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参考様式 2 

電気工事作業者 

非災害性腰痛等にかかる 調査書 労働者氏名 

保険番号 事業の名称 所 在 地 

労働者数男名・ 文名 事業主取氏名 

会社の概要 事業の種類 本社の名称 本社の所在地 

性 別 等 年   体 格 体 重   
身体的条件 男 女 M     生     

既婚 未婚 S     生 k こ 

職 
事 業 場 名 

期 間 
作業内容 ( 取扱 物 、 重量、 形 等 の性質、 

/ 重 一一一 - 一 所 -- 一一一 在 ---- 地 一一 - 時間、 回数等 ) 

        
職               ） 1 現除 戟く を 

                
l 日の内平均的作業時間度 ひ 回数 

及 び 
  不自然な姿勢 

作業姿勢等   時間 時間 

至     回数 回数 

具 体 的 
作菓 内容 

当該作業におけ 有 

作案環境 る 類似症状を有 
するものの有無 無 

傷病名ス 多 は 発症の原因診察期間治療期間 休業の 有無 治 療 内 容 等 

        
腰痛 症 及 び 
接 席に関連   
する病歴   

  
( 現 含む 症を     

至       
至         

基踵 疾病の 有 
有無及 び程 
  無 

一 l 16 一 



㌃ 
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医 師 の 意 見 書 

患者氏名 

傷病名 (   

1  初診時の症状について ( 昭和 年 月 日初診 ) 

2  下記の諸検査のうちて 施行されましたものについて、 その成績あ るいは異常所見の 有無 奄 

お知らせ下さい。 

⑥ 頸椎 レ線 検査 (  年 月 日 )  異常 有   無 ⑨ 腰椎 レ綾 検査 年 月 日 ノ ⑥ 胸部 レ線 検査 年 月 日 ) 

⑥ 心 電 図 (  年 月 日 ) 

⑥ 血液一般 (  年 月 日 ) 

赤 血 球 

白 血 球 

Hb 

赤 沈 値 (  年 月 日 ) 

60' 

120" 

C R P ( 年 月 日 ) 

R   

A S L 0 

肝 ィ殻 能 (      日 ) 

尿 一 般 く 年 月 日 フ 

血 圧く 年 月 日 )   

て 年 月 日 )     
  

⑨ せき 柱 ( 頸椎，腰椎 ) の視診・触診，可動性・ 圧痛点について 
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医師君 
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参考様式 3 

保育所 ( 園 ) における 窩 H 動 

保育所 ( 園 ) における保母の 労働実態調査書 

調査担当官 

調査年月日 

1  事業場名称 申請労働者 氏名 

所 在 地 住所 

2  事業主氏名 生年月日 

3 労働保険番号 医療機関 

4  労働時間、 労働密度について 勤続年数 

・保母、 調理士、 雇用人、 その他の人員数の 上に () 書で法定数を 記入のこと。 

・公称収容人員でな・ く ・実収容人員を 調査し、 建物によるクラス 編成の実態をは 揖 すること。 

なお・備考欄には 現在員で通院又は 病休の者を記入する c と。 

一 l 21 一 



㊥ 発病労働者が 担当した幼児 数 の戸別推移 

( 労働者氏名 ） 

月
 

月
 

月
 

月
 

・担当月の中に 身障児等がいるときは 内数で ( ) 書すること。 

・発症前 ] カ 年について記入のこと。 

④当該事業場の 所定就業時間 及ぴ 休日等 

報 時 分 一 夕 時 分 迄 休憩 目 時 

（ 時間 ) 
亜 時 

休日 実働 時間 

就業時間及び 休日の実態 ( 所定と同一の 場合は記入を 要しない。 ) 

時差出勤は何日交替でやっているか ( 例 、 早出、 申出、 遅出は 3 日とする 0 )0 

  発生前 1 ヵ年の勤務状況 

戸別 
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 吉士 

勤務状況 

稼働日数 

欠勤日数 

時 間 外 
労働時間数   

休 日 

@ 労働日数 l 
                        

㊥ 当該事業場Ⅰ年間の 平均休暇取得日数 

㊦保母本来の 仕事以覚と思われる 労働の実態 

㊦ 休憩時間中の 保母の実態 
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① 昼食時及 び 午睡時における 保母の実態 

⑦騒音はとの 程度か ( 計測する。 コ 三生   十一 ン 

室 ホーン 

5  施設の概要 

  本 施設は保育所 ( 図 ) を目的として 造られた           

なお、 本 施設の見取図を 添付すること。 

㊥ 呆育室 の 延 面積   八 当たり 

休養 ( 休憩 ) 室の面積   八 当たり 

保育室、 給食 室 ・午睡 室 、 遊びの部屋・ 事務室等の関係 

場所 @ 措 か 2 階 か 声明 換気 

痛風 拐 月水 広さ 

設備 

⑧施設環境 保母を対象に 施設か設置してあ るか。 

保母か使用しなけれはならず・ 使用について 腰をかかめる、 力を入れる等を 必要とするもの 

・水道の高さ 

・椅子の高さ・ 大きさ 

・机の高さ 

。 トア の ノブの 高さ 

・便所の トア のノブの高さ、 便所は水洗かとうか。 

6  労働の実態 

] 日の労働時間を 1 0 0 とし、 各項目ことに 数字を記入する。 

中腰、 しゃがむ、 手 ・腕の使用状態を 中心として、 項目を足してもよい。 

なかっの交換 子供を両手 て 2 人 抱 上げ 

右手 1 八抱 上け 左手 1 人 抱 上げ 

排せっ ( 一 せ い ) 給食準備 ( 調理室より食事現場まて ) 
  

食事をさせる 給食の後片付け   

排せつ ( パンツの中 ) 子供を坐らせる 

お やっ 服 をめがせる 

服 をきせる 机 ・椅子の掃除 

子供の顔、 手をふく 子供のはなをかむ 

子供がぶらさがる 子供の手をひく 
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子供が角．に 後より押す 

馬の姿勢 

おしめ洗い 

その他の洗濯 

片 ひじ 枕 

汚物の処理 

子供の飛びっき 

膝 立ての姿勢 

走 る 

寝具その他の 乾燥 

取入れ 

汚物の消毒 

ヘノト 枠の上げ下し 

7. その他 

① 保母の精神的負担について 

㊥ 保母の会議、 保護者会、 保母会等の実態 

④ 保育所 ( 園 ) の特別な行事、 催 物の実態 

㊤ 保育所 ( 図 ) て 飼育する動物等の 実態 

㊦ その他特記事項について 
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保母の労働実態、 生活実態調査 ( 追加 ) 

 
 

最近 ] カ 月間の 1 日 平均労働時間は 何時間か。 

最近Ⅰ カ 月間 て Ⅰ日の力闘 が 一番長かったのは 何時間か。 

仕事を家に持ち 帰りますか。 その内容は。 

休憩時間はとれますか。 平均何分 位か 。 休憩中は何をしますか " 

勤務時間中トイレは 自由に行けますか。 

昼食は子供と 一緒てすか。 

有給休暇は自由に 取れますか。 

昨年は何日取りましたか。 

特別休暇 ( 冠 婚、 葬祭、 生理等 ) は自由に取れますか。 

昨年は何日取りましたか。 

⑧事務室はあ りますか。 1 日 何時間仕事務室で 過ごすか。 事務の内容は。 

⑫ 有給休暇、 休日には主として 何をしますか " 

趣味は何ですか ( 編もの、 洋裁、 その他 ) 。 

⑧ 疲労，苦痛となる 作業はなんですか。 1 日 何時間使あ りますか。 

⑭ ) 日で一番疲れるといった 感じの時間帯は。 翌日にはほぼとれますか。 

⑬結婚していますか。 家族構成は何人ですか。 家庭では休めますか。 

⑱ 妊娠経過はどうでしたか。 出産はどうでしたか。 産前産後は何日休みましたか 0 

⑰持病をもっていまずか。 学生時代クラブ 活動 ( 運動 ) をしましたかひ 

⑱ 身体はどの様に 悪くなり、 その経過と現在の 状況はどうですか。 
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1.  医療機関 名   

住 所 

責任者 

主治医氏名 

2.    患 者 氏 名 

主治医の意見聴取書 

調査相当 老 

生年月日 

住 所 

3. 初診時の患老の 自訴 

4. 初診時の他覚的所見 ( 付 レントゲン所見 ) 

5. 調査時までの 実 診療日数、 治療の内容及 び その効果 

  

  

  

初診時と調査時との 患者自訴の相違 

将来の・治療方針と 見通し及び休業の 可否について 

その他特記事項について 
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日 の 作 業 実 態 

( 労働者氏名   

考 
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3. 電離放射線障害 
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昭牙ロ 5 Ⅰ年 1 1 月 8 日 

基発 第 8] 0 号 別添 

電離放射線に 係る疾病の業務起因性判断の 

  

ための調査実施要領 

この調査実施要領は、 原子力発電所における 業務、 核燃料物質の 製造又は加工の 業務、 非破壊 検 

蚕業務及び医療機関における 放射線業務についてそれぞれ「電離放射線に 係る疾病の実地調査 票 」 

を定めたものてあ る ( 月 @J 紙 1-4 ) 。 この調査 票は 、 電離放射線に 係る疾病の業務起因性の 判断を 

行う場合に老   要 な事項と調査の 手順を前記の 業務ことに掲げたものてあ るので、 本調査 票 により 当 

致事項のは握に 努めることとする。 

なお、 これらの業務以外に ，研究機関における 放射線業務、 密封 紘頓 による計器の 製造、 使用、 

補修等の業務、 滅菌、 皮膜 加 1 、 発芽抑制等を 行うための放射線照射の 業務等の電離放射線被ばく 

を 受けるおそれのあ る業務があ るが．これらの 業務における 電離放射線に 係る疾病の実地調査に 際 

しては、 別紙 1 一 4 の調査 票 のうち適当なものを 選択のうえ、 その調査実施要領に 準じて調査を 実 

施すること。 
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別紙． 1  電離放射線に 係る疾病の実地調査 票 ( その 1 ) 

原子力発電所における 業務に係る調査 票 

@  被災労働者に 係る一般的事項 

労働保険番号 

名 称 電話 

事 業 場 
所在地 

労働者氏名 性別異，土生年大正年月日生 月日 明治 (  オ 
昭和 

職 ネ重 

傷 病 名 

現 泥 土 ・ 死 く死亡年月日 昭和 年 月 日 ) 

請 求 書 

    受理年月日 
昭和 年 月 日 

請求の種類 

Ⅱ
 

被災労働者の 業務経歴 

1. 入社年月日 昭和 年 月 日 

2. 職歴経験年数 

事業場 名 従事期間のう 
職 種 従事期間 従事年数 放射線業務 ち 放射線業務 

所 在 地 従事年数 

入 
昭 弁口 年 月一 

牛 力 月 牛 力 月 

昭和 年 月 
社   

昭和 年 月一 
前 手 力 月 年 力円 

昭和 年 月     

入 
昭和 年 月一 

年 ， 力月 手 力 月 

昭和 年 月 
社 

後 年 力石 
昭和年月 昭和年月与力 - 月 
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ダ @ 

/ 
「放射線業務」欄には、 次に掲げる業務のうちから 該当するものを 記載すること。 

Ⅰ 

  ェノ クス線装置の 使用又は エノ クス線の発生を 伴う当該装置の 検査の業務 

ロ サイクロトロン・ へ一タ トロンその他荷電粒子を 加速する装置の 使用又は電離放射線 

( アルフ 了線 、 重陽子線、 陽子線、 へ 一タ 線 ・電子線、 中性子線、 ガンマ線及び ェ ，クス 

線 をい う 。 ) の 発生を伴 う 当該装置の検査の 業務 

ノヘ ェ / クス 級管 若しくは ケ メトロンのカス 抜き又は エ / クス線の発生を 伴うこれらの 検査 

の 業務 

ニ ストロンチウム 9 0 ・ コ ハルト 60 等電離放射線障害防止規則に 定める放射性物質を 装 

偏 している機器の 取扱いの業務 

ホ 前号の放射性物質の 取扱いの業務 

へ 原子炉の運転の 業務 

  前号のほか原子力発電所において 従事する電離放射線 被 はくを受けるおそれのあ る業務 

チ 坑内におけるウラン 鉱 、 トリウム 鉱等 原子力基本法第 3 条第 3 号に規定する 核 原料物質 

の 採掘の業務   

リ 核燃料物質の 製造又は加工の 業務 

ヌ ィ からりに掲げる 業務のほか・ 電離放射線 被 はくを受けるおそれのあ る業務 
ノ 

皿 事業者に対して 調査した結果に 被災労働者がかかった 疾病の業務上覚の 認定に必要なものに 限 

る 0 コ 

]  事故的被ばくの 有無           

  

ィ 事故的 被 はくが明らかてあ るか又は強く 疑われる。 

ロ 事故的被ばくてない。 

ハ 不 明 

2  作業の状況 

Ⅱ ) 事故的被ばくが 明らかであ るか又は強く 疑われる場合 

① 事故的 被 はくの概要 

  

  

月
 

年
 

 
 ヱ

イ
 

昭
 

所
持
 

湯
口
 

生
生
 

発
発
 

コ
項
 

何
分
 

添
 

面
 

図
 

（
 

時
 

前
後
 

千
年
 

日
 

発生状況の 
概 要 

原 因 
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発生場所の図面の 作成要領 

ロ 管理区域 ( 法定以外のものを 含む。 ) を明示する。 

ハ 作業場所を明示する。 

ニ 電離放射線 被 はくを受けた 場所又は受けたと 考えられる場所を 明示する。 

ホ 被災労働者の 事業場内における 行動の経路 及ひ 時間経過を示す。   ィ 事業場全体の 図面とする。 
② 作業内容等 

作業場所 作業の具体的内容 Ⅰ日の作業時間 管理区域立入り 回数 備 

 
 

考
 

/ ィ 「作業の具体的内容」欄には、 次に掲げる作業の 種類ごとにその 作業対象、 手順等 ト 

を 具体的に記載すること。 

㈲ 放射線業務 

燃料の装填・ 取替え・点検、 廃棄物の取出し・ 運搬、 汚染除去作業、 汚染物処理 

作業、 装置の操作，点検・ 修理、 イオン交換樹脂の 取替え、 その他の放射線業務 

  具体的に記載すること。 ) 

( 口 ) 上記㈹の補助業務 

道具の片付け、 清掃その他の 補助業務 

ロ 「備考」欄には、 同一作業を繰り 返し行 う 場合の回数等を 記入すること。 
ノ 

③ 作業の習熟度 

ィ 作業経験年数 牛 力 月 

ロ 定められた作業手順どおりに 作業していた 事実の有無 ( 有 ・ 無 ) 

ハ 当該作業に関する 使用者の特別な 、 又は具体的な 指示の有無及びその 内容 

｜ ） 

ニ 当該作業に関する 特別な訓練の 有無及びその 内容 

  ）
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ホ その他 て 

④ 作業の監督者の 有無 反ひ その者の所属、 職名、 資格等   
(2) 事故的被ばくてない 場合 

仕業の内容 作 業 場 所 期 間 管理区域立人りの 状況 

常時 随時 無し 

常時 随時 無し 

常時 随時 無し 

常時 随時 無し 

3. 作業環境の状況 

田 環境測定 

/   
次の項目について 資料を添付すること。 

ィ 作業環境における 放射線の状況 

㈲ 線量率 

㈲ 空気汚染 

㈹ 表面汚染 

㈲ 主な汚染核種 

口 放射線の種類 ( アルフ 了線 ・ へ 一タ観、 ガンマ 綜 、 由 佳子 線 のいずれの被ばくであ る 

か 0 へ 一タ 線 ・ガンマ線は 共存する場合が 多い。 また、 ガンマ絃のみに 被ばくしている 

か 、 中性子線にも 被ばくしているか 否かは重要てあ る 0 ) 

ハ 測定条件 

ヒ )  測定日時 

㈲ 測定場所 

パ 測定器の種類 

目 測定方法 

なお、 調査対象期間は 次によること。 

イ 事故的被ばくが 明らかてあ るか又は強く 疑われる場合には、 その事故当日前 ] カ 月間 

ロ 事故的被ばくでな い 場合には、 主な作業場所について 過去 1 年間 ( ただし、 設備の変 

  

） 
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｜ 更等 があ る場合には、 その時から 1 年前まてさかの ぼ ること。 フ 

(2) 再現実験 ( 実地測定を含む 0 以下同し。 ) 

  

  

                                                        図面、 測定結果等を 添付すること。 コ 

実施しない 

ロ 再現実験不可能 

ハ 未 検討 

4  安全防護の状況 

は ) 保護具の着用の 状況 

保護具の種類 材質、 規格等 使 用 の 適 否 

  

 
 

保護具の種類には 次のようなものがあ る。 

4  速 気 マスク、 防 じんマスク、 防毒マスク等の 呼吸用保護具 

口 各種の保護 衣 

八 手袋、 靴下、 帽子、 靴 等   
(2) 遮へいの措置の 有無 …… ( 有 ・ 無 ) 

( 危険度の高い 臨時の検査・ 補修等に際して 講ぜられたものに 限る。 コ 

(3) 換気設備の有無                         ( 有 ・ 無 ) 

( 同 上コ 

5. 個人被ばく め 状況 

/  次の項 出 (; ついて資料を 添付する c と。 
  

イ 被災労働者の 当該事業場における 全期間の被ばく 線量 ( 測定していない 期間があ る場合 

はその期間を 明らかにすること。 )     

ロ 測定方法等 

㈹ 測定器具の種類 

㈲ 測定器具の着用部位・ 着用方法 

け 測定期間及び 読取りの時期 

㈲ 線量の読み取り 方法 
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㈱ 記録の方法 

呆 ( 内部被ばくが 問題となる場合に 限る。   

同種作業従事労働者の 被ばく線量及 び 測定方法等 ( 特に必要のあ る場合に限る。 )   
6. 健診結果 

被災労働者の 当該事業場における 全期間の次の 項目に関する 健診結果を添付すること。 

末梢血液検査 ( 白血球数、 白血球百分比・ 赤血球数、 血色素量及び 全曲比重 コ 

ハ 皮膚の検査 

ニ 尿の検査   口 眼の検査   

7. 放射線安全管理組織及び 活動状況 

Ⅲ 事業場内の管理組織 [ 組織図を添付すること。 ) 

(2@ 資格者の選任状況   二種             ( 選任・ 未 選任 ) 

② 原子炉主任技術者                                     ( 選任。 未 選任 ) 

③ 核燃料取扱主任者                                     ( 選任・ 未 選任 ) 

④ その他 ( ） 

(3) 労働者の教育訓練の 状況 

① 事業場全般に 実施している 教育訓練 

：㍉ 

② 被災労働者に 対し実施した 教育訓練 

ーⅠ / イ 

  

(4) 事業場全体としての 放射線防護に 対する関心度             て一 局 い 普通 低い ) 

  

j
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W  被災労働者に 対して調査した 結果 

Ⅰ 
次の事項に関する 聴取書を添付すること。 

Ⅰ 

イ 職 歴 

口 放射線業務に 関する事項 

㈲ 作業の状況 

㈲ 作業環境 

パ 安全防護の状況 

㈲ 事故的被ばくの 有無 

㈲ 個人被ばくの 状況 

ハ 健康状態等 

㈲ 既往病歴 

( 口 ) 当該放射線障害の 発症まての健康状態 

け 家族の既往病歴 

ニ 療養経過に関する 事項 

    発病の時期 ( 特に事故的 被 はくか明らかなときはその 時から発病まての 期間 ) 

仲 ) 発病から 冶の まての期間及 び 再発した場合にはその 時期 

け 診療を受けた 年月日、 診療機関君及 び 疾病名 

㈲ 主な症状と治療の 内容 

ホ その他認定上参考となる 事項 

㈹ 常用薬の使用状況 

㈲ はり・きゅう 等の特別な療養の 有無 

い その他喫煙飲酒等の 生活習慣、 副業等 て 疾病に関連のあ る特記事項 
  

V  医師に対して 調査した結果 
  

次の事項に関する 意見書を添付すること。 
Ⅰ 

ィ 症状等 

    自覚症状及 び 他覚所見 ( 検査結果を含む。 ) 

㈲ 疾病名及び診断根拠 

パ 上記 け ) の 症状ごとの発症年月日 

㈲主な症状と 治療の内容 ( 特に症状の推移と 治療、 現在の状況と 治療の内容を 具体的に記載 

すること 0  ) 
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医学上参考となる 事項 

㈲ 既往疾病の治療状況 

㈲ 貧血、 ァ レルギ一体質等の 素因   
Ⅵ 他の事業場に 対して調査した 結果 

当該事業場以外の 事業場における 被ばく状況 

C f の 5 ( % を除く。 ) に 準 して資料を添付すること。 コ 

Ⅶ その他 

  胸部工，クス 線 検査、 胃 部工 ，クス 線 検査等による 医療被ばくの 状況 

C 添付すること。 
2  事業場における 放射線汚染事故等の 発生状況 

白血病に係る 調査の場合に 限る。 てきるたけ長時間にわたり 被ばく                                 

( 新聞報道、 住民運動等に 関する収集貸料を 添付すること。 コ 

3  目撃 者 、 関係請負人の 労働者等からの 事情聴取 

( 聴取書として 添付すること。 コ 

4  その他特記事項 
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別紙 2  電離放射線に 係る疾病の実地調査 票 ( その 2 ) 

核燃料物質の 製造 又は 加工の業務に 係る調査 票 

( この調査 票は 、 研究室における 放射線業務その 他の放射線業務で 密封されていない 放射性物質を 

取り扱うものについて 準用すること。 コ 

 
 

被災労働者に 係る一般的事項 

労 働 保険番号 

名 称 電話 

事 業 場 

所在地 
  

労働者氏名 性別異・土生年大正年月日生 月日 明治 ( 才 ) 
% 台 牙廿 

職 種 

傷 病 名 

現 況 生 ・ 死 ( 死亡年月日 昭和 年 月 日 ) 

請 求 書 

受理年月日 
昭和 年 月 日 

請求の種類 
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Ⅱ 被災労働者の 業務経歴 

1  入社年月日 昭和 年 月 日 

2. 職歴経験年数 

事業場 名 
職 種 徒事期間 従事年数放射線業務 笘嚴驚姦睾霧 

所 在 地 従事年数 

  昭和年月 昭和年月牛力 - 月 
年 力月 

社 
  
目 lJ 

昭和年月一 昭和年月牛力 月 
牛 力 月         

入 
昭牙ロ 昭和年月 年月一 年 力円 

年 力円 

ネ土 

後 昭和年月一 昭相年月 年 力円 与 力 月 

  

/ 
「放射線業務」欄には・ 次に掲げる業務のうちから 該当するものを 記載すること。 

イ ェノ クス線装置の 使用又は ェノ クス線の発生を 伴う当該装置の 検査の業務 

ロ サイクロトロン、 べ一タ トロンその他荷電粒子を 加速する装置の 使用又は電離放射線 

( アルファ 綜 、 重陽子線、 陽子線、 べ 一タ 線 、 電子線・中性子線、 ガンマ親友 ぴ エ フクス 

線 をいう。 )0 発生を伴う当該装置の 検査の業務 

ハ エックス 線管 若しくは ケ メトロンのガス 抜き又はエ フ クス線の発生を 伴うこれらの 検査 

の 業務 

ニ ストロンチウム 9 0 、 コバルト 6 0 等電離放射線障害防止規則に 定める放射性物質を 装 

偏 している機器の 取扱いの業務 

ホ 前号の放射性物質の 取扱いの業務 

へ 原子炉の運転の 業務 

  前号のほか原子力発電所にないて 従事する電離放射線 被 はくを受けるおそれのあ る業務 

チ 坑内におけるウラン 鉱 ・ トリウム鉱害原子力基本法第 3 条第 3 号に規定する 核 原料物質 

の 採掘の業務 

リ 核燃料物質の 製造又は加工の 業務 

ヌ ィ からりに掲げる 業務のはか、 電離放射被ばくを 受けるおそれのあ る業務 
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皿 事業者に対して 調査した結果 ( 被災労働者がかかった 疾病の業務上覚の 認定に必要なものに 限 

る。 コ 

]. 事故的被ばくの 有無               イ 事故的被ばくの 事実が明らかであ るか又は強く 疑われる 0 
ロ 事故的被ばくでない。 

ハ 不 明 

2. 作業の状況 

Ⅲ 事故的 被 はくか明らかてあ るか又は強く 疑われる場合 

① 事故的被ばくの 概要 

発 生 場 所   図面添付 コ 

発 生 日 時 昭和 年 月 日 
午前 
午後 時 分頃 

発生状況の概要 

原 因 

/  発生場所の図面の 作成要領 

ィ 事業場全体の 図面とする。 

ロ 管理区域 ( 法定以外のものを 含む。 ) を明示する。 

ハ 作業場所を明示する。 

ニ 電離放射線被ばくを 受けた場所又は 受けたと考えられる 場所を明示する。 

ホ 被災労働者の 事業場内 @c おけら行動の 経路及び時間経過を 示す。 

② 作業内容等 

所
 

場
 

業
 

作
 

考
 

備
 

数
 

回
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ト 

「作業の具体的内容」欄には、 次に掲げる作業の 種類ごとにその 作業手順等を 具体 

的に記載すること。 

㈲ 放射線業務 

燃料の装填・ 取替え・点検，廃棄物の 取出し・運搬、 汚染除去作業，汚染物処理 

作業、 装置の操作・ 点検・修理、 イオン交換樹脂の 取替えその他の 放射線業務 ( 具 

体 的に記載すること。 ) 

㈹ 上記㈲の補助業務 

  

道具の片付け、 清掃その他の 補助業務 

「備考」欄には、 同一作業を繰り 返し行う場合の 回数等を記入すること。 
/ 

③ 取り扱った放射性物質 

  量 (C@) 核 種 化合物の名称 ( 形 カス、 扮 しん等   使用の方法、 目的 

  

④ 作業の習熟度 

ィ 作業経験年数 牛 力 月 

ロ 定められた作業手順どおりに 作業していた 事実の有無 ( 有 ・ 無 ) 

ハ 当該作業に関する 特別な 、 又は具体的な 指示の有無及びその 内容 

  
ニ 当該作業に関する 特別な訓練の 有無及びその 内容 

  
ホ その他 ( 

⑤作業の監督者の 有無及びその 者の所属、 職名、 資格等     

 
 

 
 

 
 

）
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(2) 事故的被ばくでない 場合 

① 作業内容等 

作 業 の 内 容 作業場所 期 苛 月 管理区域立入りの 状況 

常時 随時 無し 

常時 随時 無し 

常時 随時 無し 

常時 随時 無し 

 
 

( 量は、 過去の総取扱量 ) 

3  作業環境の状況 

/  環境測定に関する 次の項目について 資料を添付すること。 
  

イ 作業環境における 放射線の状況 

㈲ 線量率 

仲 ) 空気汚染 

い 表面汚染 

㈲ 汚染核種とその 構成比 

ロ 放射線の種類 ( アルファ 線、 へ 一タ 紺 、 カンマ 綜 、 中性子線のいずれの 被ばくてあ るか。 

へ 一タ 綜 、 ガンマ線は共存する 場合が多い。 またガンマ線のみ @e: 被ばくしているか ，中性 

手練にも被ばくしているかは 重要てあ る。 ) 

ハ 測定条件 

ヒ )  測定日時 

鮭 )  測定場所 

）
 

 
 

C
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パ 測定器の種類 

㈲ 訓 定方法 

なお、 調査対象期間は 次によること。 

  事故的 彼 はくか明らかてあ るか又は強く 疑われる場合には、 その事故当日前 1 カ月間 

ロ 事故的被ばくてない 場合には．主な 作業場所について 過去 1 年間 ( たたし、 設備の変更 

等 かあ る場合にはその 時から ] 年前まてさかの ほ ること。 ) 

%  安全防護の状況 

け ・ ) 空気環境管理の 施設 

設置の有無 稼動の有無 機能の状況 

局 所 排 気装置 有 無 有 無 適 否 
    

全 体 換 気装置 有 無 有 無 適 否 

ク ロ ーブ ホ / クス 有 無 有 無 適 否 

密 閉 装 置 有 無 有 無 適 ・ 否 

その他 (   有 無 有 無 適 否 

  ） 有 無 有 無 適 否 

    

  
) l 有 無 l 百 7?--  l 通 否 

㈲ 汚染除去及び 汚染物の処理の 方法 

      保護具の着用の 状況 ( 必要な場合に 関係資料を添付すること。 コ 

保 護 具 の 種類 材 質 、 規格 等 使 用 の 適 否 

  

保護具の種類には 次のようなものがあ る。 

ロ 各種の保護 衣   手袋、 靴下、 帽子、 靴 等 

一 Ⅰ 45 一 



5. 個人被ばくの 状況 

Ⅰ Ⅰ 

次の項目について 資料を添付すること。 

ィ 被災労働者の 当該事業場における 全期間の被はく 線量 ( 測定していない 期間かあ る場合 

はその期間を 明らかにすること。 ) 

ロ 測定方法等 

㈲ 側 定器具の種類 

      測定器具の着用部位・ 着用方法 

    測定期間及び 読取りの時期 

㈲ 線量の読取り 方 接 

㈲ 記録の方 虫 

ハ 肺 モニター、 傷 モニタ一等による 検査結果及び 排泄物の検査結果 ( 内部被ばくか 問題と 

なる場合に限る 0 ) 

二 個人 ェ アサンプラ一の 使用の有無及びその 測定結果 

ホ 同種作業従事労働者の 被ばく線量及 び 測定方法等 ( 特に必要のあ る場合に限る。 ) 
ノ 

6.  健診結果 

被災労働者の 当該事業場における 全期間の次の 項目に関する 健診結果を添付すること。 

口 眼の検査 

ハ 皮膚の検査 

一 尿の検査     

7. 放射線安全管理組織 及ひ 活動状況 

Ⅲ 事業場内の管理組織 [ 組織図を添付すること。 コ 

(2) 資格者の選任状況   二種 …… ( 選任、 未選任 ) 

② 核燃料取扱主任者 ( 選任、 未選任 )   

③ その他 ( ） 

(3) 労働者の教育 ヲ l@ の状況 

① 事業場全般に 実施している 教育訓練 

  ）
 一 1 4 6 一 
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 被災労働者に 対して調査した 結果 
  

択の事項に関する 聴取書を添付すること。 

イ 職 歴 

ロ 放射線業務に 関する事項 

ト f)  作業の状況 

( 口 ) 作業環境 

け 安全防護の状況 

㈲ 事故的被ばくの 有無 

㈲ 個人被ばくの 状況 

ハ 健康状態等 

㈲ 既往病歴 

仲 ) 当該放射線障害の 発症までの健康状態 

け 家族の既往病歴 

二 療養経過に関する 事項 

け ) 発病の時期 ( 特に事故的被ばくか 明らかなときはその 時から発病まての 期間 ) 

仲 ) 発病から 冶の まての期間及び 再発した場合にはその 時期 

    診療を受けた 年月日、 診療機関名及び 疾病名 

㈲ 主な症状と治療の 内容 

  ホ その他認定上参考となる 事項 

㈹ 需用薬の使用状況 

( ギ はり、 きゅう等の特殊な 療養の有無 
  

いその他喫煙飲酒等の 生活習慣、 副業等で疾病に 関連のあ る特高 E 事項 

と
 

 
 

る
 

す
 

付
 

添
 

呆
 
る
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査
 

し
た
 
る
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す
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㈹ 自覚症状及び 他覚所見 ( 検査結果を含む " ) 

@  疾病名及び診断根拠 

け 上言己け ) の 症状ごとの発症年月日 

㈲ 主な症状と治療の 内容 ( 特に症状の推移と 治療、 現在の状況と 治療の内容を 具体的に記 

載すること。 ) 

日 医学上参考となる 事項 

㈹ 既往疾病の治療状況 

( 司 貧血、 アレルギ一体質等の 素因 

け その他 
  

Ⅵ 他の事業場に 対して調査した 結果 

当該事業場以外の 事業場における 被ばく状況 

( Ⅲの 5 ( ニを 除く。 ) に準じて貸料を 添付すること。 コ 

w その他 

ュ ． 胸部エックス 線検査、 胃 部エ ，クス 線 検査等 @c よる医療被ばくの 状況 

  
を 添付すること。 

白血病に係る 調査の場合に 限る。 てきるだけ長期間にわたり 被ばく                                       
2. 事業場における 放射線汚染事故等の 発生状況 

( 新聞報道、 住民運動等に 関する収集資料を 添付すること。 コ 

3. 目撃者、 関係請負人の 労働者等からの 事情聴取 

( 聴取書として 添付すること 0 コ 

4. その他特記事項 

/@ ｜ ⅠⅩ ノ 
  

㍉
：
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別紙 3  電離放射線に 係る疾病の実地調査 票 ( その 3) 

非破壊検査業務に 係る調査 票 

@ 被災労働者』係る 咄 曲事項 

労働保険番号 

名 称 
事 業 場 

所在地 

労働者氏名 

職 ネ重 

電話 

性別異・ 女 生年大正年月日生 月日昭和 明治 (  オ ) 

傷 病 名 

現 湿 生   死 ( 死亡年月日 昭和 年 月 

請 求 書 
受理年月日 昭和 年 月 日 

請求の種類 

日 ) 

  
Ⅱ 被災労働者の 業務経歴 

  ].  入社年月日 昭和 年 月 日 

  

2. 職歴経験年数 
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「放射線業務」欄には、 次に掲げる業務のうちから 該当するものを 記載すること。 

イ ェノ クス線装置の 使用又は エノ クス線の発生を 伴う当該装置の 検査の業務 

ロ サイクロトロン、 へ一タ トロンその他荷電粒子を 加速する装置の 使用又は電離放射線 

( アルファ 線 、 重陽子線、 陽子線、 へ 一タ 線 ・電子線・中性子線・カンマ 線及び エ ，クス 

恕をいう。 ) の発生を伴う 当該装置の検査の 業務 

ハ ェノ クス綿菅若しくは ケ メトロンのカス 抜き・又は エ ，クス線の発生を 伴うこれらの 検 

査の業務 

ニ ストロンチウム 9 0 、 コバルト 6 0 等電離放射線障害防止規則に 定める放射性物質を 装 

備している機器の 取扱いの業務 

ホ 前号の放射性物質の 取扱いの業務 

へ 原子炉の運転の 業務 

ト 前号のほか原子力発電所にないて 従事する電離放射線被ばくを 受けるおそれのあ る業務 

チ 坑内 @C おけらウラン 鉱 、 トリウム 鉱 華原子力基本法第 3 条第 3 号に規定する 核 原料物質 

の 採掘の業務 

リ 核燃料物質の 製造又は加工の 業務 

ヌ ィ からりに掲げる 業務のほか、 電離放射線被ばくを 受けるおそれのあ る業務 
    

  

  

皿 事業者に対して 調査した結果に 被災労働者がかかった 疾病の業務上覚の 認定に必要なものに 限 

る o J 

1. 事故的被ばくの 有無           

  

イ 事故的被ばくの 事実が明らかてあ るか又は強く 疑われる。 

ロ 事故的 被 はくがない。 

ハ 不 明 

2.  作業の状況 

(1) 事故的被ばくが 明らかであ るか又は強く 疑われる場合の 状況 

発 生 場 所   図面添付 コ 

発 生 日 時 昭和 年 月 日 
午前         
午後 時 外項 

発生状況の概要 

原 因 
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㌃ 

Ⅰ 
発生場所の図面の 作成要領 ⅠⅠ 

  事業場全体の 図面とすることを 原則とするが、 移動式の照射装置を 使用する場合には 

照射装置を移動する 範囲及び作業に 関連のあ る範囲の図面としても 差し支えない。 

口 管理区域を明示する。 

ハ 作業場所を明示する。 

ニ 電離放射線被ばくを 受けた場所又は 受けたと考えられる 場所を明示する。 

ホ 、 被災労働者の 事業場内における 行動の経路及び 時間経過を示す 0 移動式の照射装置を 

使用する場合は 上記 ィに 準ずる。 
Ⅰ 

(2@  照射装置 

① ユ ノクス線装置 

最大菅電圧 最 大 電 流 
被災労働者の 取扱い期間装置の 型式 メーカ一 の名称 婁む 生年月日 キロボルト (kV)  アンペア ( A ) 

  

② R  I 装置 
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(3) 作業の種類、 方法等 [ 長期間伝線量被ばく ( 慢性的被ばく ) の場合でその 期間中に作業方 

法等か変ったときは・それそれの 作業方法等とその 期間を明らかにすること。 コ 

① 作業状況 

イ 照射装置と被災労働者の 位置関係 ( 図面を添付し・ 距離を記入すること。 コ 

ロ フィルムの保持その 他の作業姿勢、 足場の状況 ( 写真を添付すること。 コ 

② 線 源の取扱い 

ィ 線 源の取扱い労働者氏名及 び 被災労働者との 関係 

    

口 労働者が立ち 入ることのあ る方向への照射の 有無 ( 電離別 第 ] 8 条の 2 ) 

  
ハ 放射線 源 遠出し装置の 使用以覚の方法による 線 源の取出しの 有無 ( 電離別 第 18 条の 3) 

  
「 有 」の場合はその 具体的方法、 場所等 

  ） 

ニ 伝送管の移動に 際し， 線 源を容器に確実に 収納していたか 否か ( 電離別 第 1 8 条の 4 

票 ] 号 ) 。 

%1 Ⅰー１ Ⅰ 

していた 

していない 

また・シャツ タ一 を有する 線源 容器にあ ってはシャッタ ーを 閉鎖した後に 収納してい 

たか否か ( 同上 ) 。 

１１Ⅰ 

していた 

していない 

ホ 利用 線 錐の放射角が、 当該装置の使用目的を 超えていたか 否か ( 電離別第 1 8 条の 4 

第 2 号 ) 。 

超えていない   
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イ 立入禁止区域の 設定の有無 ( 電離別票 1 8 条 ) 

  
当該区域への 立入りの有無 ( 同上   

  
ロ 点検、 補修等 ( 透過写真撮影用ガンマ 線 照射装置に限る。 コ 
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条
 

査
 8
 

検
ュ
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6 カ月ごとの定期自主検査 ( 緑猿容 

器のしゃへい 能力、 電離別 第 ] 8 条 

の 6 ) 

初めての使用時、 分解・改造・ 修理 

時 、 線源の交換時の 点検 ( 電離別第 

l S 条の 8 ) 

線 源の脱落、 線 源 の遠出し装置又は 

遠隔操作装置の 故障等の事故が 発生 

した場合の措置 

内
容
 

ひ
 

及
 

無
 

有
 

 
 

  

施
｜
 

美
容
 

の
内
 

修
一
 

補
 

有
無
 

必
無
 

釦
礒
 

有
無
 

補
要
 

 
 

無
 

た
な
 

有
 

い
い
 

の
 

て
て
 

施
し
し
 

実
施
施
 

美
美
 

実施していた 有 
実施していない 無 

実施していた 有 
実施していない 無 

有一内容 
無 

有一内容 
無 

  

  

しゃへい物を ( 

鉗 子 を ( 

そ の 他 て 

設けた 

設けない 

使用した 
使用しない 

(4) 作業時間 ( 平均値をは 損 することとするか 当該作業の従事期間中ぽ 大きな変化があ れは、 

それそれの平均値及び 期間を明らかにすること。 コ 

① 1 回の照射時間   3 分 

② Ⅰ日の照射回数   ) 回 

③ 1 カ 月の作業日数 ( 照射時間、 照射回数等を 記載した日報、 月報等を添付すること。 ) 

  ) 日 
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(5) 作業の習熟度 

① 作業経験 (  与 力 月 ) (  日 ) 

② 定められた作業手順どおりに 作業していた 事実の有無 ( 有 ・ 無 ) 

③ 当該作業に関する 時男 @@ 、 又は具体的な 指示の有無及びその 内容 

｜ 
① 当該作業に関する 特別な訓練の 有無及 び その内容 

｜ 
⑤ その他 ( 

(6) 作業の監督者の 有無及びその 者の所属、 職名、 資格等 

（ 有づ 無 所属、 職名、 資格等 ( 
3. 作業環境の状況 

 
 

）
 

）
 

）
 

)
 下
 
り
 

Ⅲ 定置天の照射装置の 場合 

設置場所付近の 空間線量率の 測定の有無 

Ⅰー {{ 有一 無 C 測定記録を添付すること。 コ 

(2) 移動式の照射装置の 場合 

緩源 容器又は組源の 汚染チェ， クの 有無 ( 電離別票 1 9 条 ) 及びその内容 

｜ 
(3) 再現実験 ( 実地測定を含む。 以下同じ。 ) 

イ 再現実現が可能 っ   実施した 実施しない づ C 写真、 図面、 測定結果等を 添付すること。 コ 

ロ 再現実験が不可能     

ハ 床検討 

4. 安全防護の状況 

遮へいの措置の 有無 ( 危険度の高い 臨時の検査、 補修等に際して 講ぜられたものに 限る。 

有無 ｜ 
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5  個人被ばくの 状況 

/  次の項目について 資料を添付すること。 
  

  被災労働者の 当該事業場における 全期間の被はく 線量 ( 測定していない 期間かあ る場合 

はその期間を 明らかにする & と 。 ) 

ロ 測定方法等 

㈲ 測定器具の種類 

          測定器具の着用部位．着用方法 

    測定期間及び 読取りの時期 

目 線量の読取り 方法 

㈲ 記録の方法 

ハ 同種作業従事労働者の 被ばく線量・ 測定方法等 ( 特に必要のあ る場合に限る。 ) 
    
6  健診結果 

被災労働者の 当該事業場における 全期間の次の 項目に関する 健診結果を添付すること。 

眼の検査 

ハ 皮膚の検査   ィ 末梢血液検査 ( 白血球数、 白血球百分比、 赤血球数、 血色素量及び 全面比重 )   
7  放射線安全管理組織 及ひ 活動状況 

Ⅲ 事業場内の管理組織 ( 組織図を添付すること。 コ 

(2) 資格者の選任状況   二種 ( 選任、 未選任 ) 

② エノ クス 線 作業主任者 ( 選任、 未選任 ) 

③ カンマ 線 透過写真撮影作業主任者 ( 選任、 未選任 ) 

① その他 ( 

③ 労働者の教育 司 l@ の状況 

① 事業場の労働者全般に 実施している 教育訓練 
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(4@ 事業場全体としての 放射線防護に 対する関心度             ( -@ 局 " 、 普通、 低い フ 
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Ⅳ 被災労働者に 対して調査した 結果 

次の事項に関する 聴取書を添付すること。 

イ 戦 歴 

ロ 放射線業務に 関する事項 

け ) 作業の状況 

㈲ 作業環境 

け 安全防護の状況 

㈲ 事故的被ばくの 有無 

㈱ 個人被ばくの 状況 

ハ 健康状態等 

㈲ 既往病歴 

@  当該放射線障害の 発症まての健康状態 

け 家族の既往病歴 

二 療養経過に関する 事項 ㈲ 発病の時期 ( 特に事故的被ばくか 明らかなときはその 時から発病まての 期間 ） 

㈲ 発病から 冶の まての期間及び 再発した場合にはその 時期 

け 診療を受けた 年月日、 診療機関名及び 疾病名 

㈲ 主な症状と治療の 内容 

ホ 、 その他認定上参考となる 事項 

㈲ 常用薬の使用状況 

仲 ) はり、 きゅう等の特殊な 療養の有無 

け その他喫煙飲酒等の 生活習慣、 副業等で疾病に 関連のあ る特記事項 

Ⅰ 

  

V  医師に対して 調査した結果 
Ⅰ Ⅰ 

次の事項に関する 意見書を添付すること。 

ィ 症状等 け ) 自覚症状及 び 他覚所見 ( 検査結果を含む。 ） 

㈲ 疾病名及 び 診断根拠 

け 上記㈲の症状ごとの 発症年月白 

㈲主な症状と 治療の内容 ( 特に症状の推移と 治療、 現在の状況と 治療の内容を 具体的 fc 記 

載すること。 ) 
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T 

 
 

  

医学上参考となる 事項 

け ) 既往疾病の治療状況 

@  貧血、 アン /1, ギ 一体質等の素因 

㈹ その他 

Ⅵ 他の事業場に 対して調査した 結果 

当該事業場以外の 事業場における 被はく状況 

C Ⅲの 5 ( ニを 除く。 ) に準じて貸料を 添付すること。 コ 

Ⅶ そ の他 

1  胸部エノクス 線 検査、 胃 部 X ノ クス 絨 検査等による 医療 被 はくの状況 

[ 白血病に係る 調査の場合に 限る。 てきるた け 長期間にわたり 被はく線量 か 推定てきる貸料を 

添付すること。 3 

2  事業場における 放射線汚染事故等の 発生状況 

[ 新聞報道、 住民運動等に 関する収集資料を 添付すること。 コ 

3  目撃者、 関係請負人の 労働者等からの 事情聴取 

( 聴取書として 添付すること " コ 

4  その他特記事項 
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別紙 4  電離放射線に 係る疾病の実地調査 票 ( その 4 ) 

医療機関における 放射線業務に 係る調査 票 

@ 被災 労偉堵 』係る一般的事項 

労働保険番号   

林
地
 

在
 

名
所
 

ナ
日
 

笏
 

業
 

事
 

話
 

百
 
"
 せ
 

労働者氏名 性別異・土生年大正年月日生 月日 明、 合 /; (  才 ) 
昭和 

職 オ重 

傷 病 名 

現 況 生 、 ・ 死   ( 死亡年月日 昭和 年 月 日 ) 

請 求 書 

受理左手月日 昭和 年 月 日 

請求の種類 

  

  

  

  

  

Ⅱ 被災労働者の 業務経歴 

1. 入社年月日 昭和 年 月 日 

2  職歴経験年数 

事業場名 

所 在 地 

入 

社 

  
目 lJ 

入 

社 

後 

従事期間の う 

職 場 従事期間 従事年数 放射線業務 ち 放射線業務 
従事年数 

昭和 年 月一 

昭和 年 月 

牛 力 月 牛 力 月 

昭和 年月 @  年 力円       

昭和 年 月 

与 力 月 

昭 オロ 年 月 - 

昭和 年 月 

年 力月 年 力月 

昭和 年 月一 

昭和 年 月 

牛 力 月 牛 力 月 
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  エックス線装置の 使用又はエックス 線の発生を伴う 当該装置の検査の 業務 

ロ サイクロトロン、 べ一タ トロンその他荷電粒子を 加速する装置の 使用又は電離放射線 

( アルフ 7%. 重陽子線、 陽子線、 べ 一タ 線 ・電子線、 中性子線・ガンマ 線 及 びェジクス 

絃 をいう。 )0 発生を伴う当該装置の 検査の業務 

査の業務 

偏 している機器の 取扱いの業務 

Ⅰ 「放射線業務」 欄 @ こは、 次に掲げる業務のうちから 該当するものを 記載すること。 

  

ハ エックス細管若しくは ケ メトロンのガス 抜き、 又はエッバス 線の発生を伴うこれらの 検 

ニ ストロンチウム 9 0 、 コバルト 6 0 等電離放射線障害防止規則で 定める放射性物質を 装 

ホ 前号の放射性物質の 取扱いの業務 

へ 原子炉の運転の 業務 

  前号のほか原子力発電所において 従事する電離放射線被ばくを 受けるおそれのあ る業務 

チ 坑内におけるウラン 鉱 ・ トリウム 鉱等 原子力基本法第 3 条第 3 号に規定する 核 原料物質 

の 採掘の業務   

リ 核燃料物質の 製造又は加工の 業務 

ヌ イ からりに掲げる 業務のほか、 電離放射線被ばくを 受けるおそれのあ る業務 
  

皿 事業者に対して 調査した結果 ( 被災労働者がかかった 疾病の業務上覚の 認定に必要なものに 限 

る O  コ 

]. 事故的被ばくの 有無               イ 事故的被ばくの 事実が明らかであ るか・又は強く 疑われる。 ロ 事故的被ばくがない 0 

ハ 不 明 

2.  作業の状況 

Ⅲ 事故的被ばくが 明らかであ るか又は強く 疑われる場合の 状況 

月
 

年
 

 
 

日
召
 
牙
 

所
時
況
 導
因
 

湯
口
 
状
 異
 

生
生
生
 
概
 

原
 

秀
登
 
発
の
 

頃
 

分
 

時
 

前
後
 

千
千
 

日
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Ⅰ ( 々 「発生場所」欄の 記入要領 
  

次 のうち、 いずれかを記載すること。 たたし、 該当するものかない 場合には具体的に 

言己 載すること。 

RI 施設㈱ 放射線治療施設 エノ クス 線 診断施設 

ロ 発生場所の図面の 作成要領 
    

    事業場全体の 図面とすることを 原則とするが、 移動式の照射装置を 使用する場合に 
  

は 照射装置を移動する 範囲 及ひ 作業に関連のあ る範囲の図面としても 差し支えない。 

仲 ) 作業場所を明示する。 

け 電離放射 繍 被ばくを受けた 場所又は受けたと 考えられる場所を 明示する。 

 
 

㈲ 被災労働者の 事業場内における 行動の経路 及ひ 時間経過を示す。 移動式の照射装置 
  

を 使用する場合は 上記 ィに 準ずる。 
  
  ㈱ RT とは・放射性同位元素 (Ra 田 oIsotope) の 意 

(2) 作業内容 

① 密封されていない R l の取扱い 

l
1
 

取扱い期間 核 種 使用の目的 取扱い 量 CCi )  備 考 

② 照射装置の取扱い 

イ RI 装置 

期 月日 

作 業 の 内 容 

核 ネ重   

充填時のキュ リ ー 数 

充 填 年 月 日 

線 源 容 器 の 型 式 

装置の 種類移動式電動・ ( 定置 式 ( 手動専用 手動兼用 
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ロ エ ジ クス @ 装ニ道 

被災労働者 
の取扱い 
期 昂田 

量
 リ
ラ
 

/
)
 ）
 

 
 ン

コ
 一
 イ
ト
 

コ
 L
 
「
 
マ
 /
 

三
里
Ⅱ
１
１
・
Ⅰ
 

，
 
Ⅱ
 
ノ
 

サ
の
き
 A
 

容
ン
 も
と
（
 

テ
の
い
ア
 

大
ン
式
な
ぺ
 

コ
 一
て
 ン
 

口
取
「
 

[
l
k
 了
 

圧
ト
 

大
菅
 
電
 
ボ
ル
 

コ
 (
k
V
)
 

最
キ
 

生
坦
日
 

月
 

製
年
 

一
杯
 

づ
名
 

 
 

の
式
 

置
 

装
型
 

③ その他 

  

上記①及び②に 掲げる作業以覚の 作業の場合には 上の例に準じて 必要事項を記載して 

添付すること。 

" 参考 業務及び作業の 内容 ( 取扱い機器を 含む。 ) の関係一覧表 

） 

  

業務の内容 作業の内容又は 取扱は機器 

ィ R  I  診 療 ㈲ RI 配合 ( ミルキング等を 含む。 ) 

( 密封されていな 目 ) 患者への投与 

@R@ I@ ) け 患者の測定 ( スキャンニンバ 等 )   

ヒ @  in 憶 tro RT 検査 法 C R I を人体に投与する 検査 法 ) 

ロ 放射線治療 ㈲ 照射装置 ( エノ クス線装置、 コバルト 6 0 照射装置等 ) 

        加速器 ( リニマック等 ) 

セづ 密封不縁 源 ( コバルト 針 、 ラジウム 針等 ) 

    エックス線診断 ㈹ 透 視 

㈹ 直接撮影 

け 間接撮影 

用 歯科撮影 
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は ) 作業時間等 

所
 

場
 

業
 

作
 の

数
 

月
日
 

等
 
 
  
 

間
 の

数
 

 
 

葉
 l
 照
 

 
 

Ⅰ
 照
 

内
容
 

的
 

体
 

具
 

の
 

作
業
 

  

ぞれの平均値及 び 期間を明らかにすること。 

ロ 照射時間、 照射部位、 照射回数等を 記載した日報、 月報等を添付すること。 ィ 平均値をは 損 することとするが・ 当該作業の従事期間中に 大きな変化があ れ ば 、 それ   
(4) 作業の習熟度 

① 作業経験 (  牛 力 月 ) (  日 ) 

② 定められた作業手順どおりに 作業していた 事実の有無 ( 有 ・ 無 ) 

③ 当該作業に関する 使用者の特別な 又は具体的な 指示の有無反 ぴ その内容 

（ 有 無 づ内容 ( 

① 当該作業に関する 特別な訓練の 有無及びその 内容 

｜ 有づ内容 無 ( 

⑤ その他 ( 

(5) 作業の監督者の 有無及びその 者の所属、 職名、 資格等 

  有づ所属、 無 職名、 資格等 ( 

3. 作業環境の状況   

(1) 定置式の照射装置の 場合 

設置場所付近の 空間線量率の 測定の有無 

  有づ 無 ( 測定記録添付 コ 

）
 

 
 

 
 

）
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(2) 移動式の照射装置の 場合 

鯨原 容器又は線源の 汚染チェ ノク の有無に電離別第 1 9 条 ) 

  有 無 づその内容 ( 

      再現実験 ( 実地測定を含む。 以下同し。 ) 

                                    実施しない                                               
ロ 再現実験が不可能 

ハ 未 検討 

4  安全防護の状況 

(1) 保護具の着用の 状況 

保護具の種類 材質 ・ 規格等 使 用 の 適 否 

  保護具の種類には、 次のようなものがあ る。 
  

イ 送気 マスク、 防 じんマスク・ 防毒マスク等の 呼吸用保護具 

口 各種の保護具 

、 八 手袋、 靴下、 帽子、 靴 等 

(2) 遮へいの有無 ( 危険度の高い 臨時の検査、 補修等に際して 講ぜられたものに 限る。 コ 

有無 

5. 個人被ばくの 状況 

ノ 
次の項目について 資料を添付すること。   

はその期間を 明らかにすること 0 ) 

口 測定方法等 

㈲ 測定器具の種類 

仲 ) 測定器具の着用部位、 着用方法   
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け 測定期間及び 読取りの時期 

㈲ 線量の読取り 方法 

㈱ 記録の方法 

ハ ヒューマンカウンタⅠホールボディカウンタ 一等による検査結果及び 排泄物の検査結 果 ( 内部被ばくが 問題となる場合に 限る。 ） 

ニ 同種作業従事労働者の 被ばく線量及び 測定方法等 ( 特に必要のあ る場合に限る。 ) 
    

6  健診結果 

被災労働者の 当該事業場における 全期間の次の 項目に関する 健診結果を添付すること。 

眼の検査 

ハ 皮膚の検査 

ニ 尿の検査     
7. 放射線安全管理組織及 び 活動状況 

(1) 事業場内の管理組織 ( 組織図を添付すること。 コ 

(2) 資格者の選任状況   二種 ( 選任・ 未 選任 ) 

② エ ，クス 線 作業主任者 ( 選任・ 未 選任 ） 

③ その他 ( 

(3) 労働者の教育訓練の 状況 

① 事業場の労働者全般に 実施している 教育 ヲ l@ 

  ） 

② 被災労働者に 対して実施している 教育訓練 

  ） 

(4) 事業場全体としての 放射線防護に 対する関心度             ( 高い・普通、 低い ) 

    

W  被災労働者に 対して調査した 結果 

歴 

日 放射線業務に 関する事項 

け ) 作業の状況   

）
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㈹ 作業環境   

け 安全防護の状況 

㈲ 事故的被ばくの 有無 

㈱ 個人被ばくの 状況 

ハ 健康状態等 

㈲ 既往病歴 

@  当該放射線障害の 発病まての健康状態 

ひ 家族の既往病歴 

ニ 療養経過に関する 事項 

㈹ 発病の時期 ( 卸 c 事故的被ばくが 明らかなときはその 時から発病まての 潮間 ) 

@  発病から 冶の まての期間及び 再発した場合にはその 時期 

け 診療を受けた 年月日、 診療機関名及び 疾病名 

㈲ 主な症状と治療の 内容 

ホ その他認定上参考となる 事項 

㈹ 常用薬の使用状況 

㈹ はり、 きゅう等の特殊な 療養の有無 

け その他喫煙、 飲酒等の生活習慣、 副業等 て 疾病に関連のあ る特記事項 
  

V  医師に対して 調査した結果 

/  吹の事項に関する 意見書を添付すること。 
  

イ 症状等 

    自覚症状及び 他覚所見 ( 検査結果を含む。   

㈲ 疾病名及び診断根拠 

    上記㈲の症状ごとの 発症年月日 

㈲主な症状と 治療の内容 ( 特に症状の推移と 治療・現在の 状況と治療の 内容を具体的に 記 

載すること。 フ 
  

ロ 医学上参考となる 事項 

㈹既往疾病の 治療状況 

( 日 ) 貧血、 アレルギ一体質等の 素因 

け その他 
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Ⅱ 他の事業場に 対して調査した 結果 

当該事業場以外の 事業場における 被ばく状況 

Ⅰ f に m の 5 ( ニを 除く。 )@c 準じて資料を 添付すること。 コ 

W そ の他 

    胸部 エ ，クス 線 検査、 胃 部エ ，クス 線 検査等による 医療被ばくの 状況 

  

白血病に係る 調査の場合に 限る。 てきるた け 長期間にわたり 被ばく線量が 推定てきる資料 

を 添付すること。   

2  事業場における 放射線汚染事故等の 発生状況 

仁 新聞報道、 住民運動等に 関する収集資料を 添付すること。 コ 

3. 目撃者・関係請負人の 労働者等からの 事情聴取 

( 聴取書として 添付すること。 コ 

4. その他特記事項 

（ ）
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4. 騒 音 性 難 聴 
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昭和 6 1 年 9 月 2 5 日 

事務連絡第 4 7 号 別添   

騒音性難聴に 係る業務起因， 珪 判断の 

ための調査実施要領 

この調査実施要領は・ 騒音   珪 難聴の業務起因性の 判断のため実地調査を 行 う 場合の調査項目を 定 

めたものであ る。 

調査 票 のうち「その ] 」は、 業務起因性を 判断する際の 必須と思われる 事項を掲げたものであ る 

が 、 事案によっては、 一部の事項を 省略して調査しても 差し支えない。 

調査 票 のうち「その 2 」は、 医師による検査・ 診断結果を確認するために 作成したもので、 医師 

に 意見書を求める 際にはてきるだけこの 様式を用いられたい。 

たたし、 諸検査については 必要に応じ実施した 検査についてのみの 記入で差し支えない。 

また、 検査成績については、   検査データを 添付し・記入を 省略して差し 支えない。 
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( その ] ゥ 

騒音性難聴に 係る実地調査 票 

1. 労働者に係る 一般的事項 

者
 

働
 

労
 

Ⅰ
 

  

  

  

岩
株
 
地
 ）
 
日
 

番
 

若
月
 

険
 

 
 

保
 

働
 

電
火
 

男
名
所
（
 
雇
 

 
 

( 業種   

  
T 一 

TEL 

氏 名 ( 男 。 女 ) 

生 年 月 日 明・ 大 ・ 昭 年 月 田主 圭   歳 ) 

職 種 

傷 病 名   

身長 ・座高 身長 cm   座高 cm 

( その他身体に べき事項等 ついて特記す   

2.  業務経歴 

一 1 70 一 



3. 騒音ぱく 露 状況等 

所定労働時間 午前 時     午後 

午前 時     午後 

休 憩 時 間 具体的休憩の 仕方 

  

周 波 数   
騒音 レ ヘル 

己 B 

間歓 昔の有無 
( 打撃 昔 ) 

耳栓その他の 保護具、 隔壁等の措置状況 
耳 栓 等 の 

措置状況 ( 

4  耳に関する健康診断 

時 分 まて 時間 

時 分 まて 分間 

  

  

㈱措置 欄 には、 作業転換等を 記入すること。 
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5. 既往 歴 

年 月 ㈲ 既 往 症 

年 月 ㈲ 

年 月 ㈲ 

年 月 ㈲ 

年 月 ㈲ 

年 月 ㈲ 

年 月 ㈲ 

年 月 ㈲ 

年 月 ㈲ 

年 月 ㈲ 
      

㈱発症年月が 不正確の場合は⑱と 表示すること。 

6.  その他 

兼 業 の 有 無 無   有 ( 業務内容 

職は 場外での騒 く露の有 昔無 無 ・ 有 ( 騒音ばく 露 内容 

趣 味 

同僚労働者の 難聴の発生の 騒音性 有無 無 有 ( 人数、 障害程度等 

その他参考となる 事項 
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( その 2 ) 

名
 

勘
考
 

労
 

名
 

氏
 

 
 

名
 

病
 

傷
 

査
 

オ
 
)
 

(
(
(
(
(
.
 

調
 

日
 

関
 

月
 

年
 

機
 

昭
 

 
 

療
 

明
 

医
 

年
日
住
  

 
女
 

男
 

 
 

2  鼓膜等の状況 

上 口 り 位 所 見 状 態 

鼓 膜 

中 耳 

3  気 毒オ ー / オクラムの状況 

区 分 聴 力 型 両 耳 の 対 象 形 

左 耳 左右対象 左右ほぼ対象 

右 耳 非 対 象 

4  気導 オーソオグラムと 首導オ ー / オクラムの状況 

平行低下 ほほ平行低下 非 平 行 

 
 

 
 

 
 

 
 

付
 

オ
 

貼
 

 
 

 
  

 
オ
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6. 諸検査結果 

田 耳鏡検査成績 

(2) 側頭骨 エ ，クス 繍 所見 

(3) インピーダンス・オ 一ジオメトリ 一の型 ( チンパ / メトリーフ 

型 

(4@  内耳機能検査成績 

(5) 語音聴力検査成績 

(6) 後迷路機能検査成績 

① 自記オーソ オ メトリ一の型 ( Jerg 。 r の分類 ) 

型 

② ①以外の検査成績 

(7)  その他各種検査成績 

  

7. 検査時の会話聴取状況 ( 了解度 ) 

        二 。 了 ，》                         1 メートル以上の 距離では                                                                     ミ " ミ，う 。 " 。 。 ， 
とができない。 

(2) Ⅰ @ 外 ( 具体的に )   
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5 . ま底  
 

障
 早
 

里
 『
『
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昭和 5 2 年 5 月 2 8 日 

事務連絡第 2 3, 号別添   

振動障害に係る 業務起因性の 判断の 

ための調査実施要領 

この調査実施要領は、 振動障害の業務起因性の 判断のため実地調査を 行う場合の一般的調査項目 

を 示したものであ る。 

実地調査 票 のうち様式 ] は、 業務起因性を 判断する際の 必須事項を掲げている 0 したがって 、 認 

定 事務に当たっては、 この様式による 調査で認定要件を 満たし得る場合 @c は、 それ以上の調査の 必 

  
要 はない。 

実地調査 票 のうち様式 2 は，医師による 検査・診断結果を 確認するために 作成したもので、 医師 

に 意見書を求める 際には、 できるだけこの 様式を使用されたい。 

実地調査 票 のうち様式 3 は、 様式 ) 0 項目を調査したが 認定要件を満たすかどうかわからない 事 

寒心ついて、 より詳細な調査を 行 3 場合の必要な 事項を掲げたものであ る。 

また、 聴取書・健康診断結果、 医師の意見書等の 写しを添付する 場合は、 調査票の記入を 略記し、 

又は省略して 差し支えない。 
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様式 ] 

振動障害に係る 実地調査 票 ( その 1 ) 

]. 労働者に係る 一般的事項 

労 働 保 険 番 号 

名 称 

事 業 場 所 在 地 〒 

( 電話番号 ) Tel     

業 千 二五 

氏 名 ( 男 ・ 女 ) 

生 年 月 日 明・ プ乙昭 年 月 日く オ ) 

職 種 

労 働 者 入 社 年 月 日 年 月   
身 長   体 重 cm Ⅰ k り 

そ の 他 

  
労働者の身体につい ｜ 1 て特筆すべき 事項 ） １ 

  

㈲年齢は調査時の 満年齢とする。 

2. 業務経歴 

事業場 老 職 種 勤務期間勤務年数従事年数振動工具 振動業務 振動工具の 使用状況 

] 日ヨ " 均 珪石 @ 

年月 年月 - 年月 年月 ] 力 月平均 日 

] 日 平均 時間 

年月一 年月 年月 年月 1 カ 月平均 日 

] 日 ' 平均 田 封 @ 
年月一 年月 年月 年月 ] カ 月平均 日 

]  日ヲ " 均 時間 

年月一 年月 年月 年月 ] 力月平均 日 

1 日 平均 昨朝田 

年月一 年月 年月 年月 ] カ月平均 日 

  
1 日 平均 時間 

年月 年月 - 年月 年月 1 カ 月平均 日 

Ⅰ
 
-
 

用
 

症
 

。
 

使
 

発
と
 0
 
0
 
の
 

こ
と
と
ね
 

は
 

ち
 こ
そ
 め
 

合
す
る
る
 お
 

 
 

明
よ
欄
を
記
 

が
に
、
 容
併
 

容
 

取
は
内
を
 

内
聴
合
 の
 名
 

事
の
場
 そ
 自
ァ
 

従
 
。
ら
た
、
 エ
 

務
 と
か
つ
は
の
 

葉
こ
 等
あ
合
そ
 

動
 い
 老
か
 場
、
 

振
な
働
更
 る
は
 

 
 る

し
 請
具
 が
た
 

す
差
 
、
王
種
 し
 

と
て
者
 動
 重
用
 

度
し
 勧
振
従
使
 

 
 0

 て
関
、
以
上
 

1
 し
 
、
 
種
 誘
動
 

前
走
 主
 職
業
 振
 
。
 

症
限
 業
の
動
の
と
 

発
 に
事
 て
振
数
こ
 

 
 間

 の
佳
美
間
間
 記
 

期
年
方
事
 期
 勘
注
 

査
 3
 蒼
一
蒼
一
を
 

調
 
、
調
同
調
同
率
 

 
 

比
 

）
）
）
）
）
 

Ⅰ
 

2
3
4
5
 

往
往
往
往
 往
 

（
（
（
（
（
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不
 

勤
王
 

振
 

 
 

名   

    

メ ー カ 一名 

  打 撃 工 具 ィ 打 撃 工 具 4  打 撃 工 具 

種 類 ロ 回 転 工 具 ロ 回 転 工 具 口 回 転 工 具 

    その他 (   その他 (   その他 ( ） 

  圧 搾 空 気 ィ 圧 搾 空 気 ィ 圧 搾 空 気 

口 内 燃 機 関 口 内 燃 機 関 口 内 燃 機 関 
動 力 原 

    電動モーター     電動モーター     電動モーター 

二 その他 ( )  ニ その他 ( )  二 その他 ( ） 

振動数 ， 回 / 分 振動数 回 / 分 振動数 回 / 分 

振動 レ ヘル 振 幅 ㎝ 振 幅 ㎜ 振 幅 田 m 

加速度 G  加速度 G  加速度 G 

重   里 g k kg kg 

防 振 装 置 鯉・ 有 ( フ 無 ・ 有 ( )  無 ・ 有 (   

そ の 他 

( 注 1 )  振動業務歴を 通算し、 直近の 2 ヵ年間に使用した 工具のうち、 使用頻度の大きいもの 

    ら 順に記載すること。 
  

(   注 2 )  振動レベルについては、 銘板 、 カタログ等によりは 握 することができなかった 事項は 、 

記入を省略して 差し支えない。 

( 注 3 )  防振 装置が方のときは、 ( ) 内に防振装置の 種類を記入すること。 
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様式 2 

振動障害診断 雲 

]. 労働者名 

名
 

氏
 

 
 

オ
 

 
 

日
 

月
 

年
 

昭
 

大
 

明
 日

功
 

制
作
 

生
現
 

 
 

女
 

男
 

 
 

2.  自覚症状 

レ イ ノ ー 現 象 
  

手指双腕のしびれ・ 不快感   
  

"  痛 み 
  
自 

  冷 え 覚 
症 

  これは り 状 

( 参考 )  その他の自覚症状不快感・ 手掌発汗、 筋肉痛、 肩こり、 頭重感、 頭痛。 不安感、 睡 

眠 障害等 

3. 視 触診等 

    変   
血圧   mrnHg 

指   変 形 上 肢 全 体 育 
関節の変形 ・ 異常 既 

皮 膚 異 常 往 

上肢の運動機能の 異常 歴 

  の 運動 痛 

筋 萎 縮 障 

筋 圧 痛   硬 結 三色 

そ の 他 の 所 見 

㈱ (+)  軽度異常 ( 丑 )  中等度異常 ( Ⅲ )  高度異常 
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4. レイノ ー 現象 

      一 現象の有無 血・自訴かあ るか 未 確認・確認 

確認した場合はその 方法 

発 現 部 位 

  
    

      

  
ⅠⅠ く一 、 

  

左 

7 よ （ 

右 

  
発現部位を笏のようにぬって 下さい。 

佃節まてかもはっきりさせて 下さい。 
  

5  末梢循環・神経機能検査 ( 常温 ) 

室 温 c  気 ， 温   

検査手指 左 手 右 手 

備 考 
検査項目 示指 中指 環 指 小指 示指 中指 環 指 小指 

循 手指皮膚 

趨温 (C) 
，ヒ 紘爪 且 圧迫 
査 ( 秒 ) 

痛 覚 

ネ ・ 中 @ 
経 振動 覚 
搬 (625Hz 

ヒし ふ け 振動 覚 
検 (]25Hz 
査   

振動 覚 
(250@Hz 

鋤 ( +)  軽度異常 ( 丑 )  中等度異常 ( Ⅲ )  高度異常 

なお、 痛覚鈍麻のあ る時は、 備考欄にその 範囲を記入すること。 
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6. 末梢循環。 神経機能検査 ( 冷却負荷 ) 

田 循環機能検査 

4  手指皮膚 温 

負荷温度 C  検査手指 茗示 ・ 中 ・ 環 

冷 却 負 荷 開 始 後 冷却負荷終了後 
時 間 

6 分 7 分 8 分 9 分 1 0 分 5 分 1 0 分 

  

手指皮膚 温 ( 。 C) 

ロ 爪 圧迫 

負荷温度 

冷却負荷終了後の 時間 引 場 直 後   

回復に要した 時間 ( 秒 ) 

で 検査手指 宕示 ・ 中 ・ 環 

分 後 ， 1  0  分 後 

l2) 神経機能検査 

ィ 痛 覚 

負荷温度 

  
冷却負荷終了後の 時間 引 場 直 後   

異 常 程 度 

c  検査手指 薯示 ・ 中 ・ 環 

丹 後 1 0  分・ 後 

口 携辰 勇む 携 等 

倫主日負荷終了後の 時間 

異 種 常 産 

使 ， 用 振 動 数 

負荷温度 C 検査手指 薯示 ， 中 ・ 環 

  
引 場 直 後 5  分 後 1 0  分 後 

Hz 

㈲ (+ )  軽度異常 ( 廿 )  中等度異常 ( Ⅲ )  高度異常 

一 1 83 一 



  

  

7. 運動機能検査 

㈹ 維持握力 ( 5 回 法 ) 

握 力 ] 回目 2 回目 3 回目 

左 手 (kgo 

右 手 (kg) 

潮 握力㈹ ] 、 2 回目の大きい 方 

㈹ 4 、 5 回目の ， ] 、 さい 方 

㈲ 一 ㈲ 5 回族による維持握力結果 

(2) 維持握力 C 6 0 "h 法 ) 

6 0 % 値 (k9) 維持時間 ( 秒 ) 

左 手 

右 手 

4 回目 5 回目 握力㈲ 握力㈲ ㈲ 一 ㈲ 

(3) つ まみ 力 

示 指 (kg)  中 指 (kg) 

左 手 

右 手 

(4) クッ ピンク数 

  
てト 指 中 指 

1 0 秒 2 0 秒 3 0 秒 ] 0 秒 2 0 秒 3 0 秒 

左 手 く回 ) 

右 手 ( 回 ) 

    (5) 骨 、 関節、 筋肉、 腱 等の検査 
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貫
手
 

@
 ヰ
 @
@
@
l
@
f
@
@
@
@
@
@
@
 

｜
 

8. その他の検査 

  

指 先 容 積 脈 波 

  i@G. 屯 図 

聴 刀 

ェ ， ク ス 線 検査 

      

㈲これらの検査を 実施した場合のみ 記入すること。 

9. 症状。 検査結果等に 関する医師所見 

㈹ 検査結果 

末 梢 循 環 障 害 著明に認められる   舌ぃ ラワ められる   認められない 

末 梢 神 経 障 害 著明に認められる   認められる   認められない 

運 動機 能 障 害 著明に認められる   認められる   認められない 

そ の 他 の 異 常 

 
 

 
 

 
 

振動障害以外の 疾病、 既往 歴 のうち特記すべきものがあ ると考えられる 場合の所見 
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㈹ 医師総合所見 

要 療 養   要 経過観察   異常所見なし 

総 合 判 定 

再 入 院   要 休 業   就労可能 

  総合所見 及ひ その他参考となる 事項 ) 

  

月
 

年
 

 
 

昭
示
 

日
 

関
印
 

 
 診

 

区
区
 

㊥
 

日
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様式 3 

振動障害に係る 実地調査 票 ( その 2 ) 

]  作業環境 及ひ 作業態様 

    屋 内   屋 外   両 方 

採 暖 設 備 無 ・ 有 ( 設備 名   
作 業 場 

作業時間中における 平均的な 作業時間中における 平均的な 

冬 期 気 温 作業場の気温 外気温 
@c@ - C "c C 

種 類 手袋・耳栓・ 防寒具・その 他 (   
保 護 具 

使 用 状 況 

工具の整備状況 良かった   悪かった 

そ の 他 作業熟練度 熟 練 ・ 普 通 ・ 未 熟 

教 育 講 習 

  作業態様 ) 

  

鋤 作業態様は、 加工対象物の 大きさ、 材質・形状等、 作業方法、 工具の保持・ 支持の仕方、 作 

業姿勢等を記入すること 0 @,0 ,, 以上の作業態様かあ る場合には、 そのうち主要なものについて 各 

々 本 票を作成すること。 
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2. 過去の振動工具使用状況 

 
 
 
 

月
 

  

月
 

用
 

使
 

ュ
便
 

月
使
 

  

㈲ おおむね発症前 ] 年間とし，作業の 中断等があ るときは、 更にさかのぼること。 

3. 一連続使用時間数度 ぴ 休止時間 

一連続作業時間 臼一 取庁司 @ 分 平均 分 

時 分 一 時 分 分間 

休 憩、 時 間 - 一 一 - 口 十 分間 

時 分 一 時 分 分間 

休 止 時 間 1 日当たり平均 回 1 回 当たり平均 分 

  

( 注 1 )  通常の㌃ 日 ・の振動業務の 態様を記入すること。 

( 注 2)  「一連続作業時間」とは、 振動工具を作動し 始めてから停止するまでの 時間をいう。 

( 注 3)  「休憩時間」とは 時刻を定めて 休憩をとる時間をいい、 「休止時間」とは 一連続作業 

時間と次の一連続作業時間との 間の時間を いう 。   
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4. 振動障害に関する 健康診断 

る
と
。
  
 

 
 

す
と
 

戴
 
こ
 

記
る
 

て
す
 

い
入
 

っ
己
 
-
-
 

：
 
ロ
 

に
を
 

の
等
 

も
換
 

た
転
 

 
 

実
 

腱
笘
 

@
c
 決
定
 

以
の
 

き
分
 

と
区
 

た
理
 

れ
管
 

ら
康
 

め
健
 

靭
 

"
,
 
。
 

"
 

の
は
 

見
に
 

所
欄
 

常
置
 

異
措
 

潮
 

  
・ 年 月 日 

一次・二次 

無 有 -lJ 要要 療観 養 察 -j 

5.  そ の他 

兼 業 の 有 無 無 ・ 有 ( 業務内容 ） 

易く 職は ょ ・ 外での 露 の 振 有 動無 
無   有 ( 振動ばく 露 内容   

通 勤 の 状 況 通勤手段 通勤時間 道路の起伏 

嗜 好 酒 タ バコ 

同僚労働者の の発生の有無 振動障害 無 ・ 有 C 人数、 障害程度等 )).J) 

  
その他参考となる 事項   

㈲ この調査は振動障害発症直前の 状況を記入すること。 

振動ぱく露の 内容は、 振動工具名、 振動作業 名 等を記入すること。 

  

  

  

  

  

  

  

通勤の状況は、 自動車，オートバイ 等を自ら運転して 通勤しているときのみ 記入し、 通勤時 

間は片道とする。 
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6  .  至頁 万言 月宛 、 方正 伯 英 君 羊 
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① 事業場 名 

頸肩腕症候群に 関する調査書記入要領 

② 所在地 

③ 労働者数 

  

事業場 

請求人の所属 課 ( 室 ) 

同種の者……請求人と 同種の労働者 ( 同一企業の中における 同性の労働者で、 作業態様、 年齢 

及 び 熟練度が同程度のもの。 以下「同程度労働者」という。 ) 数を男女方Ⅱに 記入 

すること。 

④ 事業の種類等 

労災保険率適用事業細目表の 事業の種類を 記入すること。 

⑤，労働者名 

性 別 

年 齢 

生年月日 

入社年月日 

職 種 

入社後発症までの 経験年数 

入社年月日以降発症 日 までの期間について、 当該疾病の発症に 関連する業務の 従事期間を 

記入すること。 なお，入社以前に 同様の業務があ る場合はそれも 付記すること。 

⑥ 職 歴   

入社以降発症までの 職歴及 び 徒事期間を詳細に 記入すること。 入社後発症までの 期間が短い場 

合 には入社前の 戦歴も確認すること。 

0  所定労働時間   

休憩時間 交替 制 等の場合はその 旨を記入すること。 

戸 けこ w@ 日毎週 ィ可 曜日あ るいは 月 何回と記入すること。 
年休行使状況 ( 病体 ) …… 月 ごとの年休行使状況を 発症前 1 年間記入すること 0 特に発症前 6 

力 月が重要であ る。 

なお、 病 休の日数も括弧 書で 併せて記入すること。 
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⑧ 作業内容 

職種により作業内容が 容易に判断出来るもの 以外はプロセスフローシートのようなものを 作り、 

作業内容を明らかにすること。 なお、 できる限り作業内容及び 作業姿勢を示す 写真又は図を 作成 

し 、 添付すること。 

⑨ 作業姿勢 ( 作業態様   

上肢 及ひ 頸部の負荷はどのよう @<@ してかかっているか 記入すること 0 なお、 特に次の点に 留意 

すること。 

認定基準で示されている 上肢の動的 筋 労作又は静的 筋 労作の何れに 該当するかを 記入する c と。 

また、 このほかに次のことも 確認すること。 

ィ 椅子の状態は 適切か ( 椅子を使用する 作業の場合 ) 。 

① 椅子の高さか 適宜調整出来るか。 

㊥ 椅子かぐらついたり、 背もたれが軟らかすぎないか。 

④ 足が宙に浮いたり、 膝がつかえたりしていないか。 

ロ 作業者の体格が 使用機械に合っているか。 

ハ 作業面の高さが 適切か。 

⑭ 業務量 

業務量をは 損 するには次のような 方法があ るので・これらのうちから、 当該事案に最も 妥当な 

は 握 方法により調査を 行い、 その結果を記入すること。 

ィ 生産高によるは 握の仕方 ( 作業密度も含めて ) 

穿孔作業         タソ チ数 

英文タイフ。             タソ チ数 

禾 ロ文タイフ。             印字数 

チェノク 業務             処理枚数 

交 換 手             取扱い通話 数 

チェ ノカ一             タソ チ数。 扱い客数 

会 計 機           タソ チ数     

一段事務 …… 処理伝票枚数 ( 複写枚数も考慮 ) 、 処理件数。 札勘 枚数、 スタンプ捺 

印回数 

日 労働時間によるは 握の仕方 

月間尺 ぴ日 ごとの時間外労働及び 休日労働を含めた 労働時間によりは 揖 する。 
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ハ 労働者の増減によるは 握の仕方 

請求人と特に 関連あ る「同程度労働者」の 退職・配置 替 等による増減をは 握 する。 

また、 記入に当たって 、 ィの 「業務量が増加していたか」の 欄は、 本人及び「同程度労働者」 

0 月間の業務量 ( m@@ えは、 タソ チ数、 労働時間等 ) を記入すること。 

ロの 「大きな 疲 」のうち①及び㊥の 欄は、 本人の業務量を 調査し、 ①は ] 日の業務量 か 通常の 

業務量のおおむね 2 0 % 以上増加した 日について業務量を 記入すること 0 また・㊥は ] 日の労働 

時間の 1 /3 程度にわたって 業務量 か 通常の業務量のおおむね 2 0 % 以上増加した 日の当該時間 

に係る業務量を 日ことに記入すること。 

なお、 業務量算出の 基礎貸料を添付すること。 

ハの 「稼働日数等の 状況」の欄は、 上記の業務量がは 提出来ない場合、 調査記入すること。 

調査期間は、 発症前 6 カ月の業務について 行 うが ・場合によっては、 8 カ月ないし 1 0 力 月前 

も調査すること。 

⑧ 使用機械の状況 

イ 使用機械の名称   

ロ キ一の重さ．配列、 操作．つまみやハンドルの 位置、 打ちにくさ、 取扱いにくさ・ 工具の重 

さ 

八 機械の故障の 頻度 

等を調査し。 記入すること。 

⑫ 体格、 体質等 

発症前最低Ⅰ年は 健康診断結果等から 調査し、 記入すること。 

⑱ 結婚・出産状況 

女子の場合・ 結婚・出産の 時期を記入すること。 

⑧ 既往症の有無 

請求内容に関係して 発生すると思われる 疾患の有無・ 更に有った場合は、 いつ頃 それが診断さ 

れたか経年的に 調査し、 記入すること。 調査期間は発症前最低 3 年間とし、 健康診断結果、 欠勤 

理由等から調査を 行い、 必要に応じ、 更に遡及すること。   

⑮ 健康診断状況 

発症前最低 3 年間は調査し、 記入すること。 なお、 必要に応じ、 更に遡及する 場合もあ ること。 

⑯ 症状経過 

イ 当該疾病に関する 症状がいつ頃 発現したか、 その結果いつどこの 医療機関で受診したか。 

口 受診時の請求人の 病 訴 と他覚的所見 ( 認定基 牽で 示された頸肩腕症候群に 関するテストの 結 
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果 等も含めること。 ) はいかなるものか。 

ハ 医療機関受診後の 治療内容 ( 入院、 通院の別も含めること。 ) 及 び その効果 

ニ 冶 ゆの 見込 時期 

等を記入すること。 

⑰ 作業環境 

広 さⅠ 
騒 音 

これらは、 認定の直接要件ではないが、 作業環境の状況を 知るために必要なも 
照 明 

のであ り、 労働安全衛生規則・ 事務所衛生基準規則、 キーパンチャ 一の作業管理 
温 度   

基準・金銭登録作業指導要領の 基準に適合している、 いないかを O, X 等により 

気 積 
記入すること。 

休憩施設 

冷風の状況   

⑱ 事業場で定めている 作業管理基準 

定めの有無……有る 場合は当該基準を 添付すること。 

産業医意見 徴 取の有無 

⑲ 労使関係 ( 主として災害補償関係 ) 

災害補償に係る 労使問題の有無を 記入すること。 わかれば理由も 付記すること。 

⑳ その他 ( 運動 歴等 ) 

運動 歴 あ るいは通勤事情等について 記入すること。 

③ 職場体操実施の 有無 

⑧ 本 疾病発生の有無 

当該事業場における 本 疾病の発生状況 ( 認定の有無を 含む。 ) を記入すること。 また・当該 事 

業場 のほか同一企業の 事業場の状況も 記入すること。 

⑧ 主治医等の意見 

医療機関君 

診断宅 

診断月日 

立               本 疾病に関する 判断、 意見を記入すること。 

㊧ 備 考 
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7 . 化学物質等による 疾病 
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ィヒ 単物質等による 疾病の業務起因性判断の 

ための調査実施要領 

この調査実施要領については 後記 6 の「石綿による 疾病の業務起因性判断のための 調査実施要 

領」を参考とすること。 
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様式 1  化学物質等に よ る疾病に関する 調査 票 

事業場関係調査及び 調査のまとめ 

1.  事業概要 

労 働 保険 番号 

事 業 場 の 名称 

所 在 地 〒 電話 

鑓 労働者数 男 名、 女 君、 討 名 
事 業 の 種 類 

化学物質等ぱ く 露 労働者数男名、 女君、 討 名 等称 ぱ く 学 化 化の 字 商名 日 口 。   
あ るい性状及 甘テ乏 び 用途   

㈲ 「労災保険率適用事業細目 表 」による「事業の 種類の細目」を 記入すること。 

2. 化学物質等の 取扱い作業及び 作業環境測定 

  

  

  

  

  

  

  

  

    己
 

 
 

-
-
 

口
 

る
 

を
 

す
等
 

赤
沈
 

国
状
 

て
 

生
 

m
 
 

発
 

 
 

エ
条
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扱
 

土
日
 

功
 

取
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称
、
 

名
 

ま
 
@
 

 
 

@
 

@
 

 
 

 
 

 
 

 
 

付
 

板
付
 

 
 

け
図
 

図
 

遣
 

お
 
程
 

こ
エ
 

｜
 

配
 

の
 
）
 

程
た
 

物
 
。
 
エ
し
 

建
と
各
人
 

要
程
 

概
工
 

陽
葉
 

工
作
 

  作業態様   請求に係る労働者の 作業姿勢・ばく 褒状況がわかる 絵図又は写真 ( 特に 
発散 源 、 局 排の フードと労働者との 位置関係がわかるもの ) を添付 

  

の 環 境 育 測無 宏㈱ 有 無 ( 測定結果報告書写しを 添付 ) 

㈱ 
作業環境改善の 有無 無 ・ 有 ( 改善した時期昭和年 その内容 月   ） 

無 ， 有   
使用開始時期 : 昭和 年 -  月頃 

講席 保健 ク無 保使 護用 マの ス有 型式の名称     検定合格番号     

具状 の況保護具の 手袋その他の 使用 

㈱ 請求人のばく 露 状況をは 握 又は推定できるようなデータを 収集すること。 
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3. 請求に係る労働者の 作業魔 等 

労働者氏名 

村 三 年 月 日 

椀
種
 

状
 

 
 

在
 

現
 

一
職
 

作業歴及び化学 
物質等ぱく 露 
作業従事歴 

性別 異 ・ 女 

明 ・ 大 ・ 昭 年 月 四生 ( 満 オ ) 

生存，死亡 ( 死亡年月日 : 昭和 年 月 日、 死亡 時 年齢     才 ) 

入社 年月日 昭 木ロ 年 月 日 

所属した事業場、 

作業場老友 物質等の名称 ひ 化学全在籍期間質等はく 左のうち化学物化学物質等ばく 露 期間係る作業内容 露に 

昭和 年 月 昭和 年 月 

一昭和 年 月 一昭和 年 月 

昭和 年 月 昭和 年 月 

- 昭和 年 月 一昭和 年 月 

昭和 年 月 昭和 年 月 

- 昭和 年 月 一昭和 年 月 

昭和 年 月 昭和 年 月 

- 昭ォ D  年 月 一昭和 年 月 

昭和 年 月 昭和 年 月 

一昭和 年 月 一昭和 年 月 

  

  

  

  

  

  

  

4. 請求に係る労働者の 健康診断結果 

健康診断の種類 受 診 期 間 受診回数 

  般 健 診 昭和 年 月一， 昭牙 D  年 月 回 

特 
特定化学物質等 昭和 年 月 - 昭和 年 月 回 

殊 有機 溶剤 昭和 年 月一昭和 年 月     回 

健 鉛 昭和 年 月 - 昭和 年 月 回 

診 

四 アルキル 鉛 昭和 年 月 - 昭和 年 月 回 

その他 ( )  昭和 年 月 - 昭和 年 月 回 

  

る
写
 

百
一
下
 

い
の
 

て
そ
 

画
人
 

ね
 

、
 村
 

断
ィ
 

さ
は
 添
 

診
 

成
 
き
を
 

作
 
と
し
 

健
康
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5. 同職種労働者の 特殊健康診断結果 

同 職 種 労 働 者 男 名 、 女 名 - 一 一 一 口 十 名 

異常の有無 有 所 見 者 

短 所見者 不 明 

観察中㈱ 治療中 死 亡 

名 名 名 名 名 

㈲ 「観察中」とは、 百所見者であ るが 通 営業務に就いている 場合をいう。 

6. 請求に係る疾病 ( 症状 ) 及び既往 ( 請求人の聴取等により 作成 ) 

(1) 請求に係る疾病の 症状経過 (2@  既 往 

㈱ 症状発現から 現在に至るまでを 詳細に記入のこと。 
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7. 同職種労働者の 同様疾病 ( 症状 ) の発生状況 

発生年月日 氏 名 ( 性・年齢 ) 疾 病 ( 症 状 ) 等 
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8. 過去の全職歴、 作業魔 ( 化学物質等へのぱく 露歴 ) 及び疾病、 病状歴の時系列 表 

( 作成 例フ 

業 務 歴   VCM はくら 歴 既往歴、 健診 歴等 

  

労働者 s  .K 
( 大 2  5.8 生 、 昭 49. 11- 7 元・ 

当 61 才 ) 
酒量       酒は好きて・ピール 約 2 本の後、 

焼酎を飲んでいた。 晩酌もやっ 
ていた。 ( 友人 - T.K 証言 ) 

00 化学㈱入社 ( S. n].9   
21) 一 合成 係 ( アン・モニア 

合成関係 ) 

  ニ ポリット 係 (16.1]. 21) 

  16- 11. 21 一 20. 3. 31 
C 3 年 4 カ月 )   

(20 ． 4. 1 - 20 ． 10 ． 22 応召 20-     

休職 ) 
製塩 係 、 塩田 係 (20. 10.23).- 一 

21 一 - 

  22 一一 

  23- 

繊維 係 (23.4. 2]) 

24 -- 

技術部 (24.9.21) 
25 -- 

｜ 一 (4 24.9.21-,25 カ月 ) 1.・ 

25. 1. 21 -, 26. 3. 17   
            26.3.18 I 年 ) 一 27   3.]0 

食欲がなく、 疲れ易くなった。 ( 妻   

28 一 - 、 
聴取 フ ( 27 、 28 年頃 ) 

29q   一 27.3.11-,30.2.7 (2 年 11 カ月 ) 

30@ ， -   

  ( 2 年 1 カ月 )     

32 -- 

有ィ幾部 ビニール 課 (32.1.1)- 一 @     一 32.2.22-,32 (  8 カ月 )   Ⅰ 0 ・ 2 
33@ -   

F 医院で狭心症といわれた。 ( 妻 ， 聴 
有機第 2 部第 1 ビニール 課 34-- 取 ) ( 33 、 34 年頃 ) 
(34.4. Ⅰ ) 
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業 務 摩 V CM ぱくろ 歴 既往歴、 健診 歴等 

35 一 32. 10- 3- 36- 8. 8 
C 3 年 ]0 カ月 ) 

36 
歯槽膿漏 (  M  )  (36.1.]6) 

37   一 36.8.30-37 ( Ⅱ力角 )   7.9 
施設 第 l 部第 ] 課 (38.2. 1) 

    "  第 2 課 

(38.412)" ぜ V CM ぱくろ 

第 ] カーバイト 課干一 腹 部膨満感・食欲不振、 疲労感 (M )   合計 ].5 年 2 カ月 ( 不就労期間を 除く ) 

  
退職 (39. 10.2X( 依願退職 )- 口百 脳内高血圧 ( M  )  (39.9.7) 

4 Ⅰ 

42 

43 

，飲食店を開き・ 妻 、 手伝、 44 
いの 八 1 人と営業 
時々身体の具合が 悪いと 
いい、 1 週間 @ こ ] 日位休 45 

んでいたが、 他は普通の 
仕事そしていた。 ( 妻の 
証言 )   46 血 たん、 咽頭痛、 頭痛・ 首 肩こり (M) 

(46) 

47 肝 腫大 ( M ) 、 首肩 等の痛み等 ( 委託 
言 ) (47) 

 
 

 
 

 
 

ェ
肉
 

袈
管
 

（
 血
 

亡
肝
 

 
 

死
 

十 48   
吐血 (M ) 、 ぅ すい 血盃 4-5 杯 (48   

 
 

 
 

 
 

血
 
㏄
 

不
 

欲
 

）
 

食
頃
 

  

( M )- … M 市立病院 
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様式 2  化学物質等に よ る疾病に関する 調査 票 

医 療 機 関 調 査 

（ 

医託 として意見書を 求める場合は 少なくとも下記項目によること。 

なお、 この場合は本調査票の 作成は要しない。 ） 

1.  労働者名 

氏 名 

生年月日 明・ 大 ・ 昭 年 月 日生 ( 満 オ ) 

( 男 ・ 女 ) 現住所 

2. 診断の内容 

診 断 名 

業務の経歴     

問 診 主な既往 歴     
臨 自覚症状の経過     

その他特記事項     

床 自 覚 症 状 

所 
他覚的所見 

（ 各種検査等 ) 

見 
療養の内容と 
症状の経過 

  
生検・剖検実施の 有無 

病 理 学的 所見 

その他特記事項 

㈲ 「病理学的所見」欄については、 てきるだけ主治医が 作成した所見本文の 写しを添付された 
い 0 
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様式 3  化学物質等に よ る疾病に関する 調査 票 

本人・家族・ 同僚労働者等からの 
事情聴取等に よ る調査 

1 、 請求に係る労働者の 含職歴 

所属した事業場 名 入社及び 転 ・退職年月日 作 業 の 内 容 潮 
  

昭 井ロ 年 月 日 

- 昭和 年 月 日 

昭牙ロ 年 月 日 

一昭和 年 月 日 

昭禾ロ 年 月 日 

- 昭和 年 月 日 

  
昭牙 0  年 月 日 

一昭和 年 月 日 

昭 元ロ 年 月 日 

一昭和 年 月 日 

㈲ 取扱い化学物質等の 名称及びその 他の有害因子を 記入のこと。 

2. 化学物質等ぱく 露 作業従事歴 

所属した事業場 名 ぱく 露 開始時期 ぱく 露 終了時期 

昭和 年 月 昭和 年 月 

化学物質等の 
ぱ く 露 期間 昭和 年 月 昭示 ロ 年 月 

昭和 年 月 昭和 年 月 

昭和 年 月 昭示ロ 年 月 

作業の内容 

  

化学物質等の 
ぱく窮状況 

保 護 具 の 
使 用 状 況 

  

延 はく 露 期間 

与 力 月 

牛 方 月 

牛 力 月 

牛 力 月 

  期
 

時
 

症
 

発
 

ま
 

 
 

て
 

 
 

つ
 

 
 

l
O
 

者
 
と
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こ
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る
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す
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 人
名
 
、
 

本
病
 

㈱
 
疾
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3. 既往及び請求に 係る疾病の受診 歴 

年 月 日 受診病院 名 病 名   症 状 等 

昭和 年 月 日 

昭和 年 月 日 

昭和 年 月 日 

昭和 年 月 日 

昭和 年 月 日 

四本表は、 詳細が不明であ ってもわかり 得る範囲のことを 記入し、 詳細不明、 記・ 憶 不明瞭等を 

付記しておくこと。 

4.  嗜 好 

いつごろからすいはじめたか : 昭和 年頃 

喫煙歴の有無 無 ・ 有   いっごろやめたか 

    昭和 年頃 

@ 日 最高     水程度、 1  日子女 句     水程度 

飲酒歴の有無 無 ・ 有 ( 酒の種類     ] 日の飲酒量     

  

  

5. 家族の健康状態 

( 本欄は、     本人 と   同居の家族及び 直系親族の健康状況、 死亡者については 死因等特に必要が   
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8 . 石綿による健康障害 
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昭和 5 3 年 1 0 月 2 7 日 

事務連絡第 41 号 別紙 ） 

石綿による疾病の 業務起因性判断の 

ための調査実施要領 

].  この調査実施要領は、 石綿による健康障害のうち、 石綿肺合併肺がん 及び中度腫の 業務上科 の 

認定を行 う ために 姥要 な調査項目を 定めたものであ る。 

石綿肺及びその 合併症については、 本調査実施要領によることなく、 じん 肺 法の定めるところ 

により従前どおりの 方法によって 処理されたい。 

なお・石綿が 使用される業種や 作業の種類は 多種多様であ るので、 本調査実施要領によること 

が 著しく不適当と 判断される場合には、 他の方法により 調査を実施して 差し支えない。 

  2. 調査 票 のう。 ち 様式 1 は、 事業場関係調査及び 様式 2, 様式 3 に基づく調査で 判明した主な 事項 

を取りまとめるためのものであ る。 事業場関係調査において、 工場・建物の 配置、 作業工程・ 作 

案内容等に関する 資料として・ 図面、 写真等が提出されたときは・ 必要に応 ，じ 、 説明文を付して 

調査 票 に添付されたい。 

様式 2 は、 治療を受けた 医療機関の医師による 臨床所見、 病理学的所見等により 診断の内容 

( 石綿の体内への 取り込みの事実を 含む。 ) を確認するために 作成するものであ る。 医師の意見 

書、 すでに作成済みの 病理学的所見等の 写しを添付する 場合は 、 ノ   要に応じ、 調査票の記入を 略 

記し。 又は省略して 差し支えない。 医師に対して 意見を求める 場合には、 できるだけこの 様式を 

依頼 丈 に添付する等により 活用されたい。 

様式 3 は、 請求に係る労働者本人．家族、 同僚労働者等から 事   清聴取等により 調査すべき事項 

を示したものであ る 0 調査に先立って、 本人が「がん」に   罹患していることについて 知っている 

か 否かについて 主治医等から 確認し、 知らないときは 細心の注意を 払うこと。 

なお、 石綿肺の所見がじん 師法に定める ェソ クス 絃 写真の像の第 1 型以上であ る石綿ばく 露作 

業従事労働者に 発生した原発性肺がん 又は原発性の 胸膜若しくは 腹 膜の中 度腫に 係る事案につい 

ては、 石綿ぱく 露 関係の調査は 適宜省略して 差し支えない。 
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様式 ]  石綿による健康障害に 関する調査 票 

事業場関係調査及び 調査のまとめ 

1  事業概要 

労働保険番号 

事業場の名称 

所 在 地 〒 電話 

庄 (1) 労 働 者 数 男 名、 女 若、 き 十 名 

事業の種類 う 労働者数 ち石綿取扱い 男 
名 、 女 若、 - 一 一 一 口 寸 名 

石綿製品の名称 

田 2) 
原料石綿又は 石綿 

石綿製品の名称、 製品の取扱い 量 石綿の取扱い 量 含有する石綿線維 の 種 類 ク @ タイル・クロシ イ ト ( 青石綿 ). アモ サイ 

  

  
含有率㈲   

  

と主 (1@  「労災保険率適用事業細目 表 」による「事業の 種類の細目」を 記入すること   

@2) 主要製品の年次別生産量 ( 使用量 ) を示す貸料を 添付すること。 

2. 石綿取扱い作業 及ひ 作業環境測定 

建物の配置 図 ( 石綿取扱い工程はⅠ て 図示すること。 ) を添付 
工 場 概 要 

石綿取扱い 作業工程図を 添付 

作 業 工 程 

作業態様 襄糞苫倭各コ 圏蕎薯征詔驚薯蘭輻議竃聲 若コ 弩魚苧営さ世 ア号金葉 特 " 械、 
作業環境測定       ・ 有 ( 測定結果報告書写しを 添付 ) 

実施の有無曲 

作業環境改善   
の 有 無 ㈲                                                     昭和年月 日 

  

使用開始時期 : 昭和 年 月頃 

保 護 具 の 
保護マスク 使用の有無無有 ( 型式の名称     検定合格番号       

使用状況手袋その 他 
の保護具 

  

㈲過去の作業環境の 状況を知るため、 てきるた け 古い時代のものから 順に調査すること。 
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3. 請求に係る労働者の 職歴等 

労 働 者 氏 名 性別 ・ 男 ・ 女 

生年月 日 ( 年齢 )  明 ・ 大 ・ 昭 年 月 回生 ( 満 オ ) 

現 在 の 状 況 生存・死亡 (. 死亡年月日 : 昭和年 月 日、 死亡 時 年齢     オ ) 

職 千重 入社年月日・ 昭和 年 月 日 

過去の職歴及び 
石綿ばく 露 作業従事歴 前事 属美 し場 た名 全在籍期間石綿ぱく 左のうち 従事期間に係る 露 作業石綿ぱく 作業内容 露 作業 

      一入親方等と、 昭和 年 月 照 牙ロ 年 月 
    て石綿ばく 露 

作業に従事して 
一昭利 年 月 一昭和 年 月 

いたときは・ そ 

0 期間を ( X 書 昭和 年 月 昭 オロ 年 月 

きし、 余白部に 一昭和 年 月Ⅰ昭和 年 月 
その 旨 記入する 

こと。 
    石綿ぱく露が 昭牙口 年 月 昭和 年 月 

中断したときは、 一昭和 年 月 一昭和 年 月 

その期間と・ そ 
の事・ 由 ( 例えは、 
「肺結核療養の 

昭牙ロ 年 月 照 牙ロ 年 月 

ため休業」、 「 退 一昭和 年 月 - 昭和 年 月 

職 」、 「じん 肺 
管理 3 のため 作 昭牙ロ 年 月 昭 木口 年 月 
業 転換」等を余 
国音 ロ 4c ( ) を 付 

一昭和 年 月 一昭和 年 月 

して記入するこ 
  と 。 昭牙ロ 年 月 昭示 0 年 月 

- 昭和 年 月 一昭和 年 月 

昭和 年 月 昭和 年 月 

- 昭和 年 月 一昭和 年・ 月 

ぱく 露 開始年月 昭和 年 月 

石綿ば く 露 期間 延 年 力月 

ぱく 露 終了年月 昭和 年 月 

契 煙 の 有 無 無 ・ 有 ( 喫煙本数 ] 日 平均 本 ) 

石綿以外の職業性 肺が 

ん 起因因子へのぱく 露 
電離放射線、 コークス又は 発生 炉 ガス製造工程、 クロム酸 

の 有無 (  「 有 」の場合 無 ， 有 

は 該当するものを 0 で 

囲むこと。 )   ビス ( クロロメチル )x 一 テル、 ベン ，グ     トリクロライド、   
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4. 請求に係る労働者の 健康診断結果 

健康診断の種類 受 診 期 間 受診回数 健康診断個人 票 

  般 健 診 昭和 年 月一昭オロ 年 月 回   

作成されているときは、 
じ ん 肺 健 診 昭牙口 年 月一昭和 年 月 回   

その写しを添付 特殊 ( 特ィヒ月 U ) 健診 昭和 年 月 - 昭和 年 方 回 ， 

名 

明 

名 

5  同職種労働者の 健康状況 

同職種労働者数 男 名 ・ 女 名 " 一 一 一 口 十 

異常の有 戎典 三 有 所 見 - 老 
無 所見者 不 

疾 病 名 観察中西 療養中 死 亡 

名 名 名 名 

石綿肺又はその 合併症 

肺 が ん 

中 皮 腫 

鋤 「観察中」とは、 有 所見者であ るが通常業務に 就いている者を い う。 

例 : じん師管理区分の 管理 2 又は管理 3 の石綿肺百所見者 ( 作業転換をした 者を含む。 ) 

なお、 作業転換をした 者については、 ( ) 書きで外教として 記載すること。 
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6  疾病の概要 

石綿肺及び 右       しん師管理区分 ( 管理   決定 年月日照 牙ロ 年月日 
その合併症 

谷   症 無 ・ 有 ( 名称   

原 発 部 位 右 ， 左 、 上葉・中葉，下葉、 末梢型・中心型 

転移の有無 飯・ 有 ( 転移 巣   

発症年月 日 昭和 年 月 日 

肺 か ん 

潜伏期間 庄 (1) 年 力月 

          剖検 無無 ・ 有 ( 生検・剖検、 実施年月日昭和年月日 ) 

組 織 型 扁平上皮癌・ 腺癌・未分化 届 ・その他 (   

原 発 部 位 胸膜・腹 膜・その他 (   

転移の有無 知， 有 ( 転移 巣     

発症年月 日 昭牙ロ 年 月 日 

中 度 腫   

潜伏期間 柱 (]@ 年 力月 

生も食， の ; 育 音 J 様無 無 有 ( 生検・剖検・ 実施年月日昭和年月日 ) 

組 織 型 扁平上皮癌・ 腺癌。 未分化 癌 ，その他 ( ） 

原 発 部 位 

その他 部位のか のん 転移の有無 無 ・ 有 ( 転移 巣   

生も食・割セ の フ宵 余 タ畦無 ・ 有 ( 生検，剖検、 実施年月日昭和年月日 ) 

性無 肺増 殖 の 線の 有 維 無 ， 有 ( 確認方法、 エノクス 線 ・病理組織診断 ). 不明 

住 (2) 胸膜の肥厚 斑 
その他の所見 又 は そ の 無 ， 有 ( 確認方法・ ェノ クス 線 ・病理組織診断 ) . 不明 

石灰化の有無 

石綿小体 検出の有 轟矩 ・ 有 ( 検出箇所       本数 )  . 不明 

由 1@  「潜伏期間」とは、 石綿ぱく 露 開始から発症まての 期間をいう。 

田 2@  「その他の所見」欄は、 しん師管理区分の 決定を受けていない 者について・ ェノ クス 線 所 

見又は病理組織学的所見に 基づく石綿肺の 異常所見に着目して 調査のうえ記入すること。 
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7  石綿ぱく 露 歴と疾病経過 

Ⅲ 石綿ぱく 露 歴と疾病経過 

石綿ばく 露 

      
  I@ I@ I 

疾病経過 

㈱ 図の上側には、 記入 側 にならって、 前記 3 の未申「過去の 職歴 及ひ 石綿はく 露 作業従事 

歴」欄に記入された 事項のうち石綿ぱく 露の開始・中断・ 終了の時期とその 事由を記入する 

こと。 下側には・同じく 記入 側 にならって・ 下き E(2) の 表 中に記入された「疾病経過の 内容」 

の要点 ( 図の上側に記入済みの 事項は省略して 差し支えない。 ) を 時系 的に記入すること。 

  記入 例 ) 

石 

20 

疾病経過 

力月 肺 核 同社退職 会社にて石綿 3 のため 作 
ナ - ば 開始 

30 40 50 

査 、 同月肺がんのため 手術施行 
昭 52.10  胸痛等のため 入院 検                     
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i2@  疾病経過 

年三 月 日 疾 病 経 過 の 内 容 

一   

勧 この表には、 記入 側 にならって、 肺結核，胸膜炎等の 既往疾病、 しん師管理区分の 決定、 

石綿との関連を 疑わせる自覚症状等 現 症の発現又は 診断確定、 死亡等についてそれそれ 時系 

的に記入すること。 療養の事実があ ったときは、 病院 名 ・入院・退院・ 自宅療養の別及びそ 

れそれの期間を 具体的に記入すること。 

  記入 側 ) 

年 月 日 疾 病 帝王 過 の 内 容 

肺結核のため 休業 ( 1 月 10 日①①病院に 入院・ 2 月 28 日退院 - 以後 
昭 32 1 10- 32 6 l5 

6 月 l5 日まて自宅療養 )   

比呂 45 6 20 しん師管理区分「管理 3 」と決定 ( ムム労働基準局 ) 

    

昭 52 10 15 胸痛、 せき ( 空 せき ). 疲 あ り。 X X 病院に入院検査 

同年 ]0 20 一 肺がんのため 手術施行 ( 同上病院 ). 以後死亡時まで 入院治療 

日召 53 40 30 死 亡 
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様式 2  石綿に よ る健康障害に 関する調査 票 

医 療 機 関 調 査 

]. 労働者名 

氏 名 
生年月日 明・ 大 ・ 昭 年 月 目 生 ( 満 オ ) 

( 男 ・ 女 ) 現住所 

2. 診断の内容 

診 断 名 

業務の経歴     

問 
主な既往 歴     

臨 診 自覚症状の経過     
その他 特 盲目事項     

床 自 覚 症 状 

エソ クス 線 所見 

所 その他の他覚的所見 

( 視 検査成績等 触診、 肺機能   

見 台 併 症 

その他の臨床所見 

生検・剖検実施の 有無 

病 理 学 的 所 見 

  

そ の 他特記事項 

㈲ 1. 本表記入に際しては、 「石綿による 健康障害に関する 専門家会議検討結果報告書」を 参照 

されたい。 

2. 「病理学的所見」欄については、 できるだけ主治医が 作成された所見本文の 写しを添付さ 

れたい。 

一 222 一 





  

様式 3  石綿に よ る健康障害に 関する調査 票 

本人・家族・ 同僚労働者等からの 

事情聴取等による 調査 

].  聴取者 

性別 生年月日 ( 満年齢 ) 本人との間柄 

男 ・文 明・ 大 ・ 昭 年 月 日 ( オ ) 

男 ・文 明・ 大 ・ 昭 年 月 日 ( オ ) 

男 ，文 明・ 大 ・ 昭 年 月 日 (  オ ) 

男 ・文 明・ 大 ・ 昭 年 月 日 ( 才 ) 
  

2. 請求に係る労働者の 全職歴 

所属した 庄 Ⅲ 入社 及 び 
事業場 名 転 ・退職年月日 作 業 の 内 容 注 (2) 

昭矛ロ 年 月 日 

一昭和 年 月 日 

昭和 年 月 日 

一昭和 年 月 日 

昭和 年 月 日 

- 昭和 年 月 日 

昭和 年 月 日 

一昭和 年 月 日 

昭示 ロ 年 月 日 

一昭 矛日 年 月 日 
  

田 1) 一入親方等として 職歴のあ る場合は、 「所属した事業場 名 」欄にその旨を 記入し、 期間、 

作業の内容を 記入すること。 

田 2@  「作業の内容」欄は、 職種 名 のほか石綿その 他の化学物質取扱い 作業、 鉱山における 作業 

その他 扮 しん作業の従事歴があ るときは、 取り扱った物質名、 作業の内容 ( 概要 ) を聴取の 

うえ記入すること。 
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3. 石綿ぱく 露 作業従事の状況 

所属した事業場名 ばく 露 開始時期 ぱく 露 終了時期 延はく 露 期間 

昭和 年 月 昭和 年 月 与 力 月 
庄 Ⅲ 

石綿はく 露 期間 昭 オロ 年 月 昭子 ロ 年 月 与 力 月 

昭弄口   月 昭示日       力月 

昭 オロ   月 照元口       力円 

庄 佗 ) 
作 業 の 内 容 

庄 (3) 
石綿ぱく露の 扶 呪 

荘 (4) 
保護具の使用状況 

庄田 一入親方等として 石綿ぱく露のあ る場合は、 「所属した事業場 名 」欄にその旨を 記入し、 

はく 露 期間等の事項を 記入すること。 

自 z@  「作業の内容」欄は、 職種 名 と関連工程、 取り扱った機械、 製品名、 その形状、 取扱い 量 、 

作業態様、 勤務時間等具体的な 事項を記入すること。 
心 3@  「石綿はく露の 状況」欄は・ 発しんの状況、 衣服・室内のよこれの 具合い・環境改善かな 

されておればその 時期 及ひ 改善前後の状況等を 記入すること。 
白 4@  「保護具の使用状況」欄は、 マスク ( 防 しん又はガ一 セ等 ) 、 手袋、 作業 衣等 専用の保護 

具の備付けとその 使用状況、 品質、 使用開始時期等を 記入すること。 

4  請求に係る労働者及 び 同僚労働者の 健康状態㈱ 

鋤 本人については 気づいたことを 年代順に記入することとし・ 同僚労働者についてはじん 肺 
  石綿肺 ) とその合併症 ( 肺結核、 胸 ( 肋 ) 膜 灸箸 ). がん等の罹患状況 ( 時期、 疾病名、 罹 
患者数又は氏名、 同僚労働者の 人数 ) を年代 @ に記入すること。 
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5. 現 症及び既往暦注㈹ 

  

年 月 日 受 診 病 院 名 病名 ・ 症状等 注佗 ) 

昭和 年 月 日 

昭 オロ 年 月 日 

昭牙 0  年 月 日 

昭和 年 月 日 

昭示 口 年 月 日 

  

由 l) 本表は、 詳細が不明てあ ってもわかり 得る範囲のことを 記入し、 詳細不明、 記憶不明瞭等 

を村記しておくこと。 

田 2@  「病名・症状等」欄には、 じん 肺 管理区分の決定等疾病以覚であ っても特記事項があ れは 

記入すること。 

6 嗜 好 
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7. 家族の健康状態 

( 本欄は、   本人と同居の 家族及び直系親族の 生死の状況，死亡者につ 、 ， ては死因、 その他の   
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9 . 義民 分 % 土弓 疲   
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この調査実施要領は、 眼精疲労の業務起因性の 判断のため実地調査を 行う場合の調査項目を 定め 

たものてあ る。 

調査 苧 のうち ( その ] ) は、 業務起因性を 判断する際の ノ須 と巳われる事項を 掲げたものてあ る 

か、 事案によっては．一部の 事項を名略しても 差し支えない。 

調査 票 のうち ( その 2 n は、 医師による検査・ 診断結果を確認するために 作成したもの て 、 医師 

に意見書を求める 際にはてきるだけこの 様式を用いられたい。 

ただし、 諸検査については 必要に応、 し 実施した検査についてのみの 記入、 て 差し支えない。 

また、 検査成績については、 検査テータを 添付し・記入を 省略して差し 支えない。 
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( その 1 ) 

眼精疲労に係る 実地調査 票 

調査年月日 

名 称 

事 
所 在 地 

使用者 職 氏名 
菓 

事業の種類 

土日 勿 
構 成 

組 織 

  

生ち 

求 

  

  

氏
 

職
住
 

職
 

体
 

歴
 

一
格
 
一
 

一
名
一
種
一
所
 一
 

調査官   

  せ 話 ( ) 

担 当 者 
職 ・氏名 

労 
事業場 要 

働 同一課 男 

者 ( 室 )  女 
数 同 種 男 

労働者 女 

別図 ( ) のとおり 

番
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求 

  

  

労 

働 

条 

件 

  

    無 

覚症 状 

症 症状か特に強く 発 

  
現する時又は 動作 

日常生活上の 支障 

通 勤 方 法 

通 勤 所要時 間 片道 時間   

趣 味 

兼 業 の 有 無 有 ( 

運 動 歴 

職場以外ての 親作業等 

テ レ ヒ 視聴時間 平均 時間 分 Ⅰ 日 

読 書 時 間 平均 時間 分 Ⅰ 日 

その他参考事項 
  

所定労働時間 時 分 一 時 分 実 働 時 間 数 時間 分 

時 分 一 時 分 

休 憩 時 間           休 ， 憩 時 間 数 時間 分   
給 与 賃金台帳 別添 ( ) のとおり 

所 定 休 日 
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月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 

勤 
稼 働 日 数 

務 

状 
休 暇 欠 勤 

況 ( 病 体 ) 

  
日 数 

上下 
段段 時 間 外   
請 同 労 働 時 間 

千三夏 

末弟 
働 休 日 労 働 

入寺 旨 
） 日 数 

片拷 ミクラフ ( ) のとおり 

作 業 内 容 

佳 作業姿勢 別図 (  ) 写真 (  ) のとおり 

業 務 量 片上祐 寒ク ，ラフ ( ) のとおり 

業 

作業の波の態様 

別添 ( ) のとおり 

状 作業基準の有無 有   無 
作業基準 

男 lJ 添 ( ） のとおり 

一連続作業時間 
  最大 ) 

況 

作業休止時間 有   

小 休 止 有 ・ 

分 
( 平均 )         

時間 時間 分 

無 作業休止時間のとり 万 平均 回 / 日 

短 小休止のと り万 平均   回 / 時間 
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使 

用 

機 

器 

  

称
種
 
月
色
 
ズ
 

字
数
成
さ
率
 

類
間
節
ト
 対
案
 

名
 

壊
時
 
調
 

反
対
 

 
 

 
 

の
 

種
 
用
度
 

西
土
 

等
 

螢
 九
部
分
輝
チ
 表
防
 

械
 

花
 
"
 

表
 

機
 
擬
製
 

部
 

フ ィ ルタ ー 

入 力 形 式 

入 大 き さ 

キ 

カ 自己 タ Ⅱ 

け 土ロ キ 一の 数 

@ タ ソ チ 

  さ 

プ リ ン タ ー 

三隻 見 4 ロ 

メ ー カ ー 

型 式 記 号 

年 月 購 入 年 月 年 月 

    文字部 )   背景部 ) 

( インチ リ 表 示 形 態 不力・ ポ / 

英数・カナ・ 懐手・ひらかな・その 他 (   

横 文 字   縦 文 字 

横           縦   
横 ㎜ >@  縦 田山 

Hz   
秒
 

 
 

可
無
 

 
 

不
 可

有
 

%
 

ル
 

調
べ
 

@
 

フ
ス
 

 
 

 
 

 
 

コ
ス
 

可
無
 

不
 可

有
 

有 ( 

  
)  . 無 

有 ( メーカー 型式 )  . 無 

キーボード・ペンタソチ・その 他 (   

横 mmmmm  X  縦 fflffl 

J I S . 新 J I S . その他 (   

重 い   軽 い 

有て メーカー 型式 )  . 無 

  有   無 

補 助 照 明 有   無 0 キ 間 一示 記号 タ睦 ノす チ る よ時 ( 数字 ) 
秒   

最大入力文字数 記号 ( 数字 ) 字ノ分   

タ   プ セパレート型・ 固定型・その 他 ( 

    

漢 字 秒 

漢 字 字 / 分 
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環
 

境
 

業
 

 
 

積
類
 

面
種
 

の
 

室
の
 

業
光
 

作
採
 
照 明 の 種 類 

照 明 

日召   度 

騒 立   

直
ム
 口 

業
 

混
作
 

予
備
 

肌
双
 

一
 
男
 

暖
 

椅
冷
 
休 憩 施 設 

時
値
 

日
 

の
 

定
 測

そ
 

m,l 作業室の気 積 l nf 

  無
目
 亘
 

有
数
 

明
 無

類
 

鋤
分
 

ネ
 ・
 

ア
 

 
 
 
 
一
レ
 

ド
 

一
 
。
 
ク
 

 
 

明
 

 
 

明
闇
 

呑
 

照
 

明
 

光
照
 

無
援
 
器
 

 
 

全 体 L X ディスプレイ L X 

キーボー - ド LX 原稿 ( 書見台 ) L X 

全 体 H 耳の位置   

C 湿 度 拓 

  
同 さ c" 調節の可否 可   否 

種 類 0A 用・一般事務用・その 他 (   

  
同 さ c" 調節の可否 可   否 

回転の可否 可   否 背 もたれ 有   無 

その影響 

面積 辞 
気積 m' 

別添図 (  ) のとおり 年 月 日 AP 天候 MM 測定データ 別添 のとおり 

容 結 果 

  
実施年月日 実 施 機 関 内 

健 

康 - - ま 

診 謂 
断 求 

美 人 
施 
状 

況 同種労働者の 有無 反ぴ 異常の 状況 
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診療機関君 
症 

傷 病 名 

状 発症年月日 

療 養 期 間 
経 

休 業 期 間 

過 療養の経過 

所 在 地 

主治医氏名 

年 月 目 冶ゆ 年月日 年月 日 ( 見込 ) 

年 月 日 一 年 月 日 ( 実 診療 日 ) 

年 月 日 一 年 月 日 ( 休 業 日 ) 

経過表別 添 ( ) のとおり 

主 冶 医 専 号 目 l 医 

医 診断機関君 

診断年月 日 年 月 日 年 月 日 

学 士 訴 

他覚的所見 

的 

処 置 

所 経 過 

鑑 別 診 断 

見 
    見 

備 職場体操実施の 有無 有 無 

老 木疾病発生の 有無 有 無 

事業主提出資料     
料 その他の資料 

意見書・申立書 ( 請求人・使用者，同僚等 ) 
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( その 2 ) 

医療機関に係る 調査 票 

1. 労働者名 

Ⅲ 氏 名 ( 男 ・ 女 ) 

㈹ 生年月日 明 ・ ナ ・ 昭 年 月 日生 ( 満 才 Ⅰ 

㈹ 現住所 

2  初診時の症状について ( 昭和 年 月 日初診 ) 

3  下記の諸検査のうちで 施行されたものについて、 その成績あ るいは所見 

Ⅲ 遠距離 ( 5m ) 視力 ( 昭和 年 月 日検査実施 ) 

① 右 =   
  

  D- D 曲 。 ) 

C@  友二     D- 一 D 血 。 ) 

(2) 近距離 ( 3 0cm) 視力 ( 昭和 年 月 日検査実施 ) 

① 右 =       

② 左 =     ） 

(3) 近点距離 ( 昭和 年 月 日検査実施 ) C l 0 回平均 コ 

c 山 

㈲ 調節力 ( 昭和 年 月 日検査実施 ) 

D 

(5) 眼 位 ( 昭和 年 月 日検査実施 ) C マドソ クスコ 

      両眼 視 機能 ( 立体視 )  ( 昭和 年 月 日検査実施 ) 

(7) 輻 湊 ( 昭和 年 月 日検査実施 )   

C N P cm 

(8) 細隙 灯 顕微鏡検査 ( 昭和 年 月 日検査実施 ) 

① 斜眼 部 

② 箭眼 部 

③ 中間適九体 
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(9) 眼 圧 ( 昭和 年 月 日検査実施 ) 

① 右 mmHg 

② 左 mniHg 

00  眼 底 ( 昭和 年 月 日検査実施 ) 

4. 初診以降、 現在までの病状、 経過について 

5. 今後の治療方針について 

6. 当該疾病の発症と 当該業務との 関連について 

7. その他参考となる 事項について 
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